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要約 
第１章 対象国の現状 

1-1 対象国・地域の開発課題 

ブラジルにとって排水処理の適正化は深刻な課題であり、国家衛生情報システム

（Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento: SNIS）によれば、2015 年現在に

おいてもブラジルにおいて適正処理された排水は全排出量の 42.7%に過ぎず、処理容量の不

足や不適正な処理による土壌汚染や水質汚染等の諸問題について抜本的な解決策を見出せ

ずにいる状態である。水質汚染の原因としては、工場排水、農業・畜産業からの汚水、家庭

やオフィスなどからの都市下水が挙げられる。工場排水については、各施設内において浄化

処理してから排出することが定められているが、制度があっても運営が徹底していないた

めに、汚染が発生している状態である。また、ブラジル全体の汚染度合いについての詳細は

十分に調査されていない。サンパウロ州及びパラナ州においては、集められた下水の 70%〜

80%が処理されているが、残りは河川や海洋に放流されている状態である。また、ブラジル

においては、ラグーン方式と嫌気性汚泥処理が主流である。活性汚泥方式は処理能力が高い

が、整備費用が高額であるため数は少ない。現在ブラジルにおいては、有機性汚泥について

は脱水、天日乾燥したのちに、遠方の最終処分場にて処理を行っているが、天日乾燥に費や

す人件費と、処理する汚泥の水分量が多いため処理日数がかかり、且つ輸送費用が高い状態

が続いている。我が国において提案企業が取り組んできたような有機性汚泥の乾燥による

燃料化に関しては、研究中ではあるものの実用化はされていない状況である。パラナ州全体

の下水処理を担っているパラナ州上下水道公社（Companhia de Saneamento do Paraná: 

SANEPAR）においても、乾燥機の運営についての技術や知識がなく、汚泥燃料の活用先とし

て製鉄所やセメント会社などがあることについては知見がない状態であることが、ヒアリ

ングにおいて判明した。そのため、SANEPAR からは汚泥乾燥機による減量化と燃料製造につ

いて、環境負担の低減と再生可能エネルギーの利用を両立する技術として強い関心と期待

が示されており、かかる技術の早期導入に向けた支援が求められている。 

 

1-2 当該開発課題に関連する開発計画、政策、法令等 

1-2-1 ブラジルの環境分野における基本法規 
 

表：廃棄物に関する関係法令 

法規制番号 概要 

連邦大臣 No. 053/1979 固形廃棄物の最終処理、処分について定めた最初の規則 

CONAMA No. 06/1988 有害産業廃棄物を発生させる事業の許可と管理に関する規則 

CONAMA No. 283/2001 医療廃棄物の処理、処分についての規則 

CONAMA No. 307/2002 建設廃棄物の管理に適用する基準の設定 

CONAMA No. 316/2002 廃棄物の熱処理についての基準と規則 

CONAMA No. 316/2002 保健衛生医療役務の廃棄物の処理及び最終処分についての規

則 

NBR12.980 都市固形廃棄物収集、清掃、梱包・専門用語規定 

NBR 8.419 都市固形廃棄物最終処分場基準   

NBR10.004 固形廃棄物・分類 

NBR10.005 廃棄物浸出水取り扱い手順 
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1-2-2 国家開発計画 
2011 年に都市省環境衛生局が国家基礎衛生計画を定め、上下水道接続率を 20年間で 100%

にする目標を掲げている。国家基礎衛生計画の発表後の 2011 年から 2014 年にかけて「成

長加速計画 PAC2」において水セクターに約１兆 5000 億円を投じている。さらに、2013 年

に発表した国家衛生計画では上下水道の整備・サービス実施状況に係る現状分析を行い、ブ

ラジルの経済成長等を鑑みて 3 つの成長シナリオを提示した上で、2033 年までに全世帯の

99%に給水し、同 92%に下水処理サービスを提供することを目標とし、その達成には最大で

5,085 億 R$（約 18.6 兆円）の官民による投資が必要であるとしている。 

 

1-2-3 州・都市レベルにおける政策及び関連法規 
開発課題に関連するパラナ州の法令の一つとして、2016年11月10日発布の法律第18,900

号1において、水資源の再利用や処理効率向上、水質汚染の防止を促進する為に、毎年 9 月

15 日を州の「水の消費抑制・再利用・効率化及び排水処理におけるエネルギー効率化を奨

励する日」とする旨制定されている。その他に関連するパラナ州の廃棄物関連の法令は、汚

染・汚濁のコントロールなどを規定している命令第 6674 号や大気汚染について規定してい

る SEMA 決議 54 号などがある。 

1-3 当該開発課題に関連する我が国国別開発協力方針 
対ブラジル連邦共和国国別援助方針（2012 年）との整合性を以下に示す。 

 

表： 我が国国別開発協力方針（旧国別援助方針）との整合性 

大目標：持続的開発への支援と互恵的協力関係の促進 

期待される効果：本提案事業はブラジルにおける下水処理の適正化やエネルギー利用の

促進により、ブラジルの持続的開発に資する。また本提案事業の展開は、後述の日本国

内における経済効果の波及も期待される観点から、互恵的協力関係の促進にも資するも

のである。 

中目標：都市問題と環境・防災対策／開発課題 1-1（小目標）：都市問題への対応 

期待される効果：本提案事業は下水処理の適正化を通して、正しく都市問題の一つであ

る衛生状態の改善に直接貢献すると同時に、対象地域における環境負荷を低減した環境

配慮型都市の構築にも資すると考えられる。 

 
1-4 当該開発課題に関連する ODA 事業及び他ドナーの先行事例分析 
ブラジルの下水処理分野における主なドナーは、米州開発銀行、世界銀行、日本等であり、

既存の上下水道の修繕、上下水道の新設、各州の政府や上下水道公社による整備計画策定や

水道インフラの運営・維持管理に係る能力強化、住民の水利用に対する啓発活動等を実施し

ている。汚泥燃料に関する我が国及び他ドナーからの支援事例は、現時点では確認されてい

ない。 

 
1-5 対象国のビジネス環境の分析 
1-5-1  投資環境について 

外資に限定した投資奨励はない状況である。また、政府の奨励策は、工業関連自動関税制

度、技術革新プログラムなどがあるが、提案事業については該当しない。 

1-5-2  環境影響評価について 

                                                  
1 
http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=164861&indice=1&t
otalRegistros=1 
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廃棄物処理事業を行うには環境ライセンス認可が必要である。環境ライセンスは、連邦政

府ではなく各地方行政の環境局が管轄している。環境ライセンスは、環境への負荷を与える

事業として、大きなインフラ事業のみならず、製造業や農業などすべての事業が対象となっ

ている。但し、普及・実証事業において想定している実証地である SANEPAR の下水処理場に

おいてはすでに環境ライセンスを取得しているため、乾燥炉の設置に関しては、環境ライセ

ンスの一部変更のみで済むことを確認した。 

 

1-5-3  税制について 

ブラジルの税金の範囲は、税、負担金、手数料の 3つに区分されており、徴税主体も、連

邦、州、市の 3つに分かれている。日本とブラジル間では重複課税を避けるための日伯租税

条約租税条約がある。（法令第 61899 号 1967 年に施行、1978 年に法令第 81194 号で修正） 

両国間では税額控除規定が適用されるため、ブラジルで納付したとされる税額を日本側

での課税額から控除が可能。配当金およびロイヤルティー（商標権の使用料は除く）は 25％、

利子は 20％、ブラジル国内で課税されたとみなし、日本側で控除が認められている。保険

料と運賃が不明であるため商船隊更新追加税(AFRMM)と関税については不明であるが、大凡

35〜40%の輸入コストが想定される。 
 
第２章 提案企業、製品・技術概要 
2-1 提案企業の概要 

 

法人名 東北クリーン開発株式会社 

代表者名 代表取締役 井上尚 

本社所在地 山形県山形市久保田二丁目１番４７号 

設立年月日（西暦） 1991 年 4 月 

主な事業内容 

産業廃棄物の焼却処理 

汚泥燃料の製造 

安定型産業廃棄物最終処分場の運営 

 
我が国における汚泥処理技術は世界有数であり、燃料製造まで行なう事業者は世界でも

類を見ない高い技術を保有している。我が国では、若干の経済回復は見られるものの、長

引く不況の傷跡と、廃棄物量の減少などで、廃棄物処理業界は厳しい経済状況が続いてい

る。廃棄物処理事業者は優れた技術を保有しているにも拘らず、海外にその技術を伝え事

業化及び現地への貢献を行った実績は少ない。提案企業は、汚泥処理を事業の中核として

おり、競争が厳しい我が国において営利事業として運営を行なっている。以前から提案企

業の技術を活用して、途上国の開発課題解決に向けた貢献をしたいと考えていた。提案企

業は事業実施の適地に関しては時間をかけて選定し、事前訪問を行なうことにより、商圏

や現地での技術水準などを分析してきた。その結果、発展が著しくそして汚泥処理の整備

が遅れているブラジルに進出し、我が国の処理技術を活用する事を希望している。 
 
2-2 提案製品・技術の概要   

提案企業が有する有機性汚泥の最終処理及び汚泥燃料の生産販売の技術を展開する。 
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図：汚泥処理のフロー図 

 

提案企業は現在、山形県全域の市町村が管理する浄化センターから搬出される有機性汚

泥を活用するためのバイオマス燃料製造プラントを保有し稼動している。有機性汚泥を乾

燥造粒し、バイオマス原料及び燃料の製造を行い、日量 48 トンの汚泥を処理している。 

稼動は処理量を最大限に行う

ことを前提とし、且つコストを

最小限にすることを目的とし、

制御室により焼却施設、乾燥施

設の両方を集中管理、木くず、

廃プラスチックなど廃棄物の焼

却廃熱を乾燥用の熱源をして利

用することによる重油等の化石

燃料の削減を可能とした設計の

施設となっている。処理により

製造される乾燥汚泥は含水率が通常 10%程度であるが、運転操作により含水率は容易にコ

ントロールを行え、安定した品質の調整を行うことが可能である。 

下水汚泥の処理技術としては、濃縮、消化、脱水、乾燥、焼却、最終処分（埋立）等が

挙げられる。ここでは開発途上国において代表的に用いられる汚泥処理の手段として、埋

立及び堆肥化との比較を以下に示す。 

 

表：汚泥処理手段の比較 

 埋立処分 堆肥化 燃料化 

メリット 化学処理や熱処理に

要する設備投資が不

要 

低質堆肥の場合、高度な

技術と設備を必要とせ

ず、維持管理が容易 

堆肥として利用可能 

石炭等の輸入に依存し

ている熱源の代替とし

て利用可能 

汚泥燃料 1ｔ当たり、石

炭 0.7ｔ削減に相当 

デメリット 十分な脱水処理が行

われないまま処分す

る場合には、土壌汚染

や水質汚染のリスク

が高い 

敷地面積が必要な為、

都心部に設置は困難 

簡易処理の場合、長時間

の処理が必要で悪臭対策

が必要 
良質堆肥の場合、高度技

術が必要で管理も困難 
下水汚泥中に、重金属が

含まれるリスクがある 

乾燥炉の維持管理や臭

気対策により高度な技

術と設備が必要 

 上記の比較より、汚泥燃料としての処理技術は、エネルギーとしての再使用及び環境負担

 

 

 
汚泥燃料 汚泥乾燥施設 
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の低減において既存技術よりも優位であるといえる。 

施設の導入に際して、リサイクル燃料である RPF をはじめ、木くずやバイオソリッド燃料

（乾燥汚泥燃料）の投入を前もって検討した施設設計を行っており、廃棄物の他、異なる燃

料種での運転管理方法に精通していることも優位点として挙げられる。 

これらの優位点については、ブラジルでの事業展開にあたり、他の競合企業と比べても

事業の持続性や発展性において有効に作用するものと考えている。 

 

2-3 提案製品・技術の現地適合性   
提案事業に関しては、環境省、クリチバ市計画研究所、クリチバ市保健局、クリチバ市環

境局などの行政機関や、SANEPAR、SABESP などの上下水道公社に紹介を行った。また、民間

企業に関しては、AMBSERV 社、Essencis 社、Cattalini 社といったビジネスパートナー候補

との面談を行った。さらに、ブラジル日本商工会議所、パラナ州日伯商工会などの民間団体

に紹介を行った。また、汚泥関連の廃棄物についてはブラジル廃棄物協会への調査を行い、

現地リサイクル事業者へのヒアリングを実施した。提案企業の事業説明資料や、汚泥燃料及

び RPF のサンプルを用いて具体的な構造の説明を行い、スペックや価格などを提示した。 

 これらの説明・紹介を通して、行政機関及び民間企業共に汚泥処理についてのニーズが

大変高いことが確認できた。 

 

2-4 開発課題解決貢献可能性 
提案企業が有する技術のブラジルへの導入により、同国の開発課題の解決に貢献できる

可能性があると考えている。 
現在パラナ州では、有機性汚泥を脱水、天日乾燥したのちに、遠方の最終処分場にて処理

を行っている。パラナ州上下水道公社はパラナ州北部に 3 つ(アプカラ市、チアノルチ市、

コルネオロ市)のゴミの埋立処分場を所有しているが、同処分場ではすでに許容量が上限に

近づいている上に一般ゴミの受け入れだけを行っており、汚泥に関しては最低でも 80km ほ

ど市の中心部より離れている外部の最終処分場まで搬送している。 

上記の様な処理のため、パラナ州上下水道公社は天日乾燥に係る人件費に加えて、100〜

200 レアル（約 3,700～7,400 円）/トン程度の最終処分場への輸送費と、250 レアル（約

9,200 円）/トン程度の汚泥埋立処理費を外部の廃棄物処理事業者に支払っているが、その

最終処分場でも受入量には限界があり、上限に達した場合には更に高額な費用負担を要す

る遠方への埋立を検討しなければならない。加えて天日乾燥に関しては近隣への臭気につ

いても懸念があるため、作業場所にも苦慮している状態である。 

 しかし提案事業者が有する汚泥乾燥技術の導入により、汚泥の減容化が達成できれば、こ

れらの最終処分費用や輸送費等を大幅に削減することが可能となる。また、費用削減だけで

なく、天日乾燥に係る環境負担や、遠方への輸送に係る化石燃料の使用や CO2 排出の削減な

ど、副次的な環境負担の低減も期待される。 

また、ブラジルは世界最大のバイオエタノール輸出国であり、鉱山エネルギー省が策定し

た「エネルギー拡張 10 年計画」により、今後も再生可能エネルギーの拡大に国家レベルで

取り組んでいる状況にある。 
提案企業の技術により生成する汚泥燃料は、石炭、コークスなどの化石燃料の代替として

セメント工場や発電所、製鉄所等で利用可能なものであり、かかる燃料の生産と販売先での

活用は、再生可能エネルギーの利用拡大に貢献することで、上述の様なブラジルの国策推進

にも資するものと考える。 
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第３章 ODA 案件化概要 
3-1 ODA 案件化概要 

案件化調査実施後は、「ブラジル国パラナ州における有機性汚泥の乾燥処理技術に係る普

及・実証事業」の実施を想定している。有機性汚泥の下水処理場及び処分先の最終処分場で

生じている課題の改善を目標とする。また、民間企業でも大量の汚泥が発生している製紙会

社などの汚泥の処理と活用方法について技術移転を目指す。パラナ州上下水道公社の職員

に、提案企業の徹底した適正処理技術ならびに運用方法を技術移転し、職員の管理能力向上

を通じて汚泥処理方法の改善を実現する。 
 

3-2 ODA 案件内容 
普及・実証事業において、カウンターパートが管理運営している下水処理場内に小規模の

デモプラントを設置し、有機性汚泥の乾燥を行い、汚泥燃料の製造を行う。汚泥燃料は製鉄

所における還元剤利用やセメント会社等のボイラーでの熱源で活用できる。また、カウンタ

ーパートは大量の電力を消費しており、電気代の削減のためにも汚泥の有効活用を希望し

ている。下水処理施設で働く職員の汚泥処理に関する知識向上や技術習得などの機会を設

ける。汚泥処理に費やしていた費用の軽減と、燃料を販売することにより、費用負担を軽減

することが可能となる。さらに、実際にデモプラントを稼働させて現地の行政や主たる排出

事業者のうち特に汚泥が発生している製紙会社、繊維会社などへ向けて実証現場を公開し

デモンストレーションを行い汚泥処理方法の有用性に対する理解を広める。 

 

 

図： 活動モデル図 

3-3 C/P 候補機関組織・協議状況 
カウンターパート（C/P）は、パラナ州の下水処理場を管轄しているパラナ州上下水道公

社を想定している。パラナ州上下水道公社は 170 ヵ所の浄水場、1,019 ヵ所の井戸、234 ヵ

所の下水処理場を管理しており、現在パラナ州の 345 の自治体及びサンタカタリーナ州の 1

自治体に給水サービスを提供すると共に、州内の 174 の自治体に下水サービスを提供し、

710 万人の住民が裨益している。 

実証機の設置、先方の負担事項について合意済みである。M/M のドラフトは提示済みであ

り、C/P の社長及び取締役より了解を得ている。 
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但し、乾燥汚泥の発熱量、SANEPAR のバイオガスへ対応する機材製造会社は日本になく、

排ガス対応においても高額な費用が発生する恐れがある。乾燥汚泥の発熱量が一般的に低

く、乾燥燃料としての価値が乏しい。そのため、発熱量の高い物質を混入させるなどの方式

を検討する。さらに、これらの課題を解消するために、引き続き日本の製造会社を探すとと

もに、安価で製造できる可能性を探る。また、パラナ州上下水道公社にはバイオガスの使用

を行わないで重油や LPGなど安定した熱源を使用することを引き続き打診する予定である。 

 

3-4 他 ODA 事業との連携可能性 
「パラナ州上下水道システム運営・維持管理能力強化プロジェクト（以後、「当プロジェ

クト」とする）」が挙げられる。 
当プロジェクトのカウンターパートは本提案事業と同一のパラナ州上下水道公社であり、

同公社の下水処理場の管理者・職員等が本邦での研修や日本人専門家の指導により獲得し

た知見と、本提案事業において普及を促す日本の技術との親和性は高く、技術への理解や受

入を促すことがより容易になると考えられる。 
一方で当プロジェクトの裨益者であるパラナ州上下水道公社の側には、当プロジェクト

の終了後も本提案事業を以って我が国の最新の下水処理技術への知見を獲得する機会が得

られることから、当プロジェクトにて移転された技術の更なる定着や知見の習得が期待で

きる。同じ上下水道分野の支援でありながら対象となる事業領域が厳密には異なるものの、

提案 ODA 案件が実現した場合には、SANEPAR を中心として当該プロジェクトとの情報共有を

することで、双方の案件において汚泥管理計画や法規制、統計・データ管理等の分野におけ

る知見や教訓の共有等の相乗効果が得られる可能性がある。 

 
3-5 ODA 案件形成における課題・リスクと対応策 

現時点で想定する ODA 案件形成過程における課題・リスクと対応策案を以下に記す。 

 

表: ODA 案件形成における課題・リスクと対応策案 

課題・リスク 対応策案 

バイオガスの使用に

関わる実効性につい

て 

 排ガス規制への懸念 
煤塵を防止するためにバグフィルターの設置が必要となる。ま

た SO2 への対策として脱硫装置の設置が必要となる。さらに、

バイオガスに含まれる塩素分についてパラナ州上下水道公社で

は未測定であるが、塩素含有が容易に予想されるため、ダイオ

キシンが発生する恐れがある。これらに対応するためには、設

備費用が高額になる。また、メタン濃度が不安定などバイオガ

スの品質が悪く、乾燥炉の設計が困難である。引き続き安価に

対応できる日本の製造会社を探す必要がある。また、パラナ州

上下水道公社にはバイオガスの使用を行わないで LPG など安定

した熱源を使用することを引き続き打診する。 

乾燥汚泥について 

 

 

 

 汚泥成分への懸念 
パラナ州上下水道公社が提供したデータに基づくと、汚泥の成分

（発熱量、灰分、CL 分等）が悪いため、使用用途が、パラナ州上

下水道公社内での利用に限られる可能性がある。民間のビジネス

展開を考えた場合に汚泥燃料の販売を行うことが可能であるか

検証が必要である。 

許認可リスクについ

て  

環境省のみならず、州、市の環境局などの行政機関に事業実施前

に許認可について正確にヒアリングを行う。 
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高率の関税により、導

入機材が当該スキー

ムの上限を超過する。 

予め想定される関税や州税などを含めた輸入コストを見積もり、

適正な規模での実施を図る。 

プロジェクト実施に

要する費用が、当該ス

キームの上限を超過

する。 

投入機材について現地生産コンポーネントの拡大等によるコス

ト節減を図ると共に、機材の規模やスコープの縮小により、実施

効果が得られる範囲でスキーム上限予算に見合った投入計画を

検討する。 

 
3-6 環境社会配慮等 
本提案事業が汚泥の適正処理を促進する性質上、特に環境面においては事業の運営によ

る継続的な負の影響は想定しない。ただし、プロジェクトサイトの選定や汚泥の搬入や保管

等の工程、あるいは輸送中の事故等のリスク面において、環境社会配慮を要する可能性があ

ることから、本調査により当該の可能性について評価した。 

 実施にあたっては、環境省、パラナ州環境局及びクリチバ市環境局などへのヒアリングに

より、JICA 環境社会配慮ガイドラインやブラジルの基準に応じた環境・社会的影響の評価

（カテゴリ分類）を行った後、当該評価に応じて自然環境及び社会経済状況、環境社会配慮

法制度・組織、事業実施により予測される環境及び社会への影響、影響緩和策・モニタリン

グ計画等の確認・検討を行った。 

 
3-7 期待される開発効果 
本提案事業の実施における一連の過程で発現することが期待される開発効果を以下に示

す。 
 

表： 本事業実施により期待される開発効果 

 

 提案 ODA 案件の実施により期待される開発効果は、一義的には対象地における汚泥埋立

量の軽減と、それに伴う処理費用の減少である。そして、カウンターパート職員に対して、

技術移転を進めることにより、機材の適正な稼働と維持管理を自ら行えるような体制の構

築である。 

 さらに、普及・実証事業において実証結果を用いて工場などの民間汚泥排出事業者に対し

て提案技術による汚泥の燃料化についての普及を図る。民間において汚泥の削減と燃料化

が加速することにより化石燃料の削減や減容化による下水処理場及び埋立処分場の負荷軽

減といった正の影響が期待できる。 

第４章ビジネス展開計画 
4-1 ビジネス展開計画概要 
「パラナ州における汚泥処理事業」を展開する方法として将来的に 2 通りを想定してい

過程 定性的な開発効果 定量的な開発効果
乾燥機設置・汚泥燃

料を製造

有機汚泥が再生燃料として利用される

ことにより、汚泥埋立量が減少する。

汚泥削減量、埋立処分量の減少

汚泥乾燥装置の適正

運営知識移転

機材の適切な運営維持管理の方法を習

得する。
現時点では定量的な効果は不明。技術を

習得した職員の数など。

汚泥処理に費やして

いる費用の軽減

処理費用、輸送費用の軽減 外部委託している処理費及び運搬費用と

乾燥機運営コストの差を算出。

民間事業者にデモン

ストレーション

汚泥排出業者によって、提案技術の有

効性が理解される。
現時点では定量的な効果は不明。

セメント会社などが

代替燃料として活用

汚泥燃料売却益が発生する。CO2が削

減される。

石炭などの化石燃料の削減量から算出。
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る。一つは、普及・実証事業の実績を携えてカウンターパートから汚泥処理事業の運営を受

託することである。SANEPAR の管轄する下水処理場において、有機性汚泥の乾燥を行い、そ

の燃料を用いて発電を行い、SANEPAR の施設運営のために用いる。SANEPAR にとっては、年

間 390 百万レアルに及ぶ電気代を少しでも軽減することと、汚泥の天日乾燥や輸送に関わ

る費用削減が実現可能となる。SANEPAR が管轄する下水処理場のうち、大きめの下水処理場

数カ所においてボイラーを併設し発電が可能なプラントを設置し、その運営を提案事業者

が行うことを想定している。この場合には、国際競争入札が実施される可能性が高いと考え

られる。もう一つは、民間企業の工場から発生する汚泥の処理を受託することにより、その

処理費を得るとともに、搬入された汚泥を燃料化し、セメント会社や製鉄所に販売する事業

を想定している。これは日本において提案事業者が実施している事業と同一である。現在、

有力なビジネスパートナー候補 2 社は、いずれも提案事業者の乾燥技術に強い関心を示し

ている。Cattalini 社は、SANEPAR と共同出資し、CS Bio 社を設立した。CS Bio 社はベレン

下水処理場において大規模なバイオマスガスプラントを 2017 年 9 月から運営を行ってい

る。バイオマスガスの抽出過程で、残渣が大量に発生する。CS Bio 社はその残渣である汚

泥の処理について燃料化を検討している。Cattalini 社からは、まずはベレン下水処理場に

おいて、提案事業者のプラントを設置し、それをショーケースとして全国の下水処理事業を

行っている関係者にデモンストレーションを行いブラジル全土へ普及してみたいとのコメ

ントを得た。普及・実証事業の結果を Cattalini 社へ提示し、さらなる事業化への具体的な

交渉を進めてみたいと考えている。また、Essencis 社はサンパウロ郊外に世界有数の大き

さを誇る Caieiras 埋立処分場を運営している。ここでは 10,000 トンの廃棄物を毎日受け

入れている。この埋立処分場から発生するメタンガスを抽出しそれを活用して 29.5 メガワ

ットの発電を行っている。Caieiras 埋立処分場においては、下水処理場からの汚泥も受け

入れている。提案事業者の技術に対しては、強い関心を持っており、共同出資を行い、利益

按分を行っていきたいとのコメントを得ている。Cattalini 社と同様に、普及・実証事業の

結果を用いて、さらなる展開の可能性を検討したいと考えている。 

 

4-2 市場分析 
汚泥処理事業における顧客は、下水処理場の有機性汚泥の他に、製紙会社、食品加工会社、

繊維会社など、大量の汚泥が発生する民間企業が考えられる。クリチバを中心としたパラナ

州での汚泥処理事業を最初の市場とするが、サンパウロ州やリオデジャネイロといった大

都市圏が将来的な市場としては考えられる。これらの地域は、経済基盤が強いというだけで

はなく、最終処分場までの距離が比較的遠いことと、集約型のビジネスモデルに合致する点

からも適地であると判断した。ブラジルにおいて汚泥燃料は殆ど認知されていないことか

ら、汚泥燃料の製造についての競合は現在のところ見受けられない状況である。他方、バイ

オガス化や単純焼却による汚泥処理等、同様の減容化や無害化等の効果を得られる代替技

術による競合や、大手の下水処理事業を展開している大手企業等による新規参入が今後発

生する可能性がある。 

ビジネスモデル 1においては、SANEPAR の複数の下水処理場における汚泥処理施設の運営

を展開することを想定している。また、ビジネスモデル 2におけるいずれのビジネスパート

ナー候補もサンパウロやリオデジャネイロなどの大都市圏に汚泥処理事業を水平展開する

ことを想定している。 

 

4-3 バリューチェーン 
ビジネスモデル 1においては、汚泥燃料は提案事業者が発電用に使用し、電力を SANEPAR

に提供する。 ビジネスモデル 2においては、製造した汚泥燃料の販売に関しては製鉄所お

よびセメント会社などへの販売を予定している。汚泥処理量は初年度日量 48 トン（乾燥機

の容量としては最大 70 トンを想定している）とし、処理費は 6.5 円/kg、汚泥燃料販売価格
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は 3.5 円/kg を想定している。処理費用を現状よりも低く抑えることに寄与することによ

り、汚泥の調達を行いやすくする。また、石炭価格に対してカロリーベースで等価以下にす

ることで、販売を行いやすくする。原材料等調達についてであるが、ビジネスモデル 1にお

いては、原料となる汚泥に関しては比較的容易に調達ができると考えている。SANEPAR と連

携して同社が運営する下水処理施設から調達を行なう他、民間大型施設（製紙会社など）か

ら汚泥回収を行なう事を予定している。 

ビジネスモデル 2 においては、合弁会社においてビジネスパートナーが中心となり汚泥

の調達を行う予定である。汚泥の調達のための収集運搬に関しては、収集運搬車数台を自ら

保有するか、現地の収集運搬業者に委託する 2通りが考えられるが、調査の結果いずれの対

応に関しても大きな問題はないと考える。よって、設備設置場所と回収場所に応じた対応を

予定している。 

 

4-4 進出形態とパートナー候補 

企業形態としては、東北クリーン開発の現地法人をまずは立ち上げて、その現地法人と、

パートナー企業とで JV 企業（株式会社を予定）を作る予定である。廃棄物処理事業の主な

収入源は、廃棄物処理費と汚泥燃料の販売である。処理原料を入手し、処理費を得るには現

地に根付いた現地廃棄物処理事業者との連携が極めて重要になると考えている。そのため

ビジネス展開する際には、次のような実施体制を予定している。ビジネスパートナー企業と

しては、前述の通り Cattalini 社もしくは Essencis 社を想定している。今後の展開方法に

ついては、引き続き協議を続ける予定である。いずれも企業規模が大きく、そして想定する

事業の投資規模が大きいため、出資比率については提案事業者の比率が少ないことを想定

している。提案事業者の現地法人をまずは立ち上げて、その現地法人とビジネスパートナー

企業とで、JV 企業（株式会社を予定）を作ることを検討している。JV 企業を設立する際の

出資比率は出資金額に応じるが、提案事業者の保有比率は 20%〜30%程度を予定している。

初期投資額の多くは設備投資に当てられるが、出資比率に応じて負担することを想定して

いる。提案事業者はむしろ、汚泥燃料製造にあたってのこれまで蓄積した知見を活かし、ビ

ジネスパートナーに対する技術供与を行うことを中心とした役割を担うことを想定してい

る。 

図: 事業実施体制図 

 

4-5 収支計画 
投資計画・資金計画を以下に示す。資金調達は、円貨建ての銀行借り入れを中心に行う事

を予定している。ブラジルでの高金利での資金調達は、収益を圧迫する大きな要因となって

おり、事業採算性を向上する為には、円貨で低金利の借り入れを行い、ブラジルへの投資を
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行う前提で検討している。 

 

表: 投資・資金計画 

初期投資（千円） 
自己資金 

（千円） 

借入金 

（千円） 建物建設費 乾燥機 その他 営業車 運転資金 
初期投資合

計 

10,000 200,000 5,000 3,000 30,000 248,000 150,000 98,000 

 

FIRR は 7.16%であり初年度から黒字を達成する。 

 

 4-6 想定される課題・リスクと対応策 
ビジネスモデル 1に関しては、SANEPAR からの業務委託になるため、国際競争入札にな

る。そのため、落札できると言う確約がない中で、提案事業者の技術力と採算性について

差別化を進める必要がある。 

 ビジネスモデル 2に関しては、ビジネスパートナーの企業規模が大きいため、出資比率

や体制面で、主導権を取ることは困難である。また、ビジネス展開をしていくためには、

追加的な出資を求められる可能性がある。また将来的に、焼却炉からの廃熱を利用するこ

とを検討しているが、焼却設備設置に関する環境ライセンスの取得に掛かる時間が課題と

なる。州や市によって状況が異なるが、許可が下りるまでに数年を要することが想定され

る。 

さらに、設備投資に関しては、日本からの制御盤などの輸出に関しては関税手続きを迅速

に行うため、提案企業と取引関係のある大手輸送会社と連携しながら進める。 

乾燥炉設置に関しては、現地の建設会社やビジネスパートナー企業と連携しながら、諸手

続きを進める予定である。 

 
4-7 期待される開発効果 

提案企業が提供しうる解決策と開発効果を以下に示す。 

 

図：開発課題と提案企業が提供しうる解決策 
 

また、ビジネス展開が実現した場合において主に想定される計量可能な開発効果として

は、化石燃料の削減と CO2 の削減の 2点が考えられる。さらに、ビジネス展開が実現した

際には、汚泥の有効活用が進むことにより、下水の適正処理が進むことが想定される。前

述の通り、ブラジルにおいて適正処理された排水は全排出量の 42.7%に過ぎず、処理容量
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の不足や不適正な処理による土壌汚染や水質汚染等の諸問題について抜本的な解決策を見

出せずにいる状態である。また、サンパウロ州及びパラナ州においては、集められた下水

の 70%〜80%が処理されているが、残りは河川や海洋に放流されている状態である。下水処

理により汚泥が発生するが、その汚泥が価値のあるものに生まれ変わることにより適正処

理が加速し、土壌汚染や水質汚染が軽減される可能性が高い。 

 

4-8 日本国内地元経済・地域活性化への貢献 
① 産業廃棄物処理・リサイクル業は、多くの設備・機材を使用する。ODA 案件及びその後

のビジネス展開により、乾燥機をはじめとする、提案企業が運用する各種廃棄物処理シ

ステムの設備を製造、販売している国内企業への裨益が見込まれる。 

② 海外業務サポート人員の強化により国内における雇用を創出するとともに、現地人材

の本邦受け入れ研修制度を積極的に実施することで、人材交流促進による地域活性化

が期待される。 
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はじめに 

調査名 ブラジル国パラナ州における有機性汚泥の乾燥処理技術に係る 

案件化調査 

英文調査名 Feasibility Survey for utilization of dry disposal of 

organic grime in Parana State, Brazil 

(1)調査の背景 ブラジル連邦共和国（以下「ブラジル」）においては都市化が急

速に進んでいるが、それに見合ったインフラ整備が遅れており、環

境・衛生悪化、自然災害への脆弱性などの様々な問題を抱えてい

る。特に廃棄物処理に関しては、ごみ回収システムやリサイクルシ

ステム自体の構築が遅れている上に、下水処理の中でも汚泥処理

については、処理施設や技術が不足している。下水汚泥の一部は農

地で堆肥として使用しているが、利用先の需要は多くなく、運搬距

離が遠く、運搬費は排出側が負担している等の問題がある。また、

下水汚泥は、埋立も行われているが、残容量が逼迫しており、汚泥

の減容化が課題となっている。 

ブラジルではかかる課題に対して、国家衛生計画を策定し、下水

道の整備と適正処理の促進に向けたロードマップを示すと共に、

日本や国際金融機関の借款や技術協力を受けて、上下水道の整備

と運用・維持管理能力の向上を進めてきたが、全排出量の約 4 割

しか適正処理されていない(2015 年時点)など、不適正な処理によ

る土壌汚染、水質汚染の危険性がある状態が続いている。 

提案企業が有する、有機性汚泥を活用し汚泥燃料を製造する技

術は、上記の課題へ対応すると考えられる。汚泥燃料は製鉄所での

還元剤やセメント会社のセメント原料及びボイラーでの熱源での

活用、その他産業用ボイラー熱源、および下水処理場の施設運営へ

の活用が可能である。かかる技術をブラジルにて普及・実証するた

めの ODA 案件を検討し、汚泥の減容化や再資源化による汚泥処理

施設や埋立地の負担低減等の課題解決に寄与するために実施する

ものである。 

(2) 調査の目的 提案企業の強みである有機性汚泥の乾燥処理を行ってバイオマ

ス燃料を製造する技術の普及を念頭に、ブラジルにおける行政機

関、現地企業等からの情報収集を行い、下水処理場や最終処分場の

負荷軽減といった開発課題の解決と、同技術を活用したビジネス

展開に資する ODA 案件の実施可能性に係る検討を行うことを目的

とする。 
(3) 調査対象国・地

域 

ブラジル国 パラナ州、サンパウロ、ブラジリア 
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(4) 団員リスト 

企業名 担当課 役割 

東北クリーン開発（株） 業務部 主たる提案事業者であり、現地調査を

行なう。 

カーボンフリーコンサ

ルティング（株） 

開発コンサルティ

ング事業部 

現地調整及び現地関係機関との調整、

報告書作成 

（株）日本開発サービス 調査部 情報収集・当局対応 

（株）クリーンシステム 企画部 市場調査（廃棄物燃料）、ビジネスモデ

ル構築 
 

氏名 所属 担当 主な専門分野 

高本天萬 
東北クリーン開

発（株） 
業務主任者 

ビジネスパートナー候補

選定、ビジネス展開可能

性の評価 

高橋朋秀 
東北クリーン開

発（株） 

リスク分析、乾燥機導入検

証 

既存脱水機等の状況調

査、技術者育成計画策定、

リスク分析 

木村悟保 
東北クリーン開

発（株） 
市場調査（汚泥発生源）-1 

競合分析、汚泥排出量調

査・推計 

井上洋輔 
東北クリーン開

発（株） 
市場調査（汚泥発生源）-2  

原田享 
東北クリーン開

発（株） 

現地機関折衝、事業設立検

証 

現地機関折衝、事業設立

検証 

中西武志 

カーボンフリー

コンサルティン

グ㈱ 

チーフアドバイザー 

資金調達、事業計画策定、

ODA 案件化事業計画策定、

報告書作成 

内藤由里弥 

カーボンフリー

コンサルティン

グ㈱ 

法制度調査、環境社会配慮 

開発課題関連ガイドライ

ン、法制度、許認可、環境

社会配慮等調査 

羽地朝新 
（株）日本開発

サービス 
情報収集・当局対応 

ODA 案件化カウンターパ

ート折衝、ビジネスパー

トナー折衝 

伊藤孝典 
（株）クリーン

システム 

市場調査（廃棄物燃料）、ビ

ジネスモデル構築 

市場調査（廃棄物燃料）、

ビジネスモデル構築 
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 (5) 現地調査工程 

第１回現地調査 

2017 年 

5 月 8 日(月) 

《サンパウロ》 ・ サンパウロ GRU 着（午後） 

5 月 9 日(火) ・ JICA サンパウロ支所 

・ JETRO ブラジル事務所 

・ ブラジル日本商工会議所 

・ 山形県人会 

《クリチバ》 

・ 調査計画について説明 

・ 所長と投資事情について面談 

・ 事務局長と面談 

・ 会長、副会長と面談 

5 月 10 日(水) ・ クリチバ市環境局 

・ SANEPAR 研究所 

・ SANEPAR 本社 

・ 下水処理場 ETE PADILHA 

SUL 

・ EIA についてヒアリング 

・ 汚泥処理課題確認(JICA 同席) 

・ 面談(JICA 同席) 

・ 汚泥処理課題確認(JICA 同席) 

5 月 11 日(木) ・ SANEPAR 廃棄物埋立地部門 

・ クリチバ市計画研究所 

・ クリチバ市保健局 

・ AMBSERV 社 

・ 環境局長 

・ 処分場課題確認(JICA 同席) 

・ 法規制などの確認(JICA 同席) 

・ 法規制などの確認 

・ 現地協力企業との協議 

・ パラナ州環境対策について協議 

5 月 12 日(金) ・ 日本領事館(木村総領事) 

・ クリチバ市環境局 

・ IAP パラナ州環境委員 

・ パラナ州日伯商工会 

・ 表敬訪問 (JICA 同席) 

・ 局長と面談 (JICA 同席) 

・ 環境関連法規制についてヒアリン

グ 

・ 表敬訪問 

5 月 13 日(土) ・ SANEPAR ベレン下水処理場 

・ 資料整理 

・汚泥処理に関する課題確認 

5 月 14 日(日) 《サンパウロ》 

・ 資料整理 

 

5 月 15 日(月) ・ ブラジル廃棄物協会 

・ 帰国 

・会員企業の紹介依頼 

・ サンパウロ GRU 発（午後） 
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第 2回現地調査 

2017 年 

9 月 11 日(月) 

《サンパウロ》 

《クリチバ》 

・ サンパウロ GRU 着（午前） 

・ クリチバ着（午後） 

9 月 

12 日(火) 

・ SANEPAR 本社 

・ SANEPAR 本社 

・ サンタキテーレ下水処理場 

・ 日本総領事公邸夕食会 

・ 研究開発部門 MR.グスタボと協議 

・ SANEPAR President 及び取締役と協

議 

・ 汚泥乾燥機の設置場所を確認 

・ 総領事、元環境局長、SANEPAR 

President など参加 

13 日(水) ・ カタリーネ社 / CS Bio 社 

・ SANEPAR 本社 

・ 下水処理場 

・ パラナ州日伯商工会 

・ クリチバ市環境局 

・ 汚泥処理について協議 

・ 財務部長、弁護士と関税について

協議 

・ 汚泥乾燥機の設置場所を確認 

・ 会頭訪問/ビジネスパートナーの

紹介依頼 

・ 新環境局長/環境対策についてヒ

アリング 

14 日(木) 《サンパウロ》 

・ ESSNSES 社 

・ SABESP 

・ サンパウロ CGH 10:55 着 

・ ブラジル最大級の廃棄物企業と協

議 

・ サンパウロ上下水道公社でヒアリ

ング 

15 日(金)  《ブラジリア》 

・ JICA ブラジル事務所 

・ 環境省 

 

 APEX Brasil 

 

・ 進捗報告 

・ ブラジル環境対策、EIA について

ヒアリング 

・ 外国企業投資誘致についてヒアリ

ング 

16 日(土) 《サンパウロ》 

・ 資料整理 

・ ブラジリアからサンパウロへ移動 

・ 資料整理 

17 日(日) ・ 資料整理 

・ CETESB                    

・ 資料整理 

・ サンパウロ汚泥問題について協議 

18 日(月) ・ カフェイグアス丸紅 

・ 山形県人会 

・ 住友商事 

・ JICA サンパウロ支所 

・ 帰国 

・ コーヒー残渣汚泥処理について協

議 

・ 表敬訪問 

・ 上下水道プロジェクトについて協

議 

・ 帰国報告 

・ 20:20 サンパウロ GRU 発 
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第 3回現地調査 

2017 年 

11 月 29 日

(水) 

《サンパウロ》 

・ 山形県人会 

《クリチバ》 

 

・ 情報収集 

・ サンパウロからクリチバへ移動 

11 月 30 日

(木) 

・ Atuba Sul 下水処理場 

・ PADILHA Sul 下水処理場 

・ Santa Quiteria 下水処理場 

・ 日本領事館 

・ 汚泥乾燥機の設置場所を確認 

・ 汚泥乾燥機の設置場所を確認 

・ 汚泥乾燥機の設置場所を確認 

・ 木村総領事と面談  

12 月 1 日(金) ・ SANEPAR 本社 

・ ベレン下水処理場 CS Bio社 

・ SANEPAR 研究所 

・ パラナ州開発局 APD 

・ 取締役、協議弁護士と関税について

協議 

・ バイオガス設備、汚泥処理を確認 

・ 研究開発部門と普及・実証内容協

議 

・ 外国企業投資誘致についてヒアリ

ング 

12 月 2 日(土) ・ 資料整理 ・ ・資料整理 

12 月 3 日(日) ・ 資料整理 

 《サンパウロ》 
・ 資料整理 

・ クリチバからサンパウロへ移動 

12 月 4 日(月) ・ Essenses 社 

・ 住友商事 

・ バイオガス発電所訪問 

・ ブラジル下水道事業についてヒア

リング 

12 月 5 日(火) ・ サンパウロ JICA   

・ 帰国                 

・ 出張報告 
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第１章 対象国の現状 

1-1 対象国・地域の開発課題 
 ブラジルの 2016 年の国内総生産は、1.79 兆ドルであり、経済規模は世界 9 位である。

（2016 年 IMF データに基づく）特に、下図の通り 90 年代に入り大幅な成長を続けている。

2011 年に 2.616 兆ドルに達したことに比べるとドルベースの GDP には下落が見られるが、

これは経済成長率が 2015 年、2016 年とマイナス成長になったことに加え、対米ドルでの為

替の変動幅が大きかったことを示している。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1: 名目 GDP の推移 

（出典：IMF データベース） 

 
世界経済フォーラムがまとめた「世界競争力報告書 2016-2017 年版」によると、国際基準

によるブラジルの競争力の総合評価は 140 か国中 81 位であるが、インフラの質については

116 位と下位である。特に道路 111 位、港湾 114 位、電力供給 96 位と低迷している。2016

年 9月 13 日にテメル政権は成長戦略の一環としてコンセッション方式によるインフラ投資

計画 (PPI: Investment Partnership Program)を発表した。インフラ整備の遅れは、国外

からの投資を妨げる大きな要因になっている。上下水道関係では、PPI(Program for 

Investment Partnership)の第 1 フェーズの 34 件の中で、リオデジャネイロ州水道公社

(CEDAE)ロンドニア州水道公社(CAERD)、パラー州水道公社(COSANPA)の民営化のための入札

が挙げられる。ブラジルにおける水事業の民営化率は 10 パーセント程度であるが、今後イ

ンフラファイナンスは大きく変わりつつあると言える。しかし引き続き政局が不安定な状

態が続いているため、今後の具体的な動きには注視する必要があると言える。2017 年 6 月

26 日にブラジルの食肉加工会社からの賄賂を受け取ったとしてテメル大統領は収賄罪で起

訴された。また、2016 年 8 月に弾劾されたルセフ前大統領の支持率 8%を下回る 7%の低支持

率の状態である。  

 またブラジルは都市部の人口増加が著しい国の一つである。下図にもみられるとおり、ブ

ラジルにおける 2015 年度の都市人口の割合は実に全人口の約 86%に達し、全世界平均（約

54%）及びラテンアメリカ・カリブ諸国の平均（約 80%）と比較しても都市部への人口偏重

は明らかである。 
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図 2: 都市人口比に係るブラジル、ラテンアメリカ・カリブ諸国の平均 

全世界平均の推移 

（出典：World Bank Open Data2） 

 

しかし、下水普及率は州や地域によってばらつきがある状態であり、下図の様に 2015 年

においても都市部平均で 88%、地方部平均で 52%と、大きな格差がみられる。 

 

 

図 3: ブラジルにおける都市部／地方部の下水普及率の比較 

（出典：WHO / UNICEF Joint Monitoring Program for Water Supply and Sanitation3） 

 

ブラジルにとって排水処理の適正化は深刻な課題であり、国家衛生情報システム

（Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento: SNIS）によれば、2015 年現在に

おいてもブラジルにおいて適正処理された排水は全排出量の 42.7%4に過ぎず、処理容量の

                                                  
2 http://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?locations=BR-1W-ZJ 
3 https://www.wssinfo.org/fileadmin/user_upload/resources/Brazil.xls 
4 p25, section 6.1, Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos – 2015 
http://www.snis.gov.br/downloads/diagnosticos/ae/2015/Diagnostico_AE2015.zip 
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不足や不適正な処理による土壌汚染や水質汚染等の諸問題について抜本的な解決策を見出

せずにいる状態である。水質汚染の原因としては、工場排水、農業・畜産業からの汚水、家

庭やオフィスなどからの都市下水が挙げられる。工場排水については、各施設内において浄

化処理してから排出することが定められているが、

制度があっても運営が徹底していないために、汚

染が発生している状態である。また、ブラジル全体

の汚染度合いについての詳細は十分に調査されて

いない。その要因としては、都市省（MCidades）、

国家統合省(MI)、環境省(MMA) などの行政間が縦

割りになっており、情報が統合されていないこと

が挙げられる。さらに、現地調査で明らかになった

のは、下水道に接続されていたとしても、その全量

が下水処理場で処理されているわけではないとい

うことだ。サンパウロ州及びパラナ州においては、

集められた下水の 70%〜80%が処理されているが、

残りは河川や海洋に放流されている状態である。また、ブラジルにおいては、ラグーン方式

と嫌気性汚泥処理が主流である。活性汚泥方式は処理能力が高いが、整備費用が高額である

ため数は少ない。 

 現在ブラジルにおいては、有機性汚泥については脱水、天日乾燥したのちに、遠方の最終

処分場にて処理を行っているが、天日乾燥に費やす人件費と、処理する汚泥の水分量が多い

ため処理日数がかかり、且つ輸送費用が高い状態が続いている。我が国において提案企業が

取り組んできたような有機性汚泥の乾燥による燃料化に関しては、研究中ではあるものの

実用化はされていない状況である。 

 パラナ州では先駆的にバイオガスによるエネルギー化の施設は建設中である。これは、CS 

Bio 社( SANEPAR 40% / カタリーネ社 60%の出資比率である合弁会社)が 2017 年月 9月以降

に Biogas 発電(汚泥、市場や期限切れ食品などの食物残渣を利用)を開始し 2.8 MW( 1 機

1.4MW )の発電を行うものである。 

 

   

ベレン下水処理場のバイオガス施設の様子 

 

 上述の様な開発課題に資する支援として、我が国は国別開発協力方針（旧国別援助方針）

の下、パラナ州環境改善事業（有償）や環境配慮型都市構築プログラムの一環として、2012

年から 2015 年までパラナ州における上下水道システム運営・維持管理能力強化プロジェク

ト（技術協力プロジェクト）を始めとする様々なプロジェクトを実施してきた。これらの支

援の中で、下水処理場においては、嫌気性処理施設からエネルギー利用する研究などが実施

されたが、提案事業である汚泥を乾燥させて燃料化する事業についてはまだ行われていな

い。パラナ州全体の下水処理を担っているパラナ州上下水道公社（Companhia de Saneamento 

 
汚泥乾燥の様子 
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do Paraná: SANEPAR）においても、乾燥機の運営についての技術や知識がなく、汚泥燃料の

活用先として製鉄所やセメント会社などがあることについては知見がない状態であること

が、ヒアリングにおいて判明した。そのため、SANEPAR からは汚泥乾燥機による減量化と燃

料製造について、環境負担の低減と再生可能エネルギーの利用を両立する技術として強い

関心と期待が示されており、かかる技術の早期導入に向けた支援が求められている。 

 
1-2 当該開発課題に関連する開発計画、政策、法令等 

1-2-1 ブラジルの環境分野における基本法規 

(1) ブラジルの環境分野における基本法規 

ブラジルでは 1960 年代末から 1973 年にかけての、高度経済成長および軍事政権下に

おける輸入代替工業政策推進の結果、急速な工業化に伴って公害問題が発生した。そのた

め 1973 年には現在は環境・再生可能天然資源院（Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 

e dos Recursos Naturais Renováveis: IBAMA）に統合された大統領府環境特別局

(Secretaria do Meio Ambiente - SEMA)が設立され、環境問題に関する政策及び法整備が

行われるようになった。 

かかる政策及び法整備の中でも代表的なものとしては、「国家環境政策、その目的、定義

および実施のメカニズムに関する 1981 年 8 月 31 日付法律 6936 号（LEI Nº 6.938, DE 31 

DE AGOSTO DE 1981, Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e 

mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências5）」があり、環境保全

や生態系の保護、汚染行為の管理、モニタリング、市民への環境教育等に資する政策の実施

方針について規定している。その後制定された 1988 年憲法6では第 225 条において、環境は

「国民の共有財産かつ健全な生活に不可欠であり、政府と国民の双方が現在及び将来の世

代のために保全・保護の義務を負うもの」として規定されている。また、各種製造業生産工

程で排出された汚泥、下水処理場から発生する有機性汚泥、建設汚泥等については廃棄物と

して分類されている。 
 廃棄物処理に関する法律については、次の通りである。廃棄物処理政策に係る法制備は、

1981 年の「環境基本法(連邦法(6.938/81))」の規定に従い構築された国家環境制度

(SISNAMA: Sistema Nacional do Meio Ambiente)に基づいて実施されている。環境省(MMA)

が家庭ごみ、産業廃棄物、医療廃棄物及び放射性廃棄物等の収集や最終処分に係る法令を管

轄している。連邦政府は、固形廃棄物に関する 10 年間有効な国家計画を実施することが

求められている。 州当局および市当局は、この国家計画に従って、独自の固形廃棄物計画

を策定して各々の管轄地域内で実施しなければならない。 2007 年法令 11.445 号で 基本

的な衛生に関する国家政策が定められ、2010 年法令 12.305 号（固形廃棄物国家政策法）

で固形廃棄物に関する国家政策が決定された。  

 

表 1： 廃棄物に関する関係法令 

法規制番号 概要 

連邦大臣 No. 053/1979 固形廃棄物の最終処理、処分について定めた最初の規則 

CONAMA No. 06/1988 有害産業廃棄物を発生させる事業の許可と管理に関する規

則 

CONAMA No. 283/2001 医療廃棄物の処理、処分についての規則 

                                                  
5 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6938compilada.htm 
6 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm 



 5 

CONAMA No. 307/2002 建設廃棄物の管理に適用する基準の設定 

CONAMA No. 316/2002 廃棄物の熱処理についての基準と規則 

CONAMA No. 316/2002 保健衛生医療役務の廃棄物の処理及び最終処分についての

規則 

NBR12.980 都市固形廃棄物収集、清掃、梱包・専門用語規定 

NBR 8.419 都市固形廃棄物最終処分場基準   

NBR10.004 固形廃棄物・分類 

NBR10.005 廃棄物浸出水取り扱い手順 

（出典：環境省などへのヒアリングに基づき調査団が独自に作成） 

1-2-2 国家開発計画 

当該分野における国家開発計画として、2011 年に都市省環境衛生局が国家基礎衛生計画

を定め、上下水道接続率を 20 年間で 100%にする目標を掲げている。国家基礎衛生計画の発

表後の 2011 年から 2014 年にかけて「成長加速計画 PAC2」において水セクターに約１兆

5000 億円を投じている。さらに、2013 年に発表した国家衛生計画では上下水道の整備・サ

ービス実施状況に係る現状分析を行い、ブラジルの経済成長等を鑑みて 3 つの成長シナリ

オを提示した上で、2033 年までに全世帯の 99%に給水し、同 92%に下水処理サービスを提供

することを目標とし、その達成には最大で 5,085 億 R$（約 18.6 兆円）の官民による投資が

必要であるとしている。 

ただし同計画は目標達成に向けた具体的な方法論や詳細な実施スケジュールを明示する

ものではなく、計画の達成にあたっては特に給水率や下水接続率の低い自治体が個別にイ

ンフラ整備等に係る具体的な実施計画を作成し、連邦政府や民間の投資家から予算を獲得

して実施することが求められている。 

また、廃棄物に関する計画としては、都市固形廃棄物に関しては以下の 4 点が掲げられて

いる。  
・最終残渣の環境的に適切な最終処分   

・都市の固形廃棄物発生量の削減   

・衛生埋め立てで処理される乾燥した都市ごみの削減と、再利用・リサイクル品   

を扱う分別業者の参画   

・衛生埋め立てで処分される水分の高い都市ごみの削減   

 

固形廃棄物管理計画では、公共衛生サービス機関の廃棄物、産業廃棄物、医療廃棄物、鉱

業廃棄物の発生源や、危険廃棄物の発生源となっている事業者等が作成する義務が規定さ

れている。この計画は、事業活動や発生する廃棄物の種類や性状、量、診断、関連規則、自

治体の廃棄物管理計画との整合、管理責任者、再利用、減量化ななどの目標を含む内容とな

っている。  

 

1-2-3 州・都市レベルにおける政策及び関連法規 

パラナ州の州都であるクリチバは、世界的に著名な環境都市として、積極的に環境課題に

取り組んできた。同市は急速な都市化で人口が急増した 1960 年代から、クリチバ都市計画

研究所（Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba: IPPUC）の主導の

下で環境負担の低減を考慮した都市計画を進めてきており、1989 年から「ごみではないご

み」プログラムとして他都市に先立って廃棄物の分別回収制度を確立するなど、廃棄物処理
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についても先進的かつ積極的な政策を推進してきた。特に下水処理については、イグアス川

を通じてブラジルの主要な観光資源のひとつであるイグアスの滝に向かって流れているこ

ともあり、パラナ州として優先的に取り組んでいる環境課題である。 

同州政府は 2013 年末に Bet Richa 州知事（前クリチバ市長）の主導により、Bioclima と

いう環境政策7を策定した。これは地球規模の気候変動の抑制への貢献に向けて、パラナ州

における自然環境及び生態系への負の影響の極小化・回復を図る包括的なプログラムであ

り、COP11, COP18, 2014 年ブラジルワールドカップ等の世界的な注目下において先進的な

環境管理メカニズムを喧伝すると共に、REDD+等の森林減少対策に係る国際的枠組みとも親

和性の高い内容となっている。また同政策の実行に際して考慮すべきガイドラインの中で

は、気候変動への対策に関連して再生可能エネルギーの活用度の向上や、気候変動及び環

境・社会・経済システムの脆弱性に対する負の影響を抑制する対策の適用等が挙げられてお

り、今後自然環境の保全や回復、経済的インセンティブ、気候変動、環境モニタリング、環

境教育、調査・研究等のテーマに対応した具体的プロジェクトが計画・実施される予定であ

る。 

なお、開発課題に関連するパラナ州の法令の一つとして、2016 年 11 月 10 日発布の法律

第 18,900 号8において、水資源の再利用や処理効率向上、水質汚染の防止を促進する為に、

毎年 9月 15 日を州の「水の消費抑制・再利用・効率化及び排水処理におけるエネルギー効

率化を奨励する日」とする旨制定されている。 

その他に関連するパラナ州の廃棄物関連の法令は次の通りである。 

 

表 2：パラナ州の都市固形廃棄物の法令 

法律番号 公布日 概略 

法律第 12.493 号
9 

1999 年 2 月

5 日 

汚染・汚濁のコントロール、環境への影響の最小化

を視野に入れた、パラナ州における固形廃棄物の発

生、梱包、保管、収集、運搬、処理、最終処分に関

する原則、手続き、規則及び基準を取り決め、その

他措置を定める。 

命令第 6674 号10 2002 年 12

月 3 日 

汚染・汚濁のコントロール、環境への影響の最小化

を視野に入れた、パラナ州における固形廃棄物の発

生、梱包、保管、収集、運搬、処理、最終処分に関

する原則、手続き、規則及び基準を取り決め、その

他措置を定める 1999 年法律第 12.493 号の規定を承

認。 

SEMA/IAP11/SUDE 2006 年 8 月 土壌及び地下水の保護・保全を視野に入れた、最終

                                                  
7 http://www.bioclima.pr.gov.br/ 
8 

http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=164861&indice=

1&totalRegistros=1 
9 

http://www.iap.pr.gov.br/arquivos/File/Legislacao_ambiental/Legislacao_estadual/LEIS/LEI_ESTAD

UAL_12493_DE_01_1999.pdf 
10 

http://celepar7cta.pr.gov.br/SEEG/sumulas.nsf/2b08298abff0cc7c83257501006766d4/d57fea974b39bcd

a03256e99006599e5?OpenDocument 
11 パラナ環境院（Instituto Ambiental do Paraná）
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RHSA12 決議 01

号 

21 日 処分場用敷地の防水処理のための要件、技術的基準

及び手続きを定める。 

法律第 13806 号 2002 年 10

月 1 日 

大気汚染の制御に関する適切な活動、規定に従った

大気質の基準及び管理について取り決め、その他措

置を定める。 

SEMA 決議 54 号  環境的に安全な方法で州の経済的・社会的発展の実

現を目的に、住民の健康・福祉、及び生活の質改善

のための、環境マネジメントの基本的方法の一つと

しての大気質管理の基準を定める。 

SEMA 決議 21 号  環境許認可について規定し、環境条件及び基準を取

り決め、衛生事業のためのその他措置を定める。 

命令第 7750 号 2010 年 7 月

14 日 

環境保護的で経済的な区画事業のための、Consórcio 

ZEE-PARANÁ と命名される環境保護的経済的区画調整

委員会について規定し、その他措置を定める。 

SEMA 決議 16 号 2014 年 3 月

26 日 

大気汚染について規定している。 

出典：パラナ州配布資料に基づき調査団が作成 

 

1-3 当該開発課題に関連する我が国国別開発協力方針 
 対ブラジル連邦共和国国別援助方針（2012 年）との整合性を以下に示す。 

 

表 3： 我が国国別開発協力方針（旧国別援助方針）との整合性 

大目標：持続的開発への支援と互恵的協力関係の促進 

期待される効果：本提案事業はブラジルにおける下水処理の適正化やエネルギー利用の

促進により、ブラジルの持続的開発に資する。また本提案事業の展開は、後述の日本国

内における経済効果の波及も期待される観点から、互恵的協力関係の促進にも資するも

のである。 

中目標：都市問題と環境・防災対策／開発課題 1-1（小目標）：都市問題への対応 

期待される効果：本提案事業は下水処理の適正化を通して、正しく都市問題の一つであ

る衛生状態の改善に直接貢献すると同時に、対象地域における環境負荷を低減した環境

配慮型都市の構築にも資すると考えられる。 

 

2012 年 12 月に策定された対ブラジル連邦共和国国別援助方針（現国別開発協力方針）で

は、大目標として「持続的開発への支援と互恵的協力関係の促進」を掲げ、急速な都市化が

もたらす弊害の緩和を目指している。また、2016 年 4 月現在の事業展開計画における重点

分野のうち、「都市問題と環境・防災対策」への対応方針において、「都市化に伴う環境・衛

生の悪化、交通渋滞などの諸問題に対して、日本の先進的な技術を活用し、ブラジルにおけ

る効率的で環境負荷を低減した環境配慮型都市の構築に資する支援を行う。」 と述べられ

ており、本案件の推進はこの方針に合致する。 

 

                                                  
http://www.iap.pr.gov.br/arquivos/File/Legislacao_ambiental/Legislacao_estadual/RESOLUCOES/RES

OLUCAO_SEMA_SUDERSHA_01_2006.pdf 
12 水資源・環境衛生開発監督署（Superintendência de Desenvolvimento de recursos hídricos e 
saneamento ambiental） 
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1-4 当該開発課題に関連する ODA 事業及び他ドナーの先行事例分析 
ブラジルの下水処理分野における主なドナーは、米州開発銀行、世界銀行、日本等であり、

既存の上下水道の修繕、上下水道の新設、各州の政府や上下水道公社による整備計画策定や

水道インフラの運営・維持管理に係る能力強化、住民の水利用に対する啓発活動等を実施し

ている。しかし 2-1-1 項でも記載したように、汚泥燃料に関する我が国及び他ドナーからの

支援事例は、現時点では確認されていない。 

 

1-4-1 我が国の ODA 事業における事例 

直近で実施された我が国のブラジルに対する下水・汚泥分野の事業を以下に示す。 

 

表 4: ブラジルの下水・汚泥分野における我が国の援助動向 

案件名（協力期間） スキーム 概要 

パラナ州上下水道システム

運営・維持管理能力強化プロ

ジェクト（2012 年 9 月～2015

年 8 月） 

有償技術支援

－附帯プロ 

パラナ州上下水道公社（SANEPAR）の下水管

路維持管理、下水処理場運転管理、浄水場

運転管理の能力強化に係る専門家派遣及び

機材供与 

パラナ州ロンドリーナ市に

おける地域水質改善モデル

支援プロジェクト（2010年10

月～2013 年 3 月） 

草 の 根 技 協

（ 地 域 提 案

型） 

パラナ州ロンドリーナ市における、河川の

微生物検査及び住民参加を含む河川水質の

水質モニタリング・管理システムの構築に

係る研修員受入及び専門家派遣 

パラナ州環境改善事業（1998

年 1 月～2009 年 5 月） 

有償資金協力 パラナ州クリチバ首都圏及び同州海岸地域

における上下水道整備 

グアナバラ湾流域下水処理

施設維持管理支援プロジェ

クト（2014 年 3 月～2017 年

3 月） 

有償技術支援

－附帯プロ 

リオデジャネイロ州上下水道公社（CEDAE）

の下水処理場の運営・維持管理能力の強化

に係る専門家派遣及び本邦研修 

サンタカタリーナ州沿岸部

衛生改善事業（2010 年 3 月～

2016 年 3 月） 

有償資金協力 サンタカタリーナ州海岸地域における下水

道及び下水処理場の新設・拡張 

（出典：過去の ODA 実績の基づき調査団が独自に作成） 

 

下水処理場および下水管整備などの事業は実施されてきたが、提案事業のような有機性

汚泥の処理及び活用についての事業は実施されていない。また、パラナ州、リオデジャネ

イロ、サンタカタリーナ州以外における、下水・汚泥分野における事業は殆ど実施されて

いない。このため、他州においても同分野における開発ニーズがあると推察される。 

 
1-4-2 他ドナーの事例 

ブラジルにおいて他ドナーが実施している支援の代表的な例を以下に示す。 

 

表 5: ブラジルの下水処理分野における他ドナーによる支援事例 

ドナー名 概要 

米 州 開 発 銀 行

（IADB） 

・ Project Viva Cidade 2 Environmental Revitalization and 

Urban Municipality Joinvi13：サンタカタリーナ州ジョインビ

                                                  
13 http://www.iadb.org/en/projects/project-description-title,1303.html?id=BR-L1405 
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レ市における上下水道整備及び管理当局の能力強化 

2014 年～実施中、貸付額 USD70 百万 

・ Sanitation for Nova Estrada Watershed - PROMABEN II14：パ

ラ州ベレン市における上下水道の修繕、メンテナンス環境の整

備及び住民等の啓発、管理当局の能力強化： 

2014 年～実施中、貸付額 USD125 百万 

・ Program of Environmental Sanitation of CAESB15：連邦直轄

区環境衛生会社（CAESB）の管轄地域における上下水道の修繕、

拡張、無収水対策、管理能力強化 

2014 年～実施中、貸付額 USD171 百万 

・ Environmental Sanitation Program for Ipojuca Basin16：ペ

ルナンブコ州上下水道公社（COMPESA）管轄地域における下水処

理システムの整備等 

2012 年～実施中、貸付額 USD200 百万 

・ Environmental Sanitation Program for Municípios in the 

Guanabara Bay Area-PSAM17：リオデジャネイロ州グアナバラ湾

周辺における下水回収・処理場の整備、実施機関の能力強化 

2011 年～実施中、貸付額 USD452 百万 

 水と衛生に関するイニシアティブ（下水および廃棄物の処理）

プロジェクト18 

 ウエストピッカーの作業ラインを整備19 

米国貿易開発庁 

(USTDA: US Trade 

and 

Development 

Agency) 

・ リオ・デ・ジャネイロの MPX Energia への 406,000 米ドルの融

資により、廃棄物再生エネルギーのプラント建設を支援20。

(2009) 

世界銀行（WB） ・ BR Espirito Santo Integrated Sustainable Water Management 

Project21：エスピリト・サント州における水資源管理及び衛生

アクセスの改善 

2014 年～実施中、貸付額 USD225 百万 

・ BR APL2 Sao Bernardo Integrated Water Management in Sao 

Paulo Program22：サンパウロ州における給水管理、水質汚染対

策等の改善に係る州政府及び上下水道公社の能力強化、貧困層

に向けた上下水道へのアクセス改善 

2012 年～実施中、貸付額 USD21 百万 

                                                  
14 http://www.iadb.org/en/projects/project-description-title,1303.html?id=BR-L1369 
15 http://www.iadb.org/en/projects/project-description-title,1303.html?id=BR-L1215 
16 http://www.iadb.org/en/projects/project-description-title,1303.html?id=BR-L1295 
17 http://www.iadb.org/en/projects/project-description-title,1303.html?id=BR-L1282 
18 http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=36846537 (2010) 
19 http://www.iadb.org/en/topics/solid-waste/bringing-informal-recyclers-into-the-formal-

system,3837.html 
20 

http://www.wtert.com.br/home2010/arquivo/noticias_eventos/BrazilWasteToEnergy_062909.pdf 
21 http://projects.worldbank.org/P130682?lang=en 
22 http://projects.worldbank.org/P125829/sao-bernardo-guarulhos-integrated-water-management-

sao-paulo-program?lang=en 
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・ Integrated Health and Water Management Project (SWAP)：ブ

ラジル内の 10 自治体向け上下水へのアクセス改善及び感染症

対策23 

2010 年～実施中、貸付額 USD60 百万 

 サンパウロ都市統合廃棄物処理プロジェクトに 23,300 万ドル

のローンを拠出。24(2009-2015) 

ドイツ経済協力開

発省 

（ BMZ: Federal 

Ministry for 

Economic 

Cooperation and 

Development） 

・ ブラジルにおける持続可能な生物経済プロジェクト(2014)25 

有機廃棄物等からリサイクルされたバイオガスを活用。 

 

カナダ国際開発庁 

(CIDA:Canadian 

International 

Development) 

・ サンパウロにおける、一般参加型の持続可能な廃棄物管理プロ

ジェクトに投資 (2008)26 

 

外務・英連邦省 

(FCO: Foreign 

and Commonwealth 

Office) 

・ ブラジルの廃棄物管理に関する国家政策の履行を支援(2012) 

245,800 英ポンドを拠出。27 

国連環境計画 

(UNEP: United 

Nations 

Environment 

Programme) 

・ Global Partnership on Waste Management (GPWM) 

水銀の環境保全リスク管理を援助する調査プロジェクトをブラジル

の MoE と共同で開始。水銀の廃棄処理も調査内容に含まれる。

(2015)28 

  
日本以外のドナーでは USTDA が廃棄物エネルギー、BMZ がバイオガスの活用に関する事業

を支援している。しかし、提案事業のような汚泥を乾燥させる方式は見当たらない。 

 
 
1-5 対象国のビジネス環境の分析 
1-5-1  投資環境について 

(1)投資奨励 

 外資に限定した投資奨励はない状況である。また、政府の奨励策は、工業関連自動関税制

                                                  
23 http://projects.worldbank.org/P095171/integrated-health-water-management-project-

swap?lang=en 
24http://www.usaidlandtenure.net/sites/default/files/country-profiles/full-

reports/USAID_Land_Tenure_Brazil_Profile.pdf 

http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2010/11/04/brazil-50-million-improved-solid-

waste-management 
25 http://www.auf-aw.uni-rostock.de/fileadmin/AUF_AW/I-Nopa/i-NoPa_Factsheet_Bioeconomy.pdf 
26 

 http://pswm.uvic.ca/pswm-program-programa-pswm/ 
27https://www.gov.uk/government/publications/prosperity-fund-project-evaluation-supporting-the-

implementation-of-the-brazilian-national-policy-on-waste-management-2012 
28 http://www.unep.org/newscentre/Default.aspx?DocumentID=26830&ArticleID=35280 
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度、技術革新プログラム、インフラ開発奨励特別プログラムなどがあるが、提案事業につい

ては該当しない。また、辺境地域開発のための恩典制度として、情報通信法やマナウスフリ

ーゾーンには輸入税や工業製品税の免除があるが、提案事業の実施地区には該当しない。さ

らに、国産類似品がない製品に対して、関税の軽減措置が認められる「輸入製品に対する関

税の軽減措置」という制度 Ex-tarifário がある。（2014 年 8 月 14 日付の Camex 決議第 66

号による）これは、ブラジルで生産されていない特定の製品を輸入することを奨励するため

に作られた。この制度を利用すれば、 輸入税を 2％に減額することができる。国産類似品

がない製品ことを証明するためには、非類似性証明書の発行の必要がある。証明書の発行に

は最低でも１ヶ月必要である。その後、生産開発局（the Secretaria de Desenvolvimento 

da Produção）に、製品に関する技術情報や使用目的を記載した申請書に記載後に非類似性

証明書を添付して申請を行わなくてはならない。許可が下りるまでには３ヶ月から 5 か月

を要する。提案事業に使用する機材については、SANEPAR の法務部が適用の可能性があるか

どうかの調査を行う予定である。 

 また、ドローバック制度と呼ばれる輸入恩典制度がある。これは、輸出産品に使用される

輸入部品・資材・副資材（国内調達品にも一部適用）などは、保留、免税・償還方式による

ドローバック制度を適用すれば、輸入税、工業製品税（IPI）、商品流通サービス税（ICMS）、

社会負担金（PIS/COFINS）、商船隊更新追加税（ARFMM）など、ほとんどの税金が保留、また

は免税となるものである。（2011 年 7 月 14 日付の SECEX 省令第 23 号）しかし、ドローバッ

ク制度は、輸出を前提とした部品等の輸入を前提としているため、提案事業における色材に

は該当しない。 

 連邦政府レベルや、州政府や市単位で投資奨励策を行っているケースはあるが、パラナ州

及びクリチバ市においては特段の優遇策はない。サンパウロ州内では、提案事業について、

市のサービス税を 5%から 2%に減らすことや、固定資産税を 5 年間半分又は 10 年間免除な

どの税優遇援助を行うことが可能であることを確認した。 

 

(2)会社設立について 

 世界銀行が作成した 2017 年における「ビジネスがしやすい国総合ランキング」における

起業しやすいランキングでは、190 カ国中で 123 位と低迷している。これは JETRO などにヒ

アリングした結果次のような要因が考えられる。 

・ 起業に必要な日数 

起業までに必要な日数が 80 日以上である。世界銀行の 2017 年の調べでは 175 カ国中

最下位であった。 

・ 労務・税務問題への対応 

人件費の高騰と年間 200 万件以上の労働裁判が発生している。 

・ 税制度 

複雑な税制と煩雑な手続き。さらに税率が高い。世界銀行の 2017 年の調べでは 181 カ

国中最下位であった。 

・ インフラの整備状況 

鉄道、道路、港湾などのインフラが不整備である。国土が大きいため、インフラ整備

の遅れが輸送コストの上昇につながっている。但し、2016 年 8 月に発表された投資パ

ートナーシップ・プログラム PPI により、民間型インフラプロジェクトは促進されて

いる。（後述する住友商事のように積極的な投資を行う企業も増えてきている） 

・ 政治情勢 

大統領弾劾などによる政権不安が数年続いている。また、国営石油会社ペトロブラス

が絡んだ政界汚職なども深刻な問題となっている。 
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・ 為替変動 

過去 20 年でみても 98 年の 120 円台からブラジル通貨危機を経て大幅に下落した。さ

らにリーマンショック前の 2008 年 8 月は１レアル 70 円程度で推移していたが、2017

年10月現在では35円程度で推移している。不景気にもかかわらず高金利通貨であり、

産油国であるため、原油安の状態が続くとネガティブな要因が増えると考えられる。 

 

以下にブラジルにおける会社設立の基本的な手順を記す。手続きに必要な時間は会社を設

立する州、市によっても異なるし、書類によっては、ポルトガル語への公証翻訳が必要にな

る。また、ブラジル領事館による認証も必要となる。 

 

1 代理人の任命 

2 日本での法人登記を証明する書類の提出（登記簿謄本の公証翻訳が必要） 

3 外国に所在する本社の全国法人登録台帳への登録、中央銀行に対する企業登録 

4  会社定款の作成 

5  定款の登記 

6  ブラジル現地法人の届出 

 (1)国税庁 (2)州財務局 (3)市財務局（納税者台帳） (4) 国家社会保障院 

(5)使用者組合 (6)貿易統合システム (7)州代理店業協会 

7  特別登録 （業種によって異なるが、製造業の場合は）州環境当局への登録 

8  ブラジル中央銀行 (1)情報システム閲覧暗証番号の申請 (2)中銀外資登録 

9  銀行口座開設、資本払込を目的とした送金 

10 外国人経営者の任命 外国資本登録書の取得、納税者番号の登録など 

（以上 JETRO 配布資料などに基づき調査団が作成） 

 

1-5-2  環境影響評価について 

 廃棄物処理事業を行うには環境ライセンス認可が必要である。環境ライセンスは、連邦政

府ではなく各地方行政の環境局が管轄している。環境ライセンスは、環境への負荷を与える

事業として、大きなインフラ事業のみならず、製造業や農業などすべての事業が対象となっ

ている。事業計画時、着工前、操業前の 3段階において、適切な対策がとられているかを確

認し、認可をそれぞれ与える制度である。環境ライセンスは持続可能な開発を達成する上

で、環境・社会・経済の三つの要素にバランスが求められている。 

また、地方行政（州、市）が更に厳しい規定を設けることができるとしている。例えばパラ

ナ州においては、2002/316 の焼却設備に関する法律に基づき環境ライセンスが必要であり、

工業地帯にしか設置できないと規定されている。ただし第 29 条に記載される通り、住宅、

公共民間の建物、病院に関しては工業地帯にも焼却炉の設置は禁止されている。サンパウロ

州においては特別工業地帯においては焼却炉の設置は可能である。しかし、サンパウロ市に

おいては市の方針により焼却は禁止されている。（サンパウロ州環境公社 CETESB: 

Companhia Ambiental do Estado de Sao Paulo へのヒアリングによる） サンパウロ州に

対する環境ライセンスの申請書は web から取得できる。29  

 提案事業については、汚泥を乾燥して燃料化を行うものであり、「焼却炉」ではなく「乾

燥設備」の導入であるから、焼却炉のような厳しい規定には該当しない。 

 また、環境影響評価(EIA: Environmental Impact Assessment)を取得する必要がある。 

                                                  
29 http://www.cetesb.sp.gov.br 
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EIA も同じく州の環境局が管轄している。ブラジルにおける EIA 制度に関わる主要な法規と

しては、「連邦憲法第 225 条」、「環境基本法第 9 条」、「連邦命令 88,351/ 83 の第 48 

条」、及び「CONAMA 決議書 01/86」等が挙げられる。 

（但し、普及・実証事業において想定している実証地である SANEPAR の下水処理場において

はすでに環境ライセンスを取得しているため、乾燥炉の設置に関しては、環境ライセンスの

一部変更のみで済むことを確認した。ビジネス展開時に、新たに土地の取得を行い、乾燥炉

を設置する時には、新規で環境ライセンスの取得が必要となる。環境ライセンスの取得は、

州によっても、事業規模によっても掛かる時間が異なる。現地の建設会社やビジネスパート

ナー企業と連携しながら、諸手続きを進める予定である。 

また、ビジネス展開時においては環境影響評価(EIA: Environmental Impact Assessment)

を取得する必要がある） 

 

1-5-3  税制について 

ブラジルの税金の範囲は、税、負担金、手数料の 3つに区分されており、徴税主体も、連

邦、州、市の 3つに分かれている。（以下 JETRO 資料を参照に記載） 

主な連邦税は次の通り。 

 

表 6: 主な連邦税、地方税など 

種類 概要 

個人所得税（IRPF） 実質所得に課せられる。税率は 7.5%、15%、22.5%、27.5%。 

法人所得税（IRPJ） 実質利益に対して基本的な税率は 15%で、月額 2万レアルを超

えた利益に関しては追加で 10%が課税。 

工業製品税（IPI） 輸入工業製品の通関、製造施設および製造施設とみなされる場

所からの工業製品の搬出に対し課税される。税率は製品により

異なり IPI 税率表（TIPI）に基づく。税率は 0～20%。 

輸入税 輸入品の CIF 価格に対して課税。品目などにより課税率が異な

る。 

金融取引税（IOF） 金融機関が行う融資(貸付）、保険契約、証券取引、企業間ロー

ン取引、運用、為替取引などに対して課税される。 

 

主な地方税は次の通り。 

種類 概要 

商品流通サービス税

（ICMS ） 

州税：付加価値税。各州により徴収され、商品の流通や通信、

運輸サービスなどにも適用される。税率は品目が州によって異

なる。 

相続譲渡税（ITCMD） 州税：資産や権利の譲渡、相続の際に課せられる。税率は州に

より異なり上限は 8%。 

都 市 不 動 産 所 有 税

（IPTU） 

市税：都市部の不動産の時価に対し算定される。税率は不動産

の所在地と用途により異なる。居住用建物に対する税率は 1%、

非居住用建物は 1.5%（サンパウロ市の場合）。 

サービス税（ISS） 市税：役務提供を行う法人や個人独立業者の受取対価に対して

課せられる。市により異なり、税率は 2〜5%。 

 

その他の税金 
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種類 概要 

法人利益に対する社会

負担金（CSLL） 

全ての法人と法人格の扱いを受ける者に負担義務がある。財源

のうち、社会保証に充てられる負担率は 9%。 

社会統合計画・公務員

厚生年金（PIS・PASEP） 

PIS は民間企業の労働者の、PASEP は公務員や軍人の失業保険

や金銭的援助の財源に充てられる。民間企業の場合、法人税の

納付形式が累積型では総売上高に対して 0.65%、累積排除型（付

加価値税方式）では 1.65%の負担が課せられる。 

社会保険融資負担金

（COFINS）  

社会保証や医療、福祉の財源に充てられる。全てのサービスや

商品の総売上高に対して、法人税の納付形式が累積型では 3%、

累積排除型（付加価値税方式）では 7.6%の負担が課せられる。 

日本とブラジル間では重複課税を避けるための日伯租税条約租税条約がある。（法令第

61899 号 1967 年に施行、1978 年に法令第 81194 号で修正） 

ブラジルでは連邦所得税（法人および個人）、日本では所得税と法人税が対象となる。 

日伯間の主な取引の税率は次のとおり。 

1. 配当金送金 

租税条約がない場合の源泉所得税率は 15％。同条約により、出資者である日本法人

への配当金送金の税率は 12.5％。ただし、ブラジル国内の税法改正により、1996 年

以降は、ブラジルから国外への送金を含め、利益配当に対する源泉所得税は非課税。

〔1995 年法令第 9249 号〕 

2. 利子支払い 

租税条約がない場合の源泉所得税率は 15％。日本への送金の場合、同条約により

12.5％。 

3. 使用料（ロイヤルティー） 

・ 商標権の使用料に関する源泉所得税率は 25％ 

・ 映画フィルムの著作権およびラジオ・テレビ放送用フィルム・テープ

の著作権の使用料に関するものは 15％ 

・ その他の使用料は 12.5％ 

 
なお、両国間では税額控除規定が適用されるため、ブラジルで納付したとされる税額を日本

側での課税額から控除が可能。配当金およびロイヤルティー（商標権の使用料は除く）は

25％、利子は 20％、ブラジル国内で課税されたとみなし、日本側で控除が認められている。

提案事業における機材についての課税と港湾費用を含めた輸入コストの概算は次の通りで

ある。 

 

 

 

表 7： 輸入コスト概算 

種類 （工業機械など） 費用・税率 

南米共通番号（NCM/TEC） 8458.11.99 

輸入税(II) 14% 

工業製品税(IPI) 0% 

社会統合計画基金(PIS) 2.1% 

商品サービス流通税(ICMS) 10.65% 

貿易統合システム(Siscomex) 214.50 レアル 



 15

商船隊更新追加税(AFRMM) 海上運賃 x25% 

関税 CIF 金額の約 7% 

保険料と運賃が不明であるため商船隊更新追加税(AFRMM)と関税については不明である

が、大凡 35〜40%の輸入コストが想定される。 
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第２章 提案企業、製品・技術概要 

2-1 提案企業の概要 
2−１−１提案企業の概要 

表 8:  提案企業の概要 

法人名 東北クリーン開発株式会社 

代表者名 代表取締役 井上尚 

本社所在地 山形県山形市久保田二丁目１番４７号 

設立年月日（西暦） 1991 年 4 月 

主な事業内容 

産業廃棄物の焼却処理 

汚泥燃料の製造 

安定型産業廃棄物最終処分場の運営 

 

2-1-2 海外ビジネス展開の位置付け 

(1) 海外進出の目的及び必要性 

提案企業が拠点を置く山形県の産業廃棄物処理業者数（収集運搬のみを除く）は 226 社

であるが、産業廃棄物処理業の性質上、業務範囲がある程度地域と取り扱い品目により棲

みわけされている。また取扱品目の拡大に大型の設備投資が必要なことからも、取扱量の

更なる拡大は制約される。さらに廃棄物処理事業における労働力不足は極めて深刻であ

り、提案企業のような地方都市の廃棄物業者には極めて重要な経営課題である。事業継続

及び拡大には外国からの労働力確保が必要となっている一方、語学の壁や技術ならびに

外国人労働者受入れ制度の問題が障害となり、外国人の就労は進んでいない。 

他方、業界全体でみると 10 万社を超える廃棄物処理事業者がひしめき合い、廃棄物量

の減少も相まって、依然としてゴミの奪い合いが発生する様相であり、廃棄物処理業界

は厳しい状態が続いている。 

提案企業は、現地での要望の程度と事業化に向けての可能性の高さを考慮し、パラナ州

にて、事業展開を目指すことを目的としている。これは提案企業にとっては、新たな商機

であるだけでなく、停滞を続け次の一手を模索している日本の廃棄物業界にとっても新

たな道を指し示すためにも必要であり、その使命感を持って臨んでいる。 

また東北地方での事業化の実績を、日系移民の多数在住するブラジルにおいて活用する

事は、地域経済の活性化に繋がるとともに、ブラジルへの貢献に繋がると考えている。こ

れらの事を踏まえた上で、ブラジルの抱える開発課題である汚泥処理問題解決に貢献し

たいと考えたのが海外進出の主たる動機である。 

 
(2) 経営戦略における海外事業展開戦略の位置付け 

提案企業の経営戦略における海外事業は、最も重要な成長分野の一つと位置付けてい

る。競争の激しい日本の市場において培った廃棄物ビジネスのノウハウや技術を開発途

上国において活用することにより、事業規模の拡大と安定を図りたいと考えている。 
社会に認めてもらえる廃棄物処理は、技術者の技能に委ねられていると言っても過言

ではない。安全、環境面に配慮し、多数の機材や設備を適切に扱える技術者の養成が極め

て重要である。提案企業は、海外拠点を重要拠点として位置づけ、日本と海外で活躍でき

る外国人技術者を養成していく戦略である。国内事業の労働力を確保し、かつ海外拠点で

は日本の技術を培った良質な廃棄物処理サービスを展開する狙いである。 
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また提案企業を所轄する日本の環境省は、日本の廃棄物処理・リサイクル循環産業が、

海外で事業展開し、世界規模での環境負荷低減に貢献することを重要視しており、この期

待に応えることも重要な経営戦略の一つと考えている。 
 

(3) 提案企業の開発途上国への貢献姿勢・意欲 
 我が国における汚泥処理技術は世界有数であり、燃料製造まで行なう事業者は世界で

も類を見ない高い技術を保有している。我が国では、若干の経済回復は見られるものの、

長引く不況の傷跡と、廃棄物量の減少などで、廃棄物処理業界は厳しい経済状況が続いて

いる。廃棄物処理事業者は優れた技術を保有しているにも拘らず、海外にその技術を伝え

事業化及び現地への貢献を行った実績は少ない。提案企業は、汚泥処理を事業の中核とし

ており、競争が厳しい我が国において営利事業として運営を行なっている。以前から提案

企業の技術を活用して、途上国の開発課題解決に向けた貢献をしたいと考えていた。提案

企業代表取締役の井上を筆頭にして、本提案事業を成功させるべく、従業員一同固い決意

を持っている。 
提案企業は事業実施の適地に関しては時間をかけて選定し、事前訪問を行なうことに

より、商圏や現地での技術水準などを分析してきた。その結果、発展が著しくそして汚泥

処理の整備が遅れているブラジルに進出し、我が国の処理技術を活用する事を希望して

いる。今後事業化を目標として、途上国の多くが抱える開発課題である廃棄物問題解決に

貢献したいと考えており強い意欲を持っている。 
 

2-2 提案製品・技術の概要                     

2-2-1 提案製品・技術の概要 

(1) 提案製品・技術の特長 
提案企業が有する有機性汚泥の最終処理及び汚泥燃料の生産販売の技術を展開する。 

 

図 4：汚泥処理のフロー図 

（出典：自社の工程に基づき調査団が独自に作成） 
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提案企業は現在、山形県全域の

市町村が管理する浄化センター

から搬出される有機性汚泥を活

用するためのバイオマス燃料製

造プラントを保有し稼動してい

る。有機性汚泥を乾燥造粒し、バ

イオマス原料及び燃料の製造を

行い、日量 48 トンの汚泥を処理

している。 

稼動は処理量を最大限に行う

ことを前提とし、且つコストを最小限にすることを目的とし、制御室により焼却施設、乾

燥施設の両方を集中管理、木くず、廃プラスチックなど廃棄物の焼却廃熱を乾燥用の熱源

をして利用することによる重油等の化石燃料の削減を可能とした設計の施設となってい

る。処理により製造される乾燥汚泥は含水率が通常 10%程度であるが、運転操作により含

水率は容易にコントロールを行え、安定した品質の調整を行うことが可能である。 

 

 

図 5： 提案事業のフロー図 

（出典：提案企業パンフレット） 
 

(2) 製品・技術のスペック・価格 

 提案企業のプラントは、日量 48 トンの汚泥処理能力を有している。汚泥燃料は製鉄所の

関連企業にコークス代替燃料として年間 2,000 トンを出荷している。有機性汚泥の乾燥処

理施設は、日量処理規模が 48 トンの処理規模であれば建設費用は 2～3億円である。（熱源

 

 

 
汚泥燃料 汚泥乾燥施設 
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装置設置費用除く） 

汚泥燃料の価格については、他種の燃料としての性能（発熱量、取扱い易さ等）を比較し

た上で評価される。現在石炭のカロリーが 6,000kcal であり、汚泥燃料は 4,000kcal 程度

である。そのため、石炭の価格が 6〜7 円/kg であることから、発熱量として 3 分の 2 であ

る汚泥燃料は、石炭の 3 分の 2 である 4.0〜4.5 円/kg 程度が妥当であると考えられる。ま

た現状、乾燥汚泥は燃料としての使用だが、堆肥原料としての可能性も有する。 

 

(3) 製品・技術における特許等 

提案企業は 2003 年 3 月に環境マネジメントシステムの国際規格である ISO14001 の認証

を取得している。本規格は国際基準に照らされた環境リスクの低減および環境への貢献

と、経営との両立をめざすマネジメントシステムの確立が求められるもので、提案企業は

運営する廃棄物処理事業における継続的な環境負荷低減に取り組み、認証取得した。 

 

(4) 処理実績 

 表 1 に示すとおり、提案企業の有機性汚泥の年間受入総量は約 9,000 トンであり、処理

施設により乾燥処理を行うことで約 20%まで減量化している。製造された乾燥汚泥は、大手

製鉄会社の関連企業へ 2,000 トン/年、を出荷している。その他としては、近隣の焼却施設

の補助燃料として、50 トン/年を出荷している。過去 5 年間、契約数、処理量ならびに売上

は年々増加しており、安定した実績を誇る。 
 

表 9： 提案企業の処理実績 

項目 年 2011 2012 2013 2014 2015 

契約数（公立） 件 6 8 6 6 6 

処理量（年） トン 8,053 8,450 8,943 9,654 9,312 

売上実績 千円 119,064 127,293 134,111 143,431 143,376 

 

(5) 自治体・業界団体及びメディアからの評価 

提案企業は地元山形県や宮城県大崎市、全国産業廃棄物連合会等から表彰状・感謝状を授

与している。また、これらの実績を紹介する新聞・雑誌の掲載回数は以下である。 
 新聞：計 2回／循環経済新聞、山形新聞 

 雑誌：計 1回／INDUST 

 テレビ：計 1回／テレビユー山形 

 

(6) 国内外の顧客層について 

提案企業の汚泥処理事業における主な顧客は、以下の 2者に大別される。 

① 汚泥を排出し、提案企業に処理料を支払う主体：自治体が運営する下水処理場 

② 石炭等の代替燃料として、提案企業から汚泥燃料を購入する主体：汚泥燃料は主とし

て製鉄所における還元剤30およびセメント会社のボイラー燃料で使用される。またバ

イオマス発電所等への販売も予定している。 

 大量の熱源を必要としているセメント会社は、石炭を購入して使用しているが、汚泥燃料

は 4000kcal 程度の熱量であり、石炭の 2/3 程度のカロリーを有するため、代替燃料として

                                                  
30 ケミカルリサイクル技術のひとつとして、製鉄の際に、鉄鉱石の脱酸素（還元）工程で用いられるコ

ークスの一部を廃プラスチックなどのハイカロリーなリサイクル製品で代替する技術。 
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の活用が可能である。 

ターゲット市場の動向（本調査対象国を除く） 

 日本国内においては、下水道の整備が既に進んでいることもあり、下水汚泥の発生量は、

横ばいである。提案企業が操業する山形県内においても、以下のとおり平成 18 年から平成

27 年の 10 年間に掛けて、発生量は横ばいである。今後は、人口減少に伴い発生量は減少が

予測される。 

 

 

 
図 6： 山形県における下水汚泥発生量、処理方法の推移 

（平成 28 年版 山形県の下水道による） 

 

 他方で汚泥燃料の購入先については、提案企業の商圏である山形県内においては、セメン

ト工場や製鉄所等の新設による需要増加はみられていない。バイオマス発電については既

存の鶴岡市、村山市のほか、酒田市、米沢市などにおいて発電所新設の動きがみられるが、

その熱源は国内外産木質チップや海外産 PKS（PALM KERNEL SHELL）などが主であり、汚泥

燃料の需要について飛躍的な成長は考え難い状況である。 

 

ターゲット市場における提案企業の位置付け  

 山形県全体における平成 28 年度の年間下水汚泥発生量は、約 45,000t1である。提案企

業による汚泥受け入れのシェアは山形県においては第１位である。山形県内においては提

案企業以外にリサイクル業者は 7社程度あり、複数が発酵肥料として有機性汚泥の再資源

化を行っている31が、汚泥燃料としての再資源化については、上述の数値から見ても大き

な割合を占めている状況である。提案企業による山形県内の汚泥受け入れのシェアは総下

水汚泥処理量のうち約 20%32と考えられる。また、約 10％が最終処分として埋立されてい

る。 

 

(7) 他の技術との比較 

下水汚泥の処理技術としては、濃縮、消化、脱水、乾燥、焼却、最終処分（埋立）等が

挙げられる。ここでは開発途上国において代表的に用いられる汚泥処理の手段として、埋

立及び堆肥化との比較を以下に示す。 

 

表 10：汚泥処理手段の比較 

 埋立処分 堆肥化 燃料化 

                                                  
31 山形県「平成 28 年度版山形県の下水道」による。 
32 提案企業の処理実績と山形県の下水汚泥発生量より推計した。 
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メリット 化学処理や熱処理に要

する設備投資が不要 

低質堆肥の場合、高度

な技術と設備を必要と

せず、維持管理が容易 

堆肥として利用可能 

石炭等の輸入に依存し

ている熱源の代替とし

て利用可能 

汚泥燃料 1ｔ当たり、石

炭 0.7ｔ削減に相当 

デメリット 十分な脱水処理が行わ

れないまま処分する場

合には、土壌汚染や水

質汚染のリスクが高い 

敷地面積が必要な為、

都心部に設置は困難 

簡易処理の場合、長時

間の処理が必要で悪臭

対策が必要 
良質堆肥の場合、高度

技術が必要で管理も困

難 
下水汚泥中に、重金属

が含まれるリスクがあ

る 

乾燥炉の維持管理や臭

気対策により高度な技

術と設備が必要 

（出典：調査団が独自に作成） 
  

上記の比較より、汚泥燃料としての処理技術は、エネルギーとしての再使用及び環境負担の

低減において既存技術よりも優位であるといえる。 

 

(8) 燃料化方式の比較 

 汚泥の燃料化処理技術の中で、代表的な燃料化の手段として、炭化方式、乾燥方式との比

較を以下に示す。 

 

表 11： 各種燃料化方式の比較 

 炭化方式 乾燥方式 

熱源：化石燃料 

乾燥方式 

熱源：廃棄物系燃料等 

メ

リ

ッ

ト 

有機物の分解により、腐

敗・腐臭が無く長期間の

保存が可能 

燃料以外の用途へも使用

可能 

炭化と比較し発熱量が高

い 

 

炭化と比較し発熱量が高い 

乾燥熱源は廃棄物等の為、 

燃料費は発生しない 

汚泥処理 1ｔ当たり、重油 54

Ｌ削減に相当 

デ

メ

リ

ッ

ト 

有機物が分解される為、

燃料の発熱量が低下する 

絶乾状態の為、発火のリ

スクがある 

乾燥熱源に化石燃料が必

要 
熱源施設の維持管理に高度

な技術が必要 

発

熱

量 

3,000kcal/kg 4,000kcal/kg 4,000kcal/kg 

 （出典：調査団が独自に作成） 
 

 上記の比較より、汚泥燃料化処理技術の中でも熱源として廃棄物系燃料等を用いる乾燥

方式がエネルギーとしての再使用及び環境負担の低減において既存技術よりも優位である

といえる。 
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汚泥燃料の製造販売については、日本全国においても大手企業及び自治体運営の処理場を

含め 10 件程度の競合他社が存在する。提案企業のオペレーション技術の優位性としては、

専門の整備業者と連携しオペレーター自身が定期的なメンテナンスと運転中のメンテナン

ス行い、年間稼動 300 日以上の安定処理を実現している点が挙げられる。これにより管理デ

ーターを読み取るだけのようなオペレーションだけでなく、安定的な運転に必要な予防保

全をオペレーター一少人数で実施可能である。それにより、異なる施設の同時安定稼動を最

小オペレーター人数で実現することも可能である。 

施設の導入に際して、リサイクル燃料である RPF をはじめ、木くずやバイオソリッド燃料

（乾燥汚泥燃料）の投入を前もって検討した施設設計を行っており、廃棄物の他、異なる燃

料種での運転管理方法に精通していることも優位点として挙げられる。 

これらの優位点については、ブラジルでの事業展開にあたり、他の競合企業と比べても

事業の持続性や発展性において有効に作用するものと考えている。 

 

2-3 提案製品・技術の現地適合性   
 提案事業に関しては、環境省、クリチバ市計画研究所、クリチバ市保健局、クリチバ市環

境局などの行政機関や、SANEPAR、SABESP などの上下水道公社に紹介を行った。また、民間

企業に関しては、AMBSERV 社、Essencis 社、Cattalini 社といったビジネスパートナー候補

との面談を行った。 

さらに、ブラジル日本商工会議所、パラナ州日伯商工会などの民間団体に紹介を行った。ま

た、汚泥関連の廃棄物についてはブラジル廃棄物協会への調査を行い、現地リサイクル事業

者へのヒアリングを実施した。提案企業の事業説明資料や、汚泥燃料及び RPF のサンプルを

用いて具体的な構造の説明を行い、スペックや価格などを提示した。 

 これらの説明・紹介を通して、行政機関及び民間企業共に汚泥処理についてのニーズが

大変高いことが確認できた。 

 環境省、クリチバ市計画研究所、クリチバ市保健局、クリチバ市環境局、SANEPAR などに

おいては、本提案製品導入についての諸規制の確認や現状調査を行った。 

 行政機関及び民間団体の訪問先および検証活動内容は次の通りである。（ニーズについて

は 3-2 参照のこと） 

 
提案製品・技術の現地適合性について、以下の項目に重点を置きヒアリングを行った。 

(1) 法規制や許認可、環境社会配慮等の観点から、汚泥の乾燥処理及び燃料化に係る操業が

可能であること。 

(2) 質と量の両面において、安定して汚泥を回収できる処理場等へのアクセスが可能であ

ること。 

(3) 生成した汚泥燃料を継続的に利用する主体が存在すること。 

(4) 事業の運営を通して、汚泥適正処理の促進の様に、現地の環境において明らかな正の影

響の発現が見込めること。 

(5) 上記各項目の達成に必要な運用・維持管理費用及び初期投資に見合う十分な収益が見

込め、商業的な事業として成立すること。 

 

 本調査の結果として、汚泥の乾燥処理による減容化による天日乾燥に費やす人件費削減、

堆肥化、最終処分場への運搬費の削減のニーズ、環境負荷低減の観点からの減容化及び化石

代替燃料製造技術導入ニーズ、汚泥処理施設等の容量不足、汚泥燃料を購入すると思われる

企業及びビジネスパートナーになり得る企業の存在等の観点から、提案技術はブラジルに

おいて導入・運用可能であり、開発課題の改善手段として適合し得るものと考えている。但
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し、汚泥の乾燥に使用する熱源には、重油や LPG などの安定した成分のものを使用すべきだ

と考えている。また、本調査では、下水処理場によって大きく汚泥のカロリーが異なってい

ることが明らかになった。今後下水処理場毎の成分分析及び季節要因がないかなどの精査

が必要であると考えている。提案事業者が製造している汚泥燃料は 4000kcal 程度の熱量で

あり、石炭の 2/3 程度のカロリーを有するため、代替燃料としての活用が可能である。ビジ

ネス展開する際には、ブラジルにおいても同様のカロリーが必要だと考えている。 

 
2-3-1 行政機関など 

 提案技術に関しては、クリチバにおいて SANEPAR 及び中央省庁を中心に説明をおこなっ

た。全ての訪問先において、有機性汚泥の有効活用については、技術や設備が不足しており

抜本的な解決方法を模索中であることが確認できた。前述した通り、SANEPAR が所轄である

ベレン下水処理場においては先駆的にバイオガスを抽出して発電を行う事業が開始される

予定であるが、汚泥燃料の活用については全く行われていない状態である。 

 以下に主な内容を一覧にした。（詳細は別添参照のこと） 
 

表 12：主な行政機関などの現地適合性確認内容   

機関名 内容（特記無きは先方発言） 

クリチバ市環境局 

  

 

  下水処理場の汚泥の一部は処理できず川に垂れ流しされている為、

提案事業者の技術には大変関心がある。汚泥は石灰を混ぜ乾燥させて

いるが、寄生虫の卵を殺しきれていない。汚泥乾燥し燃料として使用

することは、環境面に配慮しており可能ならば推進したい。 

 汚泥は郊外の最終処分場に運んでいる為、下水処理場で処分できる

ようになれば一緒に推進することを希望する。 

SANEPAR パラナ州

上下水道公社本社 

  パラナ州には大小約 200 箇所の下水処理場があり、乾燥状態の汚泥

が 25,000 t / 年以上発生する。各処理場は脱水機はあるが、その後

の処理は、乾燥、濃縮機、汚泥に石灰を混ぜ無害化など処理場によっ

て様々である。35%は肥料とし、それ以外は埋立地に運搬している。20

年以上汚泥の研究を続けている。今後、下水汚泥の取り扱いは、乾燥

し熱源として利用したいと考えている。汚泥乾燥技術に関しては、大

変興味がある。 

 SANEPAR 全体の電気代は、年間 390 百万レアル (日本円で 150 億円

程度)であり軽減したいと考えている。 

汚泥乾燥の実証機をベレン下水処理場で発生する Biogas を使用して

動かしたいと思っている。 

 実証機を動かすには、LP ガスを使用する予定だったが、第 3回現地

調査時点においてはバイオガスを使用したいと考えている。バイオガ

スを使用できる汚泥乾燥の機械を日本で見つけることはできないか検

討して欲しい。 

 SANEPAR のバイオガスの成分はメタン CH4 50～70%、炭酸ガス 30%、

硫化水素 H2S 2000ppm である。  

SANEPAR 廃棄物埋

立地部門 

 

  汚泥を 30日天日乾燥し含水率 60%まで下げ、菌や重金属検査を行い、

肥料(フルーツの木などに使用)として農地に送る。クリチバ市は、農

地がないので隣の市まで 80km 輸送するため、都市部処理場の汚泥は乾

燥機で含水率を下げ、輸送費を下げる事が望ましいであろう。 
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パラナ州環境委員

(IAP) 

  IAP で test 用のライセンス取得が必要である（簡単に取得可能で

ある）が、EIA は必要はない。 

サンパウロ州基礎

衛生公社(SABESP) 

 汚泥のエネルギー化は SABESP にとっての重要課題として認識してい

る。 

サンパウロ州環境

局 

（CETESB） 

  再生紙を作る製紙工場で大量の汚泥が発生している。乾燥させて燃

料化する事はできないか検討してほしい。 

 サンパウロ州サンベルナルド・ド・カンポ市（São Bernardo do 

Campo）で SBC エネルギー社 (ラーラ社とベガ社の合弁)が廃棄物 800 

t/日を受け入れる焼却炉を設置予定である。そこに東北クリーンの汚

泥処理システムを設置するのはどうか検討してほしい。 

パラナ州開発局

APD(Agencia 

Parana de 

Desenvolvimento) 

 日本企業を積極的にパラナ州に誘致している。投資優遇策は特には無

いが、ビジネスパートナーを紹介するなど可能である。 

パラナ州工業連盟、建設連盟と連携しており、メンテナンス会社や設

置工事をする会社を紹介することは可能である。 

 

 

2-3-2 ビジネスパートナー候補や民間団体 
 有害廃棄物の多くが、廃油、ペンキ、ニスなどの燃焼カロリーの高いものであった。各工

場から排出される有害廃棄物の量は少量であるため、事業化に向けて多くの工場から収集

を行う必要があることが確認された。 

 以下に主な内容を一覧にした。（詳細は別添参照のこと） 

 

表 13：主なビジネスパートナー候補や民間団体などの現地適合性確認内容 

組織名 内容（特記無きは先方発言） 

AMBSERV 社 

（ビジネスパート

ナー候補） 

  クリチバ市内で医療廃棄物及び有害廃棄物の中間処理施設を運営し

ており、既に日本製と韓国製のオートクレーブをそれぞれ 1 機導入し

ているが、業務を拡大したいとの意向を確認した。提案事業については

今後代表者（日系人）とビジネス化を前提とした協議を続けたいとのコ

メントを得た。 

ブラジル廃棄物処

理業者協会 

  ブラジルの汚泥熱量を調べる必要があるが、燃料として使用する提

案技術には大変興味がある。 

Cattalini 社 / 

CS Bio 社  

  Cattalini 社が 60%、SANEPAR が 40%を出資し、CS 株式会社を作った。

将来的にSANEPARは CS社にパラナ州全域での汚泥処理やさらには廃棄

物問題の解決を期待している。 

Essencis 社   セメント会社はフッ素、塩素が多いものは使用できない(0.3%以上)。

3000cal 〜4000cal / kg は無料。3000cal/ kg 以下は 90〜100 レ

アル/ t 支払う。4000cal 以上は有料 90〜100 レアル(3800 円) / t 

で売れる。(セメント工場の受容を補う量の提供は難しい)  

  カイエラス Caieiras SP 処理場は 1万 t /日(30 万 t /月)処理し、

処分費 20 レアル/1t で産廃と一般廃棄物を受け入れている。SABESP バ

ルエリ処理場から含水率 90%の汚泥を 1 万 t / 月受入れている。東北

クリーンの汚泥乾燥技術に大変興味がある。 

 埋立て地から出るメタンガスは、発電に使用している。 

Termoverde 社   SOLVI Group の中で、埋立地は Essncis 社、売電事業は Termoverde
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社が実施。 

埋立て地のメタンガスは湿気を取り脱硫はしていない。30 MGw/h (平

均) 26MGW/h で発電した電力は販売している。硫化水素は 14mg/ m3 で

問題ないが、シリカ VOC(揮発性物質)はフィルターを通している。Bio

ガスのカロリーは 4300kcal / kg (メタンガス 55%) 

 製紙会社は天然ガスを使用 (ボリビアから輸入している)。海底油田

を深海から掘ることでボリビアからの輸入を半分にする予定であり減

少傾向にある。汚泥の値段差が安ければ可能性はあるであろう。(天然

ガスは 1.2〜1.3 レアル / m3 )  
 

カフェイグアス / 

丸紅 

 

 コーヒーを抽出した後の汚泥は、プレス機にかけ脱水し、ボイラー

の燃料として使用している。ガスやオイルに比べると安価である。そ

の他の物は排水として処理している。 

 好気性の排水処理を実施し、ラグーンに入れ、エアジェネレーショ

ン処理し、汚泥が沈殿分離する。それをプレス機にかける。  

コーヒーを沈殿分離する時、塩化鉄を加えるが、ボイラーの配管の内

部を腐食する為、農業用の肥料としている。含水率は少し放置してお

く事で、92%から 10%〜20%減らし、そのまま農家へ持って無料で提供

している。輸送コスト軽減が課題である。 

汚泥乾燥時に発生する悪臭対策が課題である。 

住友商事 

 

  現在、ブラジルで民営化された上下水道公社の買収を実施してい

る。日本の優れた技術導入を目指す中、東北クリーンの汚泥乾燥技術

に興味があり、次回渡航時も進捗状況の共有を希望する。 

 

2-3-3 本邦受入活動 

(1) 活動概要 

 本邦受入活動は、提案事業者の技術及び日本における諸規制の現状についての理解を深

めることを目的として実施した。主な活動内容は、提案事業者工場における研修では、汚

泥乾燥施設の稼働状況を確認し、実証試験に向けた技術的な意見交換を行った。運転方法

等は実体験として視察研修することにより、より深いレベルでの理解と、現地において目

指す目標に繋がった点が本邦受入活動での成果であった。また、汚泥乾燥以外の分野で

も、日本の下水処理に関する視察研修を行ったことで最新の下水処理の方式についての理

解が深まった。 参加者 2名とも訪問先では興味を持って説明を聞き、疑問点を質問する

等常に意欲的な態度であった。内容についても通訳と確認することでしっかり理解をして

いた。動完了後にアンケート調査を行い、両名が目標にあげた技術に関する知見を十分に

習得した事を確認した。ミーティング時間など充分な時間枠を計画するも、時間が延長に

なる場面もあったので、計画段階で工程の精査が必要であった。（アンケート結果は別添

参照のこと） 

 

(2) 受入活動スケジュール 

2017 年 10 月 23 日（日本着）〜10 月 27 日（日本発）にわたり、提案事業者本社工場や

下水処理場のなどを訪問して実施した。スケジュールは次の通り。 
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表 14：本邦受入活動のスケジュール 

 
 

  

下水処理場見学の様子 製紙工場見学の様子 

 

 
2-4 開発課題解決貢献可能性 
以下の様な観点から、提案企業が有する技術のブラジルへの導入により、同国の開発課題

の解決に貢献できる可能性があると考えている。 
 

2-4-1 汚泥処理及び最終処分における負担低減 

非公開 
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現在パラナ州では、有機性汚泥を脱水、天日乾燥したのちに、遠方の最終処分場にて処理

を行っている。パラナ州上下水道公社はパラナ州北部に 3 つ(アプカラ市、チアノルチ市、

コルネオロ市)のゴミの埋立処分場を所有しているが、同処分場ではすでに許容量が上限に

近づいている上に一般ゴミの受け入れだけを行っており、汚泥に関しては最低でも 80km ほ

ど市の中心部より離れている外部の最終処分場まで搬送している。 

上記の様な処理のため、パラナ州上下水道公社は天日乾燥に係る人件費に加えて、100〜

200 レアル（約 3,700～7,400 円）/トン程度の最終処分場への輸送費と、250 レアル（約

9,200 円）/トン程度の汚泥埋立処理費を外部の廃棄物処理事

業者に支払っているが、その最終処分場でも受入量には限界

があり、上限に達した場合には更に高額な費用負担を要する

遠方への埋立を検討しなければならない。加えて天日乾燥に

関しては近隣への臭気についても懸念があるため、作業場所

にも苦慮している状態である。 

 しかし提案事業者が有する汚泥乾燥技術の導入により、汚

泥の減容化が達成できれば、これらの最終処分費用や輸送費

等を大幅に削減することが可能となる。また、費用削減だけ

でなく、天日乾燥に係る環境負担や、遠方への輸送に係る化

石燃料の使用や CO2 排出の削減など、副次的な環境負担の低

減も期待される。 

 
2-4-2 他の貢献可能性：再生可能エネルギーの利用拡大 

ブラジルは世界最大のバイオエタノール輸出国であり、鉱山エネルギー省が策定した「エ

ネルギー拡張 10 年計画」により、今後も再生可能エネルギーの拡大に国家レベルで取り組

んでいる状況にある。 
提案企業の技術により生成する汚泥燃料は、石炭、コークスなどの化石燃料の代替として

セメント工場や発電所、製鉄所等で利用可能なものであり、かかる燃料の生産と販売先での

活用は、再生可能エネルギーの利用拡大に貢献することで、上述の様なブラジルの国策推進

にも資するものと考える。 
 
  

 
セメント会社の設備例 
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第３章 ODA 案件化概要 

3-1 ODA 案件化概要 
案件化調査実施後は、「ブラジル国パラナ州における有機性汚泥の乾燥処理技術に係る普

及・実証事業」の実施を想定している。有機性汚泥の下水処理場及び処分先の最終処分場で

生じている課題の改善を目標とする。また、民間企業でも大量の汚泥が発生している製紙会

社などの汚泥の処理と活用方法について技術移転を目指す。パラナ州上下水道公社の職員

に、提案企業の徹底した適正処理技術ならびに運用方法を技術移転し、職員の管理能力向上

を通じて汚泥処理方法の改善を実現する。 

 

3-2 ODA 案件内容 
3-2-1 具体的な協力計画 

(1)普及・実証事業概要 

普及・実証事業において、カウンターパートが管理運営している下水処理場内に小規模の

デモプラントを設置し、有機性汚泥の乾燥を行い、汚泥燃料の製造を行う。汚泥燃料は製鉄

所における還元剤利用やセメント会社等のボイラーでの熱源で活用できる。また、カウンタ

ーパートは大量の電力を消費しており、（2-3-1 及び 4-2-4 参照のこと）電気代の削減のた

めにも汚泥の有効活用を希望している。 

 下水処理施設で働く職員の汚泥処理に関する知識向上や技術習得などの機会を設ける。

汚泥処理に費やしていた費用の軽減と、燃料を販売することにより、費用負担を軽減するこ

とが可能となる。さらに、実際にデモプラントを稼働させて現地の行政や主たる排出事業者

のうち特に汚泥が発生している製紙会社、繊維会社などへ向けて実証現場を公開しデモン

ストレーションを行い汚泥処理方法の有用性に対する理解を広める。 

 
表 15: ODA 案件内容案 

提案企業が有する有機性汚泥の乾燥処理及び燃料化技術が、パラナ州における汚泥の適正

処理と再資源化に資する技術として実証され、現地行政当局及び関係企業に認知され、ビ

ジネス展開計画が策定される。 

成果 活動 

１ 汚泥乾燥装

置を導入するこ

とによる既存下

水処理場の改善

効果の実証 

活動①：本事業の実証機材として提案する汚泥乾燥装置の詳細設計と

設備導入を行う。汚泥乾燥装置の現地への輸送、設置、稼働

確認、パイロット運転を行う。 

・ 提案事業者実施事項：機材選定及びメーカーへの発注、輸送手

配、関税手配、現地での設置工事手配、稼働テストの実施など。 

・ C/P実施事項：設置場所及び使用する土地の無償提供、電気・燃

料・有機汚泥の提供、VATなどの免税手続き支援など（詳細はM/M

のIII. Measures to be taken by SANEPAR参照のこと） 

活動②：小型デモプラントにより脱水汚泥（含水率 80%程度）を処理し、

乾燥汚泥とする。乾燥処理により重量が 1/4 に減少すること

を示す。また、デモプラントにて熱量バランスが保たれるよう

であれば、乾燥汚泥そのものを乾燥用燃料とすることで循環

利用を行い、化石燃料の削減の検討を図る。 

・ 提案事業者実施事項： 

(1)機材の運転及び効果実証を行う。成分分析及びカロリー分析

は外部調査機関に依頼する。 

(2)減容化することによる経費削減効果及び、下水処理場への負
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荷軽減について定量的な分析を行う。 

(3)調査結果の取りまとめを行いポルトガル語訳の資料作成を行

う。 

・ C/P 実施事項： 

    (1)実証への人員の配置を行う。 

    (2)有機性汚泥を実証事業にて提供する。  

   (3)減容化効果測定及び下水処理場の負荷についての測定のため

に現状のメンテナンスコストなど必要な情報提供を提案事業者に

行う。 

２ 汚泥燃料お

よび燃焼灰の効

果の実証 

活動③：汚泥燃料について燃焼カロリー分析を行い、カウンターパー

ト施設内で使用する。 

・ 提案事業者実施事項： 

(1)カウンターパートの施設内で汚泥燃料使用可能な設備を選定

する。効果測定のための、機材と人材の配置を行う。 

(2) 汚泥燃料使用による経費削減効果の調査結果を取りまとめ

る。 

 C/P実施事項： 

  (1)汚泥燃料の使用設備（例:ボイラーなど）の使用許可 

  (2)汚泥燃料使用による燃料や電気代などの節約効果測定のため

の現状のコストなど必要な情報提供を提案事業者に行う。  

活動④: 乾燥汚泥燃料の燃焼灰についても、セメント原料として販売

可能かどうか成分分析等を行い、情報を提示する。 

・ 提案事業者実施事項： 

(1)焼却灰の成分分析及びカロリー分析を外部調査機関に依頼す

る。 

(2)セメント会社へ焼却灰の受入の可否についてヒアリングを行

う。 

・ C/P 実施事項： 

(1)焼却灰の提供 

３ カウンター

パート技術者に

対する提案事業

の技術移転 

活動⑤：カウンターパートの技術者に対して提案事業の処理技術につ

いて技術指導・説明を行う。 

・ 提案事業者実施事項： 

(1)カウンターパートの施設内で汚泥乾燥機の運転を行い、同時

に活動②③④の実証結果に基づき効果説明を行い、提案技術の普

及を図る。 

(2) 技術指導・説明のための人員の配置と設営資料の取りまとめ

を行う。 

 C/P実施事項： 

  (1) 技術指導・説明への積極的な参加。 

  (2)必要な人員と設備などの提供。 

活動⑥：運転・維持管理方法についての技術移転を行う。 

・ 提案事業者実施事項： 

     (1) 汚泥泥乾燥装置の使用方法及びメンテナンスマニュアルを

作成する。 

(2) マニュアルに基づき、メンテナンス方法の指導・実習訓練を

行う説明会を実施する。 

・ C/P実施事項： 
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(1)説明会への積極的な参加。 

(2)説明会の場所や設備の提供。 

4 ビジネス展開

計画の策定 

 

活動⑦：製紙会社や食品会社の工場から発生する汚泥の成分分析を行

う。 

・ 提案事業者実施事項：成分分析結果をもとに、提案事業による減

容化の効果と汚泥燃料製造の可能性について説明を行う。 

 

活動⑧：販売先候補の企業（セメント会社や製鉄会社等）と汚泥燃料の

販売価格や連携枠組みについて、具体的に示す。 

・ 提案事業者実施事項： 

カウンターパートの汚泥燃料の成分分析結果をもとに、汚泥燃料

の使用による経費削減（化石燃料からの転換）の可能性について

説明を行う。また、カウンターパートが許可した場合には、民間

汚泥燃料ユーザー向けデモンストレーションへの参加を促す。 

 

 

図 7： 活動モデル図 

 
 (2) 機材及び協力額概算 

普及・実証事業において設置を予定している乾燥炉は、１時間当たりの処理量 30〜100 ㎏

/h 程度を想定している。そのため、年間の処理量としては下記の通り。 

30 ㎏／時×8時間／日×330 日／年＝79ｔ／年 

～100 ㎏／時×8時間／日×330 日／年＝264ｔ／年 

現時点で想定する実施内容案を以下に示す。 
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表 16: 普及・実証事業の実施内容案 

項目 内容 

協力額概算 

 

機材製造購入（関税、輸送費、設置費含む）61,300,000 円 

旅費               22,658,000 円 

現地活動費             5,749,000 円 

本邦受入活動費           1,052,000 円 

その他 

人件費（直接人件費・その他原価・一般管理費）         

                                  38,952,000 円 

管理費                  9,023,000 円 

消費税(8%)                         11,098,720 円 

    合計                              149,832,720 円 

概要 汚泥燃料製造プラント（乾燥設備）にて有機性汚泥を乾燥造粒し汚

泥燃料の製造を行う技術及び製造した汚泥燃料の有効性・優位性を

実証するとともに、カウンターパートに対して汚泥燃料製造のため

の製造技術を移転することをもって技術・製品の普及を図る普及・

実証事業。汚泥の減容化によりカウンターパートの管理している下

水処理施設の費用負荷が軽減されるとともに、汚泥の販売による収

入増加を促進する。 

スペック 乾燥機 

（仕様表） 

年間処理量：80～260トン程度／年 

稼働時間： 8時間/日 

１時間当たりの処理量：30〜100kg/

時 

 

 

特徴 ・有機汚泥（工場排水汚泥・下水汚泥等）を乾燥・造粒し、汚泥燃

料や肥料原料を製造する。 

・原料となる汚泥は定量的に乾燥機に投入され、安定した処理が可

能である。 

・乾燥炉は直接加熱方式で、熱エネルギーを効率的に利用できるた

め、小型ながら汚泥を含水率 10%まで乾燥することができる。さら

に、天然ガスもしくは重油を熱源として使用することが可能である

ため、カウンターパートの要望に応じて熱源の変更が可能な施設設

計となっている。 

価格 １台（１式）当たりの価格：41 百万円程度 

 
イメージ写真 
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投入  

（日本国側） 

 

 

 

 

 

業務従事者による技術移転（技術的な事項のみならず、カウンターパ

ートへの助言、支援などを含む） 

本邦受入活動（実施期間中、3 名程度のカウンターパートの職員の本

邦受入活動を行う。受入れ先は東北クリーン開発株式会社の工場とす

る） 

資機材の譲与（調達を予定している主な資機材は、乾燥設備１機、フ

レコンバック 10 袋程度） 

乾燥設備運用に関する燃料費はカウンターパート負担とする。 

投入 

（カウンターパ

ート側） 

 

 

カウンターパートの配置（総括責任者 1名と実務責任者 1名程度を配

置する。） 

必要な機材（カウンターパート側がすでに保有している機材のみを利

用する予定である）ただし、汚泥の乾燥機への投入部分及び排出部分

は、一部施設の改造、追加等が必要になる。 

乾燥設備稼働に関わる燃料代（重油月額 100 千円〜200 千円程度） 
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図 8：設置機材（参考図） 

 
(3) 実施体制 

 
図 9：実施体制図 
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表 17：役割について 

組織名 業務 

SANEPAR カウンターパート： 

本事業へのスタッフの配置、乾燥炉設置（土地の無償提供）

及び実証活動への積極的な参加、技術習得のためのセミナー

開催の協力などを行なう。普及・実証事業終了後は維持・管

理業務を担う主体。 

現地ビジネスパートナー 現地機材部品調達、汚泥排出事業者との折衝支援など 

東北クリーン開発(株)  提案企業： 

日本での汚泥処理事業の知見を生かして、全体のマネジメン

トを行なう。また、事業化についての調査を行なう。 

カーボンフリーコンサル

ティング（株） 

現地調整及び現地関係機関との調整、市場調査、ビジネスモ

デル構築、報告書作成 

 

3-3 C/P 候補機関組織・協議状況 

3-3-1 C/P 候補機関組織の概要 

カウンターパート（C/P）は、パラナ州の下水処理場を管轄しているパラナ州上下水道公

社を想定している。同組織の概要を以下に示す。 
 

表 18: C/P 候補機関組織概要 

組織名（日本語） パラナ州上下水道公社 

組織名（現地語） Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR) 

本部所在地 クリチバ市 

設立年月日（西暦） 1963 年 1 月 23 日 

職員数 7,400 名 

組織の目的 
環境に配慮した衛生サービスを持続的に提供し、生活

の質の向上に貢献すること 

主な事業内容 
住民への浄水の提供、下水の収集及び処理、固形廃棄

物の収集及び処分 

 パラナ州上下水道公社は 170 ヵ所の浄水場、1,019 ヵ所の井戸、234 ヵ所の下水処理場を

管理しており、現在パラナ州の 345 の自治体及びサンタカタリーナ州の 1 自治体に給水サ

ービスを提供すると共に、州内の 174 の自治体に下水サービスを提供し、710 万人の住民が

裨益している。 

 

3-3-2 C/P 候補機関組織との協議状況 

 実証機の設置、先方の負担事項について合意済みである。M/M のドラフトは提示済みであ

り、C/P の社長及び取締役より了解を得ている。 

 

 

 

 



 35

表 19: 協議状況 

現

地 

活

動 

事前調

査 

2016

年 8 月 

 

事前調査時に、提案事業について SANEPAR 研究所研究開発部長他と面談

を行った。環境負担の低減と化石燃料に依存しないエネルギーの確保を

両立する卓越した技術として強い関心が示された。さらに、SANEPAR にと

って、電気代と汚泥処理費用の軽減が大きな課題であるため、提案事業

により下水処理場の運営コスト削減が実現できる可能性が秘めているこ

とについて、大きな期待が寄せられた。 

 

案件化

調査 

2017

年 5 月 

 

案件化調査第 1 回現地調査時には、SANEPAR 研究所及び廃棄物埋立地部

門と面談を行なった。さらに取締役と面談を行い、案件化調査の概要及

び本邦受入活動の内容、ODA 案件化の概要などについて説明を行なった。

その結果、ODA 案件化に向けて強い関心が示された。第 2回現地調査時に

具体的な役割と負担事項を明記したミニッツのドラフトの提示を求めら

れた。また、機材設置の候補サイトを調査するために、SANEPAR 帯同の元、

ベレン下水処理場など数カ所訪問した。 

 

   
SANEPAR 研究所 SANEPAR 取締役面談 SANEPAR 廃棄物埋立部

門 

案件化調査第 2 回現地調査時 9 月 12 日には、President と面談を行っ

た。 

 

2017

年 9 月 

 

その際には、JICA と SANEPAR 間で本邦受入活動などを含む、下水汚泥処

理の技術的なフィージビリティスタディへの協力を示した MOU の締結を

行った。33 

                                                  
33 http://site.sanepar.com.br/noticias/sanepar-e-jica-iniciam-nova-parceria 
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（SANEPAR ホームページに掲載） 

 

また、Miniutes of Meeting のドラフトを提示し、カウンターパート

の役割と負担事項について説明を行った。特に、土地の無償提供、汚泥

の提供、電力や燃料提供、必要な人員の配置などについては、齟齬がな

いように念入りに確認を行った結果、了承を得られた。また、普及のた

めに実証結果を用いたセミナー開催時には、行政関係者や民間企業の参

加を求めたいことの説明を行った。さらに、普及・実証事業終了後に、

譲与した機材の活用とそのためのメンテナンス費用の予算化についても

依頼を行なったところ全て了承が得られた。 

  
SANEPAR 本社で対談の様子 SANEPAR 社長と 

日本総領事官邸にて 
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9 月 12 日 13 日には、機材設置の候補サイトを調査するために、

SANEPAR 帯同の元、下水処理場など数カ所訪問した。その結果、SANTA 

QUITERIA 処理場が、汚泥処理量、インフラ、設置スペース、クリチバ市

からのアクセスなどから考慮した結果有力な設置サイトだと SANEPAR 側

に伝えた。その結果、SANTA QUITERIA 処理場での実施については問題が

ないとの回答を得た。 

 

  

SANTA QUITERIA 処理場 

実証機設置場所(候補) 

SANTA QUITERIA 処理場 

実証機設置場所(候補) 

 

9 月 12 日には、クリチバ日本総領事主催の会議に、SANEPAR 側上層部

が参列した。その際にも、普及・実証事業及び提案事業の展開について強

い期待が寄せられた。 

SANEPAR 側の負担事項及び提案事業者の活動内容について理解をした上、

積極的に協力するとの意思を再確認した。 

 

2017

年 11

月 

 

・免税についての手続きなどの確認を行った。 

・実証機を動かすには、LP ガスを使用する予定だったが、今はバイオガ

スを使用したいと考えいている。バイオガスを使用できる汚泥乾燥の機

械を日本で見つけることはできないかと依頼を受けた。 

・バイオガスの活用は経験がないことを先方に伝えた。またバイオガス

の成分についてデータを後日送付することになった。 

 

 
SANEPAR 本社での面談の様子 

 

本邦

受入

活動 

2017

年 10

月 

2-2-3 記載の通り、パラナ州上下水道公社から下水処理・管理の関係者 2 

名が来日し、下水処理の現状、汚泥 乾燥処理技術や燃料化等について、

山形県庁、東北クリーン開発株式会社、山形県建設技術センター、製紙会

社工場等にて視察・研修を実施した。  
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 パラナ州上下水道公社が実証機導入を希望しているのは第一候補は Padilha Sul 処理場

である。以下に汚泥の成分を記載する。 

 

表 20：下水処理場毎の汚泥の成分 

 Santa Quiteria Atuba Sul Belem 

発熱量 2,000 〜 2,500kacl/ 

kg 

2,128 kacl/kg 4,842 kacl/kg 

灰 44 % 45 % 34 % 

C 48 % 21 % 38 % 

Cl 4% 0,7 %  

固定カーボン 6 % 14 % 11 % 

揮発性物質 56 % 40 % 56 % 

水分 5 % 7 % 8 % 

 

Santa Quiteria 処

理場 

Atuba Sul 処理場 Pdilha Sul 処理場 Belem 処理場(好気

性) 

 

また、パラナ州上下水道公社から後日入手したバイオガスの成分については以下の通りで

ある。 
表 21：バイオガスの成分 

元素記号 成分 

CO2 

（二酸化炭素） 

15% から 20% 

 

CO 

（一酸化炭素） 

平均値で 12 ppm 

 

O2 

（酸素） 

1% から 3% 

 

N2 

（窒素） 

測っていないがおそらく、平均値は、10% から 

15%  

H2S 

（硫化水素） 

Santa Quitéria 下水処理場では、900 から 

1500 ppm。3000 ppm まで達することもある。 

CH4 

(メタン) 

COD / BOD と流量によって 1日の間に変化す

る。特に雨によって変化し、50～70％と変動が

激しい。 

CL 

（塩素） 

未測定 

（出典：パラナ州上下水道公社へのヒアリング結果に基づき調査団が独自に作成） 
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 3-5 において記載するが、乾燥汚泥の発熱量が一般的に低く、メタン濃度が不安定などバ

イオガスの品質が悪く、排ガス対応においてもダイオキシンの処理など高額な費用が発生

する恐れがある。乾燥汚泥の発熱量が低い下水処理場では、乾燥燃料としての価値が乏し

い。そのため、他の下水処理場における汚泥を活用するか、発熱量の高い物質を混入させる

などの方式を検討する。さらに、これらの課題を解消するために、引き続き日本の製造会社

を探すとともに、安価で製造できる可能性を探る。また、パラナ州上下水道公社にはバイオ

ガスの使用を行わないで重油や LPG など安定した熱源を使用することを引き続き打診する

予定である。 

 

3-4 他 ODA 事業との連携可能性 
本提案事業と連携可能性のある他の ODA 事業として、上記 1-4-1 項にて言及した「パラ

ナ州上下水道システム運営・維持管理能力強化プロジェクト（以後、「当プロジェクト」と

する）」が挙げられる。 
当プロジェクトのカウンターパートは本提案事業と同一のパラナ州上下水道公社であり、

同公社の下水処理場の管理者・職員等が本邦での研修や日本人専門家の指導により獲得し

た知見と、本提案事業において普及を促す日本の技術との親和性は高く、技術への理解や受

入を促すことがより容易になると考えられる。 
一方で当プロジェクトの裨益者であるパラナ州上下水道公社の側には、当プロジェクト

の終了後も本提案事業を以って我が国の最新の下水処理技術への知見を獲得する機会が得

られることから、当プロジェクトにて移転された技術の更なる定着や知見の習得が期待で

きる。同じ上下水道分野の支援でありながら対象となる事業領域が厳密には異なるものの、

提案 ODA 案件が実現した場合には、SANEPAR を中心として当該プロジェクトとの情報共有を

することで、双方の案件において汚泥管理計画や法規制、統計・データ管理等の分野におけ

る知見や教訓の共有等の相乗効果が得られる可能性がある。 

また、これまでに対象地域にて実施された我が国の援助活動の中で、提案 ODA 案件と関連

すると思われるものの例を下表に記す。なお、表の「スキーム」列のうち、「技プロ」とは

技術協力プロジェクト、「草の根技協」とは、草の根技術協力事業（地域活性化特別枠）を

示す。 
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表 22：  提案 ODA 案件に関連する過去の主な ODA 案件一覧 

実施期間 案件名 スキーム 対象地域 

1998/01〜  

25 年据え置き 7年 

パラナ州環境改善事業 円借款 パラナ州 

1993/08～2000/08 ブラジル産業廃棄物処理

技術 

技プロ クバトン市（サンパウロ

近郊） 

2004/04～2006/03 固形廃棄物管理 技プロ サンパウロ市 

2004/09～2007/08 固形廃棄物管理プロジェ

クト 

技プロ サンパウロ市 

2007/03〜2010/07 無収水管理プロジェクト 

 

技プロ サンパウロ州 

2008/09～2011/03 サンパウロ市の固形廃棄

物管理に係る環境教育及

び社会啓発の向上 

草の根技協 サンパウロ市 

2013/03～2016/01 クリチバ市における土地

区画整理事業実施能力強

化プロジェクト 

技プロ クリチバ市 

（出典：過去の ODA 実績に基づき調査団が独自に作成） 

 

パラナ州においては、最近ではクリチバ都市計画研究所（IPPUC: Institute for Research 
and Urban Planning of Curitiba）をカウンターパートとして、「クリチバ市における土地

区画整理事業実施能力強化プロジェクト」が実施された。当該プロジェクトでは土地区画整

理事業の観点から、法制度の整備や市民向けセミナーの開催、広報・情報発信手法に関する

能力強化が IPPUC に対して行われた。かかる能力強化の方法論や事業評価から得られた教

訓等は、提案 ODA 案件においても活用できる可能性がある。 

 

3-5 ODA 案件形成における課題・リスクと対応策 
現時点で想定する ODA 案件形成過程における課題・リスクと対応策案を以下に記す。 

 

表 23: ODA 案件形成における課題・リスクと対応策案 

課題・リスク 対応策案 

バイオガスの使用に関わる

実効性について 

 排ガス規制への懸念 
煤塵を防止するためにバグフィルターの設置が必要とな

る。また SO2 への対策として脱硫装置の設置が必要とな

る。さらに、バイオガスに含まれる塩素分についてパラ

ナ州上下水道公社では未測定であるが、塩素含有が容易

に予想されるため、ダイオキシンが発生する恐れがあ

る。これらに対応するためには、設備費用が高額にな

る。また、メタン濃度が不安定などバイオガスの品質が

悪く、乾燥炉の設計が困難である。引き続き安価に対応

できる日本の製造会社を探す必要がある。また、パラナ

州上下水道公社にはバイオガスの使用を行わないで LPG

など安定した熱源を使用することを引き続き打診する。 
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乾燥汚泥について 

 

 

 

 汚泥成分への懸念 
パラナ州上下水道公社が提供したデータに基づくと、汚泥

の成分（発熱量、灰分、CL 分等）が悪いため、使用用途が、

パラナ州上下水道公社内での利用に限られる可能性があ

り、燃料としての利用も厳しい可能性がある。民間のビジ

ネス展開を考えた場合に汚泥燃料の販売を行うことが可

能であるか検証が必要である。 

許認可リスクについて  

 

環境省のみならず、州、市の環境局などの行政機関に事業

実施前に許認可について正確にヒアリングを行う。 

高率の関税により、導入機材

が当該スキームの上限を超

過する。 

予め想定される関税や州税などを含めた輸入コストを見

積もり、適正な規模での実施を図る。 

プロジェクト実施に要する

費用が、当該スキームの上限

を超過する。 

投入機材について現地生産コンポーネントの拡大等によ

るコスト節減を図ると共に、機材の規模やスコープの縮小

により、実施効果が得られる範囲でスキーム上限予算に見

合った投入計画を検討する。 

 

3-6 環境社会配慮等 
 本提案事業が汚泥の適正処理を促進する性質上、特に環境面においては事業の運営によ

る継続的な負の影響は想定しない。ただし、プロジェクトサイトの選定や汚泥の搬入や保管

等の工程、あるいは輸送中の事故等のリスク面において、環境社会配慮を要する可能性があ

ることから、本調査により当該の可能性について評価した。 

 実施にあたっては、環境省、パラナ州環境局及びクリチバ市環境局などへのヒアリングに

より、JICA 環境社会配慮ガイドラインやブラジルの基準に応じた環境・社会的影響の評価

（カテゴリ分類）を行った後、当該評価に応じて自然環境及び社会経済状況、環境社会配慮

法制度・組織、事業実施により予測される環境及び社会への影響、影響緩和策・モニタリン

グ計画等の確認・検討を行った。 

 

重要な環境社会影響項目の予測・評価及び緩和策、モニタリング計画案の作成 

 本事業を実施することによって、文化的側面（宗教、社会構造、倫理面等）に影響を及ぼ

すことは想定し難い。 

（環境社会配慮チェックリスト、環境社会配慮調査スコーピング、環境社会配慮調査におけ

る現時点で想定される代替案・影響評価は添付） 

 

 本事業において、環境・社会配慮に関係してくる点は大まかに分類すると次の 2点である。 

① 乾燥炉設置に伴う工事 

② 汚泥乾燥処理を行う現場作業時 

 

①については、設備設置に伴う大気、水、騒音等が該当する。候補立地は近隣に住民がい

ない地域を検討している。現地法制度に則り、適切な処理を行う予定である。施設建設にあ

たっては、大気汚染、水質汚濁等が発生することのないように現地法規制に適した実施を行

う予定である。また、工事中の騒音・振動が極力抑えられるように、設備建設は工場で予め

ある程度組み立てを行っておき、現場では設置作業を行う事を予定している。 
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②については、現地における廃棄物処理法などに則るが、さらに日本の厳しい基準に準拠

し、現地の状況に配慮しながら作業を進めていく予定である。関係法規だけではなく、文化

的受容性や社会的影響などについては、行政機関へのヒアリングのみならず、関係者へのヒ

アリングも可能な範囲でさらに実施したいと考えている。 

チェックリスト及びスコーピング、想定される改善策について記載を行った。（別添 2） 

 

用地取得・住民移転の規模及び現況の把握  

 現在想定しているのは SANEPAR の運営管理している下水処理場内であり、新規の用地取

得も、住民の移転も想定していない。（ビジネス展開時においては、下水処理場内の設置が

困難である場合には独自に立地を取得する必要がある。その場合には用途地区に関しては

工業地域を選定することを予定している。また、必要な敷地面積としては、1,500 坪程度で

あるが、今後の事業拡張に応じて隣地に拡張できるような敷地が望ましいと考えている） 
 
3-7 期待される開発効果 
本提案事業の実施における一連の過程で発現することが期待される開発効果を以下に示

す。 
 

表 24： 本事業実施により期待される開発効果 

 

 

 

 提案 ODA 案件の実施により期待される開発効果は、一義的には対象地における汚泥埋立

量の軽減と、それに伴う処理費用の減少である。そして、カウンターパート職員に対して、

技術移転を進めることにより、機材の適正な稼働と維持管理を自ら行えるような体制の構

築である。さらに、普及・実証事業において実証結果を用いて工場などの民間汚泥排出事業

者に対して提案技術による汚泥の燃料化についての普及を図る。民間において汚泥の削減

と燃料化が加速することにより化石燃料の削減や減容化による下水処理場及び埋立処分場

の負荷軽減といった正の影響が期待できる。 

 

過程 定性的な開発効果 定量的な開発効果
乾燥機設置・汚泥燃

料を製造

有機汚泥が再生燃料として利用される

ことにより、汚泥埋立量が減少する。

汚泥削減量、埋立処分量の減少

汚泥乾燥装置の適正

運営知識移転

機材の適切な運営維持管理の方法を習

得する。
現時点では定量的な効果は不明。技術を

習得した職員の数など。

汚泥処理に費やして

いる費用の軽減

処理費用、輸送費用の軽減 外部委託している処理費及び運搬費用と

乾燥機運営コストの差を算出。

民間事業者にデモン

ストレーション

汚泥排出業者によって、提案技術の有

効性が理解される。
現時点では定量的な効果は不明。

セメント会社などが

代替燃料として活用

汚泥燃料売却益が発生する。CO2が削

減される。

石炭などの化石燃料の削減量から算出。
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第４章ビジネス展開計画 

4-1 ビジネス展開計画概要 
「パラナ州における汚泥処理事業」を展開する方法として将来的に 2 通りを想定してい

る。 

一つは、普及・実証事業の実績を携えてカウンターパートから汚泥処理事業の運営を受託

することである。SANEPAR の管轄する下水処理場において、有機性汚泥の乾燥を行い、その

燃料を用いて発電を行い、SANEPAR の施設運営のために用いる。SANEPAR にとっては、年間

390 百万レアルに及ぶ電気代を少しでも軽減することと、汚泥の天日乾燥や輸送に関わる費

用削減が実現可能となる。SANEPAR が管轄する下水処理場のうち、大きめの下水処理場数カ

所においてボイラーを併設し発電が可能なプラントを設置し、その運営を提案事業者が行

うことを想定している。この場合には、国際競争入札が実施される可能性が高いと考えられ

る。 

もう一つは、民間企業の工場から発生する汚泥の処理を受託することにより、その処理費

を得るとともに、搬入された汚泥を燃料化し、セメント会社や製鉄所に販売する事業を想定

している。これは日本において提案事業者が実施している事業と同一である。現在、有力な

ビジネスパートナー候補 2社は、いずれも提案事業者の乾燥技術に強い関心を示している。

Cattalini 社は、SANEPAR と共同出資し、CS Bio 社を設立した。CS Bio 社はベレン下水処理

場において大規模なバイオマスガスプラントを 2017 年 9 月から運営を行っている。バイオ

マスガスの抽出過程で、残渣が大量に発生する。CS Bio 社はその残渣である汚泥の処理に

ついて燃料化を検討している。Cattalini 社からは、まずはベレン下水処理場において、提

案事業者のプラントを設置し、それをショーケースとして全国の下水処理事業を行ってい

る関係者にデモンストレーションを行いブラジル全土へ普及してみたいとのコメントを得

た。普及・実証事業の結果を Cattalini 社へ提示し、さらなる事業化への具体的な交渉を進

めてみたいと考えている。 

 

   

CS Bio 社のバイオガスプラ

ントの様子 

汚泥処理ピットの様子 Cattalini 社との面談の様

子 

 

また、大手産業廃棄物処理事業者である Solvi グループの中核企業である Essencis 社は、

大規模な埋立処分場を運営している。 

Essencis 社はミナスジェライス州に埋立地処分場を運営しており、廃棄物のうちも可燃

性のものはセメント会社に輸送している。セメント会社は 4,000kcal/kg 以上の廃棄物であ

れば 90〜100 レアル/トンで購入している。ちなみに 3,000kcal/kg〜4,000kcal/kg の廃棄

物は無償での引き取りであり、それ以下のカロリーの廃棄物であれば 90〜100 レアル/トン

を Essencis 社が支払っている状態である。Essencis 社は 1994 年に焼却炉の環境ライセン

スを取得して化学薬品などの有害廃棄物の焼却炉の運営も行っている。 
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また、Essencis 社はサンパウロ郊外に世界有数の大きさを誇る Caieiras 埋立処分場を運

営している。ここでは 10,000 トンの廃棄物を毎日受け入れている。この埋立処分場から発

生するメタンガスを抽出しそれを活用して 29.5 メガワットの発電を行っている。Caieiras

埋立処分場においては、下水処理場からの汚泥も受け入れている。提案事業者の技術に対し

ては、強い関心を持っており、共同出資を行い、利益按分を行っていきたいとのコメントを

得ている。Cattalini 社と同様に、普及・実証事業の結果を用いて、さらなる展開の可能性

を検討したいと考えている。 

 

   

メタンガス発電施設の様子
34 

Caieiras 埋立処分場 Essencis 社との面談の様

子 

 

 

以上を整理すると、想定するビジネスモデルは以下の図になる。 

 

想定するビジネスモデル 1:  

SANEPAR が管轄する下水処理場のうち、大きめの下水処理場数カ所において乾燥炉及び汚

泥燃料を原料とした発電用のボイラーを設置し、その運営を提案事業者が行うことを想

定している。（運営に関しては国際競争入札が実施される可能性が高いと考えられる。） 

 

図 10：想定するビジネスモデル 1 

 

（ビジネスモデル概要） SANEPAR から汚泥処理事業の運営を、国際競争入札を経て受

                                                  
34http://www.biogaschannel.com/en/video/landfill/6/brazil-295mw-landfill-biogas-plant-one-biggest-
wor/1222/ 
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託する。SANEPAR の管轄する下水処理場において、有機性汚泥の乾燥を行う。また汚泥

燃料を用いたボイラーを設置し、将来的にはその燃料を用いて発電を行い SANEPAR の施

設運営のために用いる。 

・ 業務内容：SANEPAR からの汚泥乾燥業務に関する業務委託。汚泥処理については処

理量に応じて委託費を受け取る仕組みを想定。 

・ 処理量： 提案事業者の日本における処理能力である日量 48 トンを初年度の受入量

として想定。（大きめの下水処理場から発生する汚泥量は処理能力を上回っているた

め、将来的な増設が想定される） 

・ 設備投資：日本における設備投資額を想定 

 

（想定する事業展開） 

・ SANEPAR の他の下水処理場において水平展開を行う。 

・ 汚泥の減容化のみならず電気代削減に寄与できるような展開を想定している。 

 

（採算性） 

・ 収益としては、汚泥処理委託費、余剰汚泥については燃料としてセメント会社に販

売した代金を見込む。 

・ 採算性分析の詳細は 4-5-2 に記載 
想定するビジネスモデル 2： 

大規模な乾燥炉設置を行うには、設備投資額が大きくなる。ビジネスパートナーとして想

定しているいずれの企業も、企業規模も大きい。提案事業者の事業規模と発生するビジネ

スリスクを勘案するに、ビジネスパートナーに提案事業者から技術指導として人員を派

遣して、ビジネスを軌道に乗せるまでをビジネスドメインにして、低リスク低リターン化

のビジネスモデル構築を目指すことを想定している。（以下のビジネスモデル 2-1 と 2-2

は、ビジネスパートナー及び当初事業展開場所の差異である） 

想定するビジネスモデル 2-1 

 
図 11：想定するビジネスモデル 2-1 
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（ビジネスモデル概要） 

民間企業の工場から発生する汚泥の処理を受託することにより、その処理費を得るとと

もに、搬入された汚泥を燃料化し、セメント会社や製鉄所に販売する事業を想定してい

る。 

  

・ 業務内容：ビジネスパートナーと共同出資して会社設立。収益は、ビジネスパート

ナーに対する技術指導（コンサルテーション）を想定。 

・ 人員配置： 1 名が常駐 

 

（想定する事業展開） 

Cattalini 社の発電施設のあるベレン下水処理場において、提案事業者のプラント

を設置し、それをショーケースとして全国展開を行う。パラナ州以外への最初の事

業展開先としては、焼却炉の設置が州の規制上可能であるサンタカタリーナ州を想

定している。 
 

（採算性） 

・ 事業としての収益としては、汚泥処理委託費、汚泥燃料販売代金を見込む。 

・ 提案事業者としての収益は、技術指導料を想定している。ビジネスパートナーへの

技術指導として人員を派遣して、ビジネスを軌道に乗せるまでをビジネスドメイン

にして、低リスク低リターン化のビジネスモデル構築を目指したい。 

・ 出資比率や事業実施体制については 4-4-1 に記載。採算性分析の詳細は 4-5-2

に記載 

想定するビジネスモデル 2-2 

 
図 12：想定するビジネスモデル 2-2 

 

（ビジネスモデル概要） 

 民間企業の工場から発生する汚泥の処理を受託することにより、その処理費を得ると

ともに、搬入された汚泥を燃料化し、セメント会社や製鉄所に販売する事業を想定して
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いる。 

  

・ 業務内容：ビジネスパートナーと共同出資して会社設立。収益は、ビジネスパート

ナーに対する技術指導（コンサルテーション）を想定。 
・ 人員配置： 1 名が常駐 

 

（想定する事業展開） 

・ Essencis 社の運営する Caieiras 埋立処分場内に汚泥乾燥設備を導入し運営する。

その後全国展開を行う。 

 

（採算性） 

・ 事業としての収益としては、汚泥処理委託費、汚泥燃料販売代金を見込む。 

・ 提案事業者としての収益は、技術指導料を想定している。ビジネスパートナーへの

技術指導として人員を派遣して、ビジネスを軌道に乗せるまでをビジネスドメイン

にして、低リスク低リターン化のビジネスモデル構築を目指したい。 

・ 出資比率や事業実施体制については 4-4-1 に記載。採算性分析の詳細は 4-5-2 に記

載 

 

4-2 市場分析 
4-2-1 マーケット分析（競合製品及び代替製品の分析を含む） 

(1) ターゲットとなる国内外の顧客 

 汚泥処理事業における顧客は、下水処理場の有機性汚泥の他に、製紙会社、食品加工会社、

繊維会社など、大量の汚泥が発生する民間企業が考えられる。クリチバを中心としたパラナ

州での汚泥処理事業を最初の市場とするが、サンパウロ州やリオデジャネイロといった大

都市圏が将来的な市場としては考えられる。これらの地域は、経済基盤が強いというだけで

はなく、最終処分場までの距離が比較的遠いことと、集約型のビジネスモデルに合致する点

からも適地であると判断した。 

 

提案企業の汚泥処理事業における主な顧客は、以下の 2者に大別される。 

①汚泥を排出し、提案企業に処理料を支払う主体：自治体が運営する下水処理場、製紙会社、

食品加工会社、繊維会社など 

 

②石炭等の代替燃料として、提案企業から汚泥燃料を購入する主体：汚泥燃料は主として製

鉄所における還元剤35およびセメント会社のボイラー燃料で使用される。またバイオマス発

電所等への販売も予定している。 

 大量の熱源を必要としているセメント会社は、石炭を購入して使用しているが、汚泥燃料

は 4000kcal/㎏程度（現在の SANEPAR の乾燥下水汚泥は 2,000kcal/㎏）の熱量であり、石炭

の 2/3 程度のカロリーを有するため、代替燃料としての活用が可能である。 

 

ブラジルにおいて汚泥燃料は殆ど認知されていないことから、汚泥燃料の製造について

の競合は現在のところ見受けられない状況である。他方、バイオガス化や単純焼却による汚

泥処理等、同様の減容化や無害化等の効果を得られる代替技術による競合や、大手の下水処

理事業を展開している大手企業等による新規参入が今後発生する可能性がある。 

                                                  
35 ケミカルリサイクル技術のひとつとして、製鉄の際に、鉄鉱石の脱酸素（還元）工程で用いられるコ

ークスの一部を廃プラスチックなどのハイカロリーなリサイクル製品で代替する技術。 

非公開 
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また、前述の通り汚泥の乾燥に使用する熱源には、重油や LPG などの安定した成分のもの

を使用すべきだと考えている。下水処理場によって大きく汚泥のカロリーが異なっている

ことが明らかになったため、今後下水処理場毎の成分分析及び季節要因がないかなどの精

査が必要であると考えている。 

  

4-2-2 ビジネス展開の仕組み 

ビジネスモデル 1においては、SANEPAR の複数の下水処理場における汚泥処理施設の運営

を展開することを想定している。また、ビジネスモデル 2におけるいずれのビジネスパート

ナー候補もサンパウロやリオデジャネイロなどの大都市圏に汚泥処理事業を水平展開する

ことを想定している。いずれも、最初の案件を軌道に乗せてから次の展開を図ることになる

が、現時点における展開計画は次の通りである。 

(ア) サンタカタリーナ州における有害廃棄物の焼却処理事業 

提案企業は大型の焼却炉（処理量 80 トン/日）を運営しており、その焼却炉の廃熱を利用

した汚泥乾燥システムにより汚泥燃料を生産している。廃酸、化学薬品、感染性廃棄物など

の有害廃棄物の処理を行い、同時に廃熱を利用した汚泥処理の事業化を検討している。パラ

ナ州においては、焼却炉設置には許認可取得に関しては困難であることを、関係行政機関に

おいて確認を行った。隣接するサンタカタリーナ州においては、焼却炉が設置されているた

め、有害廃棄物の処理とその廃熱を利用した汚泥燃料事業の展開を想定している。 

 

（イ）大都市圏への汚泥処理事業の水平展開 

 本調査によりサンパウロなどの大都市圏においても、汚泥処理については同様の課題を

抱えていることが判明した。ビジネス展開は ODA 案件（普及・実証事業）終了後の 2022 年

以降（現在から約 4年後）を開始目標としている。普及・実証事業時にサンパウロなどの動

向を継続的に比較調査し、水平展開の決定をする。 

 

4-2-3 想定されるビジネス展開の計画・スケジュール 

 本ビジネスは ODA 案件終了後の 2022 年以降（現在から約 4年後）に開始目標としてい

るが、近年の発展速度を踏まえると汚泥処理を取り巻く環境は大きく転換していると想定

される。普及・実証事業時にサンパウロの動向を継続的に比較調査し、水平展開の可能性

を探る。 

今後の海外ビジネスの事業化に向けたスケジュールを以下に示す。 

 

表 25：事業化のスケジュール 

段階 開 始

年 

内  容 

調査段階 2017

年～ 

2020

年 

案件化調査 （2017〜2018）、普及・実証事業(2018〜2020) 

検討・準

備段階 

2021

年～ 

2022

年 

進出形態・出資規模の決定、事業計画の策定、パートナー企業との交

渉、会社設立、政府機関への手続き、人材の確保・研修、工場建設、

機械設備の導入、販路開拓 

操業段階 

(導入期) 

2022

年～ 

操業管理、受注先・販売先の拡大、経営管理体制の構築、労務管理、

現地スタッフの能力強化 

非公開 
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4-2-4 ビジネス展開可能性の評価 

 現地からのニーズにより以下のようなニーズを確認している。ビジネスパートナー候補

や、ニーズに基づいた採算性分析については、4-4 及び 4-5 を参照のこと。 

 

表 26：ニーズ確認内容 

組織名 ニーズ 想定する役割 

SANEPAR 

 

 

 

 

・SANEPAR 全体の電気代は、年間 390 百万レアルであり、

電気代軽減を行いたい。 

・有機性汚泥の有効活用を行いたい。 

・有機性汚泥の天日乾燥の費用を削減したい。 

・有機性汚泥の最終処分場への輸送費及び処理費を削減

したい。 

・汚泥に関しては、緊急な対策が必要である。連邦政府環

境省も汚泥問題の解決を強く望んでいる。 
・提案事業はこれらのニーズに応えるものであり、推進

が望まれる。ビジネス展開においては、競争入札になる

と思う。普及・実証事業において、提案事業の競争優位

性について実証を行って欲しい。 

ビジネスモデ

ル１ 

SANEPAR の管

轄する下水処

理場におい

て、有機性汚

泥の乾燥を行

い、その燃料

を用いて発電

を行い、

SANEPAR の施

設運営のため

に用いる。 

 

サンパウロ

州基礎衛生

公 社

(SABESP) 

 

・BARUERI 処理場で、処理業者に汚泥 500 t /日を渡し、

バイオガスを 10 万 m3提供する。(2017 年 9 月から入札を

開始予定だったが、実際入札が遅れている。一番安い入

札価格は、汚泥 1t あたり 209 レアル SABESP が払い 2MW

の発電をする)将来は発電事業をさらに展開していきた

い。 

・サンパウロ州メトロポリタンエリアの汚泥処理料は、

SABESP が廃液を処理することで相殺している。埋立て代

80 レアル/ t ＋ 運搬費 (道の悪い沿岸部の運搬費は高く

つく) 日本は約 550 レアル/ 1t である。そのため、汚泥

処理費用の軽減は急務であると考えている。 

・提案事業はこれらのニーズに応えるものであり、推進

が望まれる。 

ビジネスモデ

ル１の水平展

開先として想

定 

SABESP の管轄

する下水処理

場において、

有機性汚泥の

乾燥を行い、

その燃料を用

いて発電を行

い、SABESP の

施設運営のた

めに用いる。 

 

AMBSERV 社 ・SANEPAR の上廃水などを引き取っている関係ですでに取

引関係がある。 

・廃棄物処理事業の業務拡大を目指しており、提案事業

については、パラナ州においては強いニーズがあると考

えており関心がある。今後ビジネス化を前提とした協議

を続けたい。 

ビジネスパー

トナー候補と

して想定 

Cattalini

社 

・世界中の下水処理技術を調査してきた。汚泥乾燥に関

しては、特にヨーロッパの技術に目を向け 10 社以上訪れ

リサーチした。しかし、汚泥の燃料化についてどこも採

算性が取れていない状態だった。採算が取れる東北クリ

ビジネスモデ

ル 2-1 のビジ

ネスパートナ

ーとして想定 

非公開 
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ーンの技術に大変興味がある。 

・ベレン下水処理場の Biogas 施設では、汚泥と有機性廃棄

物を混ぜ、ガスを発生させて、発電する。その結果最終的

に液体肥料ができる。90%の液体部分は EMATER が肥料とし

て使用する予定である。10%の固形物 (含水率 90%) は、脱

水した固形物 (含水率 30% )は発電機の熱で乾燥した汚泥 

(含水率 10%) をセメント工場の燃料として使用する予定

である。Cattalini 社との共同事業を行い、まずは東北ク

リーンの乾燥技術をベレン下水処理場の残渣物で燃料化

を共同で行うことを提案したい。共同出資で会社を設立

し、プロフィットシェアリングしたいと考える。 

Essencis

社 

・カイエラス Caieiras SP 処理場は 1万 t /日(30 万/月)

処理し、処分費 20 レアル/1t で産廃と一般廃棄物を受け入

れている。SABESP バルエリ処理場から含水率 90%の汚泥を 

1 万 t / 月受入れている。 

・東北クリーンの汚泥乾燥技術に大変興味がある。これら

の処理場において共同で事業展開をできないか検討した

い。 

ビジネスモデ

ル 2-2 のビジ

ネスパートナ

ーとして想定 

カフェイグ

アス / 丸

紅 
 

・汚泥をできるだけ乾燥させ、保管しているのが悪臭が問

題である。また輸送コストが課題である。 

・コーヒーを沈殿分離する時、塩化鉄を加えるが、ボイラ

ーの配管の内部を腐食する為農業用の肥料として使用し

ている。 

・これらの問題を解決できるのであれば、燃料化の促進が

可能となるので興味がある。 

・コーヒーかすの予備乾燥にも提案技術を活用する可能性

がある。 

汚泥排出企業

候補として想

定 

住友商事 
 

・今後もブラジルで民営化される上下水処理場の買収を

実施していく方針である。 
・東北クリーンの汚泥乾燥技術によって、処理場の電気

代節約や負荷軽減につながるのであれば興味がある。 
・今後も事業展開について進捗を知りたい。 

ビジネスモデ

ル１の水平展

開先として想

定 

住友商事が買

収した下水処

理場におい

て、有機性汚

泥の乾燥を行

い、その燃料

を用いて発電

を行い、施設

運営のために

用いる。 

 
4-3 バリューチェーン 
4-3-1 販売計画 

 ビジネスモデル 1においては、汚泥燃料は提案事業者が発電用に使用し、電力を SANEPAR

に提供する。 ビジネスモデル 2においては、製造した汚泥燃料の販売に関しては製鉄所お

非公開 
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よびセメント会社などへの販売を予定している。汚泥処理量は初年度日量 48 トン（乾燥機

の容量としては最大 70 トンを想定している）とし、処理費は 6.5 円/kg、汚泥燃料販売価格

は 3.5 円/kg を想定している。処理費用を現状よりも低く抑えることに寄与することによ

り、汚泥の調達を行いやすくする。また、石炭価格に対してカロリーベースで等価以下にす

ることで、販売を行いやすくする。 

 

4-3-2 原材料等調達計画 

ビジネスモデル 1においては、原料となる汚泥に関しては比較的容易に調達ができると考

えている。SANEPAR と連携して同社が運営する下水処理施設から調達を行なう他、民間大型

施設（製紙会社など）から汚泥回収を行なう事を予定している。 

ビジネスモデル 2においては、合弁会社においてビジネスパートナーが中心となり汚泥の

調達を行う予定である。汚泥の調達のための収集運搬に関しては、収集運搬車数台を自ら保

有するか、現地の収集運搬業者に委託する 2通りが考えられるが、調査の結果いずれの対応

に関しても大きな問題はないと考える。よって、設備設置場所と回収場所に応じた対応を予

定している。 

乾燥機については、核となる基盤類は日本からの輸出を想定しているが、効率な関税率な

どを勘案し、躯体部分に関しては、現地における製造会社（CARBO GAS 社）などに委託する

ことを予定している。更に、将来的には現地でボイラー製造・販売普及を行えるよう、提案

企業エンジニアによる技術供与も行い、提案企業と現地パートナーの共同による収益活動

の一端となればと考える。 

 

4-3-3 生産計画 

普及・実証事業時における SANEPAR 及びビジネスパートナー候補と相談の上、汚泥処理量

を決めて、それに応じた機材の選定を進める。提案事業者が日本で行っている汚泥処理量は

日量 48 トンである。ビジネスモデル１及びビジネスモデル 2-2 においては、同等もしくは

それ以上の処理量を想定している。また、ビジネスモデル 2-1 においては、まずはベレン下

水処理場で発生している汚泥処理を行うため、日量 20 トン〜30 トン程度の処理量を想定し

ている。 

乾燥炉に関しては、躯体部分の材料は現地で入手が可能であることを確認した。材料の入

手とその加工もビジネスパートナー企業を通じて可能である。またメンテナンスに必要な

資機材の入手も可能である。ビジネス展開時における、乾燥炉の製造については、基盤部分

などは日本から輸出を行うが、躯体部分については効率の関税を避けるためにも現地での

生産委託を、乾燥炉メーカーを通じて依頼することを想定している。 

生産計画及び採算性については 4-5-2 に示す。 

 

4-3-4 人員計画 

社員の派遣計画、現地従業員の雇用計画、人材研修計画を以下に示す。日本の本社からは

製造の専門家 1名を派遣し、現地従業員の育成を行うとともに、現地従業員の管理者クラス

には本社で研修を毎年行う。 
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表 27: 人員計画 

 

 

ブラジルでの現地化・融合を念頭に、日本からの技術移転を進め、自立した運営を行うこ

とを目指したい。従業員の教育を初年度実施し、基軸となる現地スタッフの育成を進めたい。

当初は、日本からの技術者の派遣と、連携予定のビジネスパートナー企業との両軸で進めて

いく予定である。要員に関しては、事業全般を管理する管理者を日本から 1名、営業を行う

担当者を現地で 2 名、運営・メンテナンスなどを行うワーカーを現地で 4 名程度雇用する

ことを想定している。 

人材育成計画については、設備の製造方法、取扱方法及びメンテナンス方法等の従業員へ

の教育が必要である。作業工程及び営業についての教育は、簡易化されたマニュアルや啓発

のためのパンフレットなどを作成し、現地ビジネスパートナーのリソースを活用して、現地

に合致するような営業方法について極力マニュアル化する予定である。訓練に関しては OJT

を提案企業の技術者が現地で行い、現地スタッフに対し 3 ヶ月程度の訓練期間を設ける予

定である。また、これらの教育・訓練手法に加えて、将来的には幹部候補生を提案企業の本

社工場に招聘し日本での 1 ヶ月程度の研修を実施する予定である。ブラジルは殆どの企業

が労働問題を抱えている。労働者や企業を訴えることが多発しており、その対策は当初から

念入りに行わなければならない。役員を除く賃金労働者のうち、従業員数ベース及び支払給

与額ベースで 3分の 2以上は、ブラジル人労働者でなければならない（統一労働法第 352 条

及び第 354 条に記載）といった規則のほか、勤務時間や残業手当の支払いなどの細則をあら

かじめ取り決め、遵守することが求められる。事業開始時には、ブラジルの労働問題に明る

い日系人が経営する法律事務所（サンパウロの二宮法律事務所）を活用する予定である。 

 

4-4 進出形態とパートナー候補 
4-4-1 事業実施体制 

企業形態としては、東北クリーン開発の現地法人をまずは立ち上げて、その現地法人と、

パートナー企業とで JV 企業（株式会社を予定）を作る予定である。廃棄物処理事業の主な

収入源は、廃棄物処理費と汚泥燃料の販売である。処理原料を入手し、処理費を得るには現

地に根付いた現地廃棄物処理事業者との連携が極めて重要になると考えている。そのため

ビジネス展開する際には、次のような実施体制を予定している。ビジネスパートナー企業と

しては、前述の通り Cattalini 社もしくは Essencis 社を想定している。今後の展開方法に

ついては、引き続き協議を続ける予定である。いずれも企業規模が大きく、そして想定する

事業の投資規模が大きいため、出資比率については提案事業者の比率が少ないことを想定

している。提案事業者の現地法人をまずは立ち上げて、その現地法人とビジネスパートナー

企業とで、JV 企業（株式会社を予定）を作ることを検討している。JV 企業を設立する際の

社員の派遣計画及び現地従業員の雇用計画

項目 初年度（人） 2年目 3年目 4年目 5年目

（日本からの派遣） 1 1 1 1 1

現地従業員

現場スタッフ 4 8 8 8 8

営業スタッフ 2 3 4 4 4

合計 7 12 13 13 13

人材研修

クラス 人数（初年度） 研修要否 備考 実施頻度 コスト（年間/円）

管理者クラス（日本からの派遣） 1人 不要 日本の本社幹部スタッフのため不要 n.a. n.a.

現場スタッフ 4人 必要 技術指導（日本への研修受け入れ） 年1回 1,600,000

営業スタッフ 2人 必要 勉強会等 毎月 500,000

職務内容

事業全般管理

製造及びメンテナンス業務

製品知識、営業手法
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出資比率は出資金額に応じるが、提案事業者の保有比率は 20%〜30%程度を予定している。 

初期投資額の多くは設備投資に当てられるが、出資比率に応じて負担することを想定し

ている。提案事業者はむしろ、汚泥燃料製造にあたってのこれまで蓄積した知見を活かし、

ビジネスパートナーに対する技術供与を行うことを中心とした役割を担うことを想定して

いる。 

 

図 13: 事業実施体制図 

 

4-4-2 現地パートナー企業の概要 

ビジネスパートナーとしては、Cattalini 社及び Essencis 社を想定している。 

Cattalini 社は 1984 年に設立されたパラナ州パラナグアに本社を置く、ガスプラントなど

の運営を行っている企業である。 

 

 
写真：Cattalini 社運営施設例 

 

Essencis 社は、大手産業廃棄物処理事業者である Solvi グループの中核企業である。 

Solvi グループは 4つの事業会社で構成せれており、Essencis 社は埋立事業を行ってい

る。その他に Oranosolvi 社が有機性肥料の製造を行っている。また Koleta 社が産業廃棄

物の収集運搬を行っている。GRI 社が工場における廃棄物管理のコンサルティング事業を

行っている。Solvi グループは、ブラジルを代表する廃棄物処理事業者であり、19,000 人

以上の従業員を雇用している。Essencis 社は、サンパウロ州、リオグランデドスル州、サ

ンタカタリーナ州、パラナ州、リオデジャネイロ州、ミナスジェライス州の各地に埋立処

分場を運営している。前述の通り、既に Essencis 社はミナスジェライス州に埋立処分場
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を運営しており、廃棄物のうちも可燃性のものはセメント会社に高カロリーのものを燃料

として販売している。さらに、Caieiras 埋立処分場において、下水処理場からの汚泥も受

け入れているとともに、メタンガスを抽出し発電事業を展開している。 

Cattalini 社と同様に、普及・実証事業の結果を用いて、さらなる展開の可能性を検討し

たい。 

さらに、規模は小さいが、現地廃棄物処理事業者（AMBSERV 社）もビジネスパートナー候

補として検討している。AMBSERV 社は、中間処理施設運営を行っており、オペレーターとし

てのノウハウを有しているが、オートクレーブの運営のみを行っており炉についての知見

がない。今後は技術移転が可能かどうかや出資比率などについて協議を進めたい。また日伯

商工会などと相談しながら最適なパートナーを選定したい。 

 

4-5 収支計画 
4-5-1 事業費積算 

投資計画・資金計画を以下に示す。 

 

表 28: 投資・資金計画 

初期投資（千円） 
自己資金 

（千円） 

借入金 

（千円） 
建物建

設費 
乾燥機 その他 営業車 

運転資金 初期投資

合計 

10,000 200,000 5,000 3,000 30,000 248,000 150,000 98,000 

 

  

4-5-2 採算性分析 

 前述したビジネスモデル基づき、シナリオ別に採算性分析を実施した。 

 
ビジネスモデル１  

シナリオの前提 
・ 業務内容：SANEPAR からの業務委託。SANEPAR 管轄の下水処理場内において提案事業者

の資金により乾燥設備を設置する。汚泥処理については処理量に応じて委託費を受け

取る仕組みを想定。 

・ 処理量： 提案事業者の日本における処理能力である日量 48 トンを初年度の受入量と

して想定。 

・ 設備投資：日本における設備投資額を想定 
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表 29： ビジネスモデル 1の事業計画 

 

 

FIRR は 7.16%であり初年度から黒字を達成する。 

 

ビジネスモデル 2 

シナリオの前提 
・ 業務内容：ビジネスパートナーと共同出資して会社設立。収益は、ビジネスパートナ

ーに対する技術指導（コンサルテーション）を想定。 
・ 人員配置： 1 名を常駐させる。さらに日本からの出張者を 1名常に配置する。 

 
表 30： ビジネスモデル 2の事業計画 

 
 

 

項目 稼働日数 330 日

収入(単位千円） 備考

内訳 単位 単位 単位 単位 単位

【売上高】 処理費 102,960 千円 102,960 千円 102,960 千円 102,960 千円 102,960 千円
汚泥処理量 15,840 トン/年 15,840 トン/年 15,840 トン/年 15,840 トン/年 15,840 トン/年
燃料販売 12,672 千円 12,672 千円 12,672 千円 12,672 千円 12,672 千円

燃料販売量 3,168 トン/年 3,168 トン/年 3,168 トン/年 3,168 トン/年 3,168 トン/年

売上高合計 115,632 千円 115,632 千円 115,632 千円 115,632 千円 115,632 千円

【販売費及び一般管理費】

燃料費,メンテナンス費 25% 28,908 千円 28,908 千円 28,908 千円 28,908 千円 28,908 千円

給与（営業員） 12,800 千円 14,628 千円 16,629 千円 17,627 千円 18,685 千円

旅費交通費 1,200 千円 1,200 千円 1,200 千円 1,200 千円 1,200 千円

通信費 1,000 千円 1,000 千円 1,000 千円 1,000 千円 1,000 千円

交際費 100 千円 150 千円 200 千円 200 千円 200 千円

その他（人材育成など） 2,100 千円 2,100 千円 2,100 千円 2,100 千円 2,100 千円

減価償却 20,925 千円 20,925 千円 20,925 千円 20,925 千円 20,925 千円

販売費及び一般管理費合計 67,033 千円 68,911 千円 70,962 千円 71,960 千円 73,018 千円

営業利益 48,599 千円 46,721 千円 44,670 千円 43,672 千円 42,614 千円

【営業外費用】支払利息 3,920 千円 3,528 千円 3,136 千円 2,744 千円 2,352 千円

経常利益 44,679 千円 43,193 千円 41,534 千円 40,928 千円 40,262 千円

税引前当期純利益 44,679 千円 43,193 千円 41,534 千円 40,928 千円 40,262 千円

借入金元本返済

 10年で分割払いと仮定金利4% 9,800 千円 9,800 千円 9,800 千円 9,800 千円 9,800 千円

借入金元本残高 88,200 千円 78,400 千円 68,600 千円 58,800 千円 49,000 千円

設備残存価値 111,875

cashflow (218,000) 55,804 54,318 52,659 52,053 51,387

IRR 5年 7.16%

初期 単位　（千円）

初期投資 処理費用 6.50 17,520 現状の処理費の 75% 12.13 円/kg

設備投資 218,000 汚泥燃料販 3.5 円/kg 現状の処理費 処理場内O& 4.63 円/kg

運転資金 30,000 輸送費 3.60 円/kg

自己資金 150,000 埋立処分費 3.90 円/kg

借入金 98,000 借入金利 4 % 国内取引銀からの円貨での調達を想定

前提条件

初年度 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目

事業計画書 稼働日数 365 日

収入(単位千円） 備考

内訳 単位 千円 生産量(ton) 千円 生産量(ton) 千円 生産量(ton) 千円

【売上高】 技術指導料 28,000 千円 29,400 千円 30,870 千円 32,414 千円 34,034 千円

売上高合計 28,000 千円 29,400 千円 30,870 千円 32,414 千円 34,034 千円

【販売費及び一般管理費】

給与（指導員） 11,000 千円 11,550 千円 12,128 千円 12,734 千円 13,371 千円

住居費 2,400 千円 2,400 千円 2,400 千円 2,400 千円 2,400 千円

旅費交通費 補助員の出張 1,200 千円 1,200 千円 1,200 千円 1,200 千円 1,200 千円

通信費 500 千円 500 千円 500 千円 500 千円 500 千円

交際費 200 千円 200 千円 200 千円 200 千円 200 千円

販売費及び一般管理費合計 15,300 千円 15,850 千円 16,428 千円 17,034 千円 17,671 千円

営業利益 12,700 千円 13,550 千円 14,443 千円 15,380 千円 16,364 千円

【営業外費用】支払利息 2,400 千円 2,160 千円 1,920 千円 1,680 千円 1,440 千円

経常利益 10,300 千円 11,390 千円 12,523 千円 13,700 千円 14,924 千円

税引前当期純利益 10,300 千円 11,390 千円 12,523 千円 13,700 千円 14,924 千円

借入金元本返済

 10年で分割払いと仮定金利4% 6,000 千円 6,000 千円 6,000 千円 6,000 千円 6,000 千円

借入金元本残高 54,000 千円 48,000 千円 42,000 千円 36,000 千円 30,000 千円

初期 単位　（千円）

初期投資

出資 100,000

自己資金 40,000

借入金 60,000

第１期 第２期（前年の5%up） 第3期（前年の5%up） 第4期（前年の5％up） 第5期（前年の5％up）
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4-5-3 資金調達計画 

 資金調達は、円貨建ての銀行借り入れを中心に行う事を予定している。 

ビジネスモデル 1においては、総額は 268 百万円を予定している。自己資金以外の部分は

銀行借り入れを予定している。ブラジルでの高金利での資金調達は、収益を圧迫する大き

な要因となっており、事業採算性を向上する為には、円貨で低金利の借り入れを行い、ブ

ラジルへの投資を行う前提で検討している。 

ビジネスモデル 2においては、ビジネスパートナーとの合弁会社設立に対する出資金を想

定している。ビジネスパートナーとの出資比率の交渉によるが、20%〜30%を想定してい

る。（事業計画においては 20%を想定している） 

 

4-6 想定される課題・リスクと対応策 
4-6-1 想定される課題 

 ビジネスモデル 1に関しては、SANEPAR からの業務委託になるため、国際競争入札にな

る。そのため、落札できると言う確約がない中で、提案事業者の技術力と採算性について

差別化を進める必要がある。 

 ビジネスモデル 2に関しては、ビジネスパートナーの企業規模が大きいため、出資比率

や体制面で、主導権を取ることは困難である。また、ビジネス展開をしていくためには、

追加的な出資を求められる可能性がある。提案事業者の事業規模から勘案するに、技術指

導として人員を派遣して、ビジネスを軌道に乗せるまでをビジネスドメインにして、低リ

スク低リターン化のビジネスモデル構築を目指したい。また将来的に、焼却炉からの廃熱

を利用することを検討しているが、焼却設備設置に関する環境ライセンスの取得に掛かる

時間が課題となる。州や市によって状況が異なるが、許可が下りるまでに数年を要するこ

とが想定される。 

さらに、設備投資に関しては、日本からの制御盤などの輸出に関しては関税手続きを迅

速に行うため、提案企業と取引関係のある大手輸送会社と連携しながら進める。 

乾燥炉設置に関しては、現地の建設会社やビジネスパートナー企業と連携しながら、諸手

続きを進める予定である。 

 

4-6-2 リスクと対応策 

想定される主な課題・リスク及び想定する対応策案を以下に記す。 

 

表 31: リスクと対応策 

区 分 リスク 備考・対 応 策 

法規制、税制 法令違反・課徴

金の発生、労働

訴訟の発生等 

統一労働法（CLT）第 352 条及び第 354 条によれば、

役員を除く賃金労働者のうち、従業員数ベース及び支

払給与額ベースで 3 分の 2 以上は、ブラジル人労働

者でなければならないとしている。上記の様に順守す

べき関連法規について本調査を以って明らかにした

上、実施段階においては雇用契約の法務相談等によ

り、契約締結及び管理に細心の注意を払う。 

労務、社内管理 文化・習慣の相

違によるトラ

ブル 

同一国内でも地域的に文化が大きく異なる場合があ

るため、本調査の対象地域の習慣等を事前に把握し、

現地スタッフの雇用等においても慎重に検討する。 

ビジネス 

パートナー 

資材・役務の調

達困難 

日本で容易に調達できた資機材・サービス等が現地で

は調達できず原価や経費の高騰を招くリスクがある

非公開 
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ことから、現地でどのような作業を行い、それには何

が必要なのかを本調査で十分確認する。 

知的財産 商標・特許出願

の遅れによる、

競合他社によ

る模倣や不正

取得の発生 

知的財産権および技術の国際貿易の保護に関し、国際

分類に関する 1971 年のストラスブール協定がブラジ

ルで適用される。商標の申請から登録完了に約 5～6

年を要すると言われている。競合他社による不正な商

標や特許の使用・取得を抑止するため、事業実施時に

は現地の弁理士等への相談を検討する。 

環境社会配慮 周辺住民の反

対や環境訴訟

の発生による

操業の遅延・中

止 

施設建設にあたっては、大気汚染、水質汚濁等が発生

する事のないように現地法規制に適した実施を行な

う予定である。また、工事中の騒音・振動が極力抑え

られるように、設備建設は工場で予めある程度組み立

てを行なっておいて、現場では設置作業をサポートす

る事を予定している。また悪臭、土壌汚染などが発生

しないように配慮を行なう。本提案事業実施の適地と

しては、既設下水処理施設や、用途地区では工業地域

に指定された地域の選定を行なう予定である。また、

近隣に住民がいない、住民移転を伴わないなどの社会

環境への配慮が必要であると考える。EIA は申請が必

要であるが、事前にヒアリングを行なった所特別な問

題はないと考えられる。 

 

4-6-3 許認可及び環境社会配慮 

 乾燥炉の設置及び運転に関しては環境ライセンス認可が必要である。環境ライセンスは、

連邦政府ではなく各地方行政の環境局が管轄している。パラナ州においては、2002/316 の

焼却関連設備に関する法律に基づき環境ライセンスが必要であり、工業地帯にしか設置で

きないと規定されている。SANEPAR の下水処理場においてはすでに環境ライセンスを取得し

ているため、乾燥炉の設置に関しては、環境ライセンスの一部変更のみで済むことを確認し

た。ビジネス展開時に、新たに土地の取得を行い、乾燥炉を設置する時には、新規で環境ラ

イセンスの取得が必要となる。環境ライセンスの取得は、州によっても、事業規模によって

も掛かる時間が異なる。現地の建設会社やビジネスパートナー企業と連携しながら、諸手続

きを進める予定である。 

また、ビジネス展開時においては環境影響評価(EIA: Environmental Impact Assessment)

を取得する必要もある。 

EIA も同じく州の環境局が管轄している。パラナ州環境局へのヒアリングによると設備の

大きさによって取得期間に差異はあるものの、EIA の仮発行まで 1年程度必要である。ブラ

ジルにおける EIA 制度に関わる主要な法規としては、「連邦憲法第 225 条」、「環境基本法

第 9 条」、「連邦命令 88,351/ 83 の第 48 条」、及び「CONAMA 決議書 01/86」がある。 

 環境ライセンスは、環境への負荷を与える事業として、大きなインフラ事業のみならず、

製造業や農業などすべての事業が対象となっている。事業計画時、着工前、操業前の 3段階

において、適切な対策がとられているかを確認し、認可をそれぞれ与える制度である。環境

ライセンスは持続可能な開発を達成する上で、環境・社会・経済の三つの要素にバランスが

求められている。 

 

 

 

非公開 
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4-7 期待される開発効果 

提案企業が提供しうる解決策と開発効果を以下に示す。 

 

 

図 14： 開発課題と提案企業が提供しうる解決策 

 

ビジネス展開が実現した場合において主に想定される計量可能な開発効果としては、化

石燃料の削減と CO2 の削減の 2 点が考えられる。新規に乾燥機を導入した場合の数値を以

下のとおり算出した。 
 
シナリオの前提： 

・ 汚泥処理量は日量 48 トン 年間 15,840 トン 

・ 乾燥機の価格は 2.18 億円（日本国内での価格）、汚泥を含水率 10%まで乾燥させて 

製造できる汚泥燃料は日量 9.6 トン、 年間 3,168 トンである。 

・ 汚泥燃料は製鉄所におけるコークスの代替や、セメント会社などで石炭の代替と 

して使用される。 

・ CO2 削減量としては排出係数を 2.4 トン/トン-CO2 とする。 

 

表 32： 期待される開発効果 

乾燥機スペック 汚泥燃料製造量 化石燃料削減量 CO2 削減量 

48ｔ／日 9.6ｔ／日 6.4ｔ／日 15.4ｔ／日 

15,840ｔ／年 3,168ｔ／年 2,112ｔ／年 5,621ｔ／年 

（出典：機材のスペックに基づき調査団が独自に作成） 

 

さらに、ビジネス展開が実現した際には、汚泥の有効活用が進むことにより、下水の適

正処理が進むことが想定される。前述の通り、ブラジルにおいて適正処理された排水は全

排出量の 42.7%に過ぎず、処理容量の不足や不適正な処理による土壌汚染や水質汚染等の

諸問題について抜本的な解決策を見出せずにいる状態である。また、サンパウロ州及びパ

ラナ州においては、集められた下水の 70%〜80%が処理されているが、残りは河川や海洋に

放流されている状態である。下水処理により汚泥が発生するが、その汚泥が価値のあるも

のに生まれ変わることにより適正処理が加速し、土壌汚染や水質汚染が軽減される可能性

が高い。 
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4-8 日本国内地元経済・地域活性化への貢献 
(1) 現時点での日本国内の地元経済・地域活性化への貢献 

① 山形県解体工事業協会に加盟し、事務局（提案企業会長 井上尚が会長）を担ってお

り、山形県及び県内各市町村との災害時の支援に関する協定の締結や、行政主催の防

災訓練に重機、車両、人員の派遣等参画を行っている。 

② 行政、民間企業、諸団体を問わず施設見学を行っている。JICA 草の根技術協力事業に

係る視察研修で、提案企業を見学されるなど、環境意識の啓発の為積極的な施設公開

を行っている。 

③ 全国産業廃棄物連合会より、廃棄物処理の業績に対して優良事業所表彰を頂いてい

る。 

 

(2) 本調査及び提案事業の実施で見込まれる日本国内の地元経済・地域活性化 

② 産業廃棄物処理・リサイクル業は、多くの設備・機材を使用する。ODA 案件及びその後

のビジネス展開により、乾燥機をはじめとする、提案企業が運用する各種廃棄物処理シ

ステムの設備を製造、販売している国内企業への裨益が見込まれる。 

② 海外業務サポート人員の強化により国内における雇用を創出するとともに、現地人材

の本邦受け入れ研修制度を積極的に実施することで、人材交流促進による地域活性化

が期待される。 
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Summary 
 
I Current Situation in the Target Country 
 
(1) Development issues in the target country/area 

Proper treatment of waste water is becoming a serious issue in Brazil, and according 
to the National Sanitation Information System（Sistema Nacional de Informações sobre 
Saneamento: SNIS）only 42.7% of all waste water in Brazil is properly treated as of 
2015. Fundamental solutions to soil and water contamination from lack of treatment 
capacity and improper treatment have not been attained. The cause of water 
contamination can be attributed to industrial waste water, agricultural waste water, 
and urban sewage from households and businesses. Regulations require industrial 
waste water to be treated in-house but weak implementation of these regulations is 
resulting in contamination. Also, studies on the level of contamination throughout 
Brazil have been insufficient. In San Paolo State and Parana State, 70~80% of waste 
water is being treated but the rest is discharged untreated into river systems and 
oceans. Furthermore, lagoon treatment and anaerobic treatment is mainly used in 
Brazil, and high maintenance costs have limited the use of active sludge treatment 
which is considered more effective.  

Currently in Brazil, organic sludge from sewerage treatment plants (STPs) is 
generally de-watered, sun-dried and then disposed of at landfill sites. This is an 
inefficient and costly process due to the remote location of landfill sites resulting in 
high transport costs, and the high water content of the sludge requiring long drying 
time in addition to the manpower used for the manual sun-drying process. The system 
of producing organic sludge based fuel that the proposing company, Tohoku Clean 
Development (“TCD”) has been operating in Japan, has been under research but not 
yet been adopted in Brazil. Parana State Sanitation Company (Companhia de 
Saneamento do Parana: SANEPAR), the government entity that manages all water 
supply and sewage systems in Parana State, currently does not have any experience in 
the machine drying of sludge and has not examined the potential for utilizing sludge to 
produce fuel that can be used by cement manufacturers and steel mills. SANEPAR has 
expressed strong interest in this technology that can contribute towards reducing the 
environmental burden of sludge disposal and can also provide a new renewable energy 
source, and they require assistance to allow accelerated adoption of these technologies. 

 

(2) Development plans, policies and legislation regarding the development issues 
Basic legislation in the environmental area 

Legislation No. Content 

Federal Minister No. 

053/1979 

First law regarding final treatment and disposal of 

solid waste 

CONAMA No. 06/1988 Law on permissions and management of enterprises 

generating hazardous industrial waste 

CONAMA No. 283/2001 Law on medical waste treatment and disposal 

CONAMA No. 307/2002 Standards applicable to construction waste management 
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CONAMA No. 316/2002 Standards on heat treatment of waste 

CONAMA No. 316/2002 Law on treatment and disposal of waste from health and 

medical related institutions 

NBR12.980 Law on urban solid waste collection, sanitation and 

warehousing 

NBR 8.419 Standards for urban solid waste final landfill sites  

NBR10.004 Categorization of solid waste 

NBR10.005 Standards on leachate treatment 

 

National development plan 
In 2011, the Environment and Sanitation Department of the Ministry of Urban 

Affairs set a target of achieving 100% water supply and sewerage connection within 20 
years in its national basic sanitation plan. Subsequently during 2011 to 2014, the 
equivalent of 1.5trillion yen has been invested in the water sector based on “Growth 
Acceleration Plan PAC2”. A subsequent plan was announced in 2013 based on updated 
analysis, targeting 99% of water supply service coverage and 92% sewerage service 
coverage by 2033, with a planned combined investment budget of 18.6 trillion yen from 
the public and private sectors. 

 

Relevant policies and legislation at the municipal levels 
In Parana State, September 15th is designated as the “Day to promote water 

consumption reduction, water treatment efficiency, and prevention of water 
contamination” by legislation number 18,900. Other legislation includes Order 6674 
stipulating control of waste related contamination and SEMA54 stipulating air 
pollution control. 

 
(3) Analysis of business environment in the target country  

Investment Environment 

There are no investment incentive schemes for foreign businesses. There are 
government schemes to provide tax incentives in the industrial sector and technological 
development programs, but none apply to TCD’s proposed project. 

 
Environmental impact assessment 

An Environment License is necessary to operate waste treatment enterprises. The 
Department of Environment at each Municipal level holds the jurisdiction for providing 
the license. All businesses regardless of size is covered. However, for the proposed 
Verification Survey, the proposed site at SANEPAR’s STP already holds an Environment 
License and hence only a minor update to the license is required to install a drying 
furnace.  
 

Taxation 
Brazil and Japan have a tax treaty in place and hence it is possible to deduct tax 

paid in Brazil from tax payable in Japan. Dividends and royalties (excluding trademark 
usage) is taxed at 25%, interest at 20% and qualifies for tax deduction in Japan. 
Regarding total tax related costs for importing equipment, it is estimated that around 
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35%~40% of the equipment value will be incurred. 
 
 
II The Proposing Company’s Product and Technology 
 
(1) Information on the proposing company  

Company Name Tohoku Clean Development Co., Ltd. 

Location of Head Office Yamagata Prefecture, Japan 

Establishment Date April 1991 

Main Business Lines 

Incineration of industrial waste 

Production of sludge fuel 

Operation of industrial waste final landfill site 

 
Japan is a world leader in sludge treatment technology and companies that engage 

in the production of sludge fuel possess technologies that are state of the art on a global 
basis. The macro economic conditions in Japan continue to be stagnant and in 
particular with the reduction in overall waste generation, the waste management 
industry in Japan is struggling. Despite the advanced technology that waste 
management companies possess, very few have taken steps to expand their business in 
the overseas market.  

TCD considers sludge treatment to be their core business and is successfully 
generating profits in the highly competitive Japanese market. They have been 
searching for an opportunity to expand their business overseas in particular in 
developing countries to contribute towards providing solutions to development issues. 
They have carefully considered the target country and upon conducting preliminary 
study tours have chosen Brazil based on the pace of economic growth, market size, local 
technology levels and the need for the introduction of sludge treatment technologies.  

 
(2) Information on the product and technology  

TCD owns and operates a bio-mass fuel production plant in Japan which accepts 
organic sludge from local government sewerage treatment plants throughout the 
Yamagata Prefecture area.  

Organic sludge is machine-dried and granulated into sludge fuel. The plant 
processes 48tons of organic sludge per day. The system operation is based on 
maximizing processing capacity while minimizing costs. A central control room is used 
to manage both the sludge drying plant and the adjacent incineration plant that 

Sludge Transport 
Drying / 

Granulating 
Fuel 

Sell to 

cement co. 
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incinerates wood and plastic fuel, thus allowing for the heat generated by the 
incineration facility to be used in the sludge drying process. This makes it possible to 
reduce the overall usage of heavy oil and other fossil based fuels at the facility. 

The dried sludge typically has a 
water content of around 10%, but this 
can be flexibly and easily adjusted 
through the treatment process in order 
to meet the needs of customers (eg. fuel 
for cement manufacturing vs. compost 
for farming). 
 

(3) Local applicability of the proposed product/technology  

During the Feasibility Survey, the proposed project was introduced to government 
entities such as the Ministry of Environment, Curitiba City Planning Research 
Institute, Curitiba City Health Department, Curitiba City Environment Department, 
as well as water and sewage companies such as SANEPAR and SABESP. Companies 
in the private sectors such as AMBSERV Co, Essencis Co, and Cattalini Co. were 
approached as potential business partners. Also, the project was introduced to 
organizations such as the Brazil/Japan Chamber of Commerce, Parana State 
Japan/Brazil Chamber of Commerce. Surveys regarding sludge waste were also 
conducted at the Brazil Waste Association and at local recycling companies. Through 
discussions with these entities, it was confirmed that sludge treatment needs were 
strong in both the public and private sectors.  

 
(4) Potential contribution to solving development issues 

It is likely that TCD’s technology can contribute towards solving relevant 
development issues in Brazil. 

Currently in Parana State, organic sludge is dewatered, sun-dried, and then 
disposed in landfill sites in remote locations. SANEPAR currently owns three landfill 
sites in northern Parana but all three sites are approaching maximum capacity and 
furthermore only capable of accepting municipal waste. Sludge is currently being 
transported and disposed at a third-party owned landfill site 80km away from the city 
center. SANEPAR is currently incurring high costs for manual labor in the sun-drying 
process as well as high sludge disposal fees paid to the external landfill site. 
Furthermore, if the capacity at the landfill site is exhausted, SANEPAR must consider 
alternative landfill sites which are further away and also more expensive. There are 
also environmental concerns over the exposed sun-drying process including issues with 
foul odor affecting the community. 

By adopting TCD’s proposed technology, the high costs mentioned above can be cut 
down through the reduction of sludge volume. Also, secondary benefits such as 
avoidance of negative environmental impact from sun-drying and reduced CO2 
emissions from lower fuel usage for sludge transportation can be expected. 

Brazil is the world’s largest exporter of ethanol and is pushing forward its national 
strategy to expand renewable energy. The sludge fuel produced by TCD’s technology 
can be used by cement factories, steel mills, and power stations as an alternative to 

  

Sludge Fuel Sludge-drying Plant 
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fossil based fuel, thus complementing such national strategy. 
 

 

III Proposed ODA Project Summary 
 
(1) ODA project overview 

Subsequent to this Survey, TCD plans to apply for an ODA project “Verification 
Survey for the technology of dry-processing organic sludge in Parana State” to 
contribute towards resolving issues faced by STP’s and landfill sites in relation to 
sludge treatment and disposal. Also, technology transfer to the private sector including 
paper mills that generate large volumes of sludge will be pursued. SANEPAR staff will 
gain expertise in proper sludge treatment and operations and maintenance of TCD’s 
equipment.  
 

(2) ODA project contents 
Under the Verification Survey, a small pilot plant will be installed at an existing 

sewerage treatment plant managed by SANEPAR to test the sludge drying and fuel 
manufacturing technology. The sludge fuel manufactured at the pilot plant will be 
marketed to cement and steel companies for potential sale which would contribute 
towards reducing overall costs incurred in sludge disposal. Also, SANEPAR consumes 
large amounts of electricity and the sludge fuel can be utilized in-house to reduce 
electricity bills. The pilot plant will be utilized to educate and train SANEPAR staff to 
develop their expertise and achieve technology transfer. Furthermore, the plant will be 
utilized to conduct demonstrations for relevant government organizations and the 
private sector to showcase the technology and increase recognition. In particular, 
companies from industries that generate large volumes of sludge such as paper and 
textile manufacturing will be targeted to market the technology.  

 

(3) Negotiations with Counterpart organization candidate 

The planned Counterpart organization (C/P) is SANEPAR. SANEPAR manages 170 
water treatment plants, 1019 wells, 234 sewage treatment plants for the benefit of 7.1 
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million residents.  
Agreements have been reached with the C/P on the installation of the pilot plant as 

well as the C/P’s roles and obligations. A draft version of the Minutes of Meetings 
document has been presented and approved by the C/Ps CEO and executive director.  

However, the C/P is requesting to use bio-gas as fuel for the pilot plant and it is 
difficult to find a plant manufacturer in Japan that can meet their request. High costs 
may be incurred for emissions control as well. Also, based on preliminary analysis of 
the sludge samples provided by the C/P, the calorific value of dried sludge will be lower 
than initially expected. Therefore, further consideration is necessary including the 
mixing of other higher calorific value materials to enhance fuel characteristics. TCD 
will continue to approach Japanese equipment manufacturers to solve the above issues 
without significantly increasing the costs, and also continue to negotiate with the C/P 
on using traditional fuels such as heavy oil and LPG for the pilot plant.  

 
(4) Issues and risks associated with the proposed ODA project formulation 
Issues and risks Countermeasures 

C/P request to use 

bio-gas 

Bag filters and de-sulpherization equipment will be 

required to meet emissions standards. It is suspected 

that chlorine content in the bio-gas will be high which 

will likely cause generation of dioxin. The equipment 

costs to prevent these issues will become quite high. 

Further discussions with Japanese manufacturers to pursue 

the design and manufacturing of appropriate equipment at 

lower cost are necessary. Also discussions with SANEPAR 

to consider the use of LPG and other stable fuel will be 

pursued.  

Quality of sludge 

fuel to be produced 

 

 

 

Preliminary sample data provided by SANEPAR suggests that 

the sludge chemical content is not ideal for fuel 

production and hence any fuel produced may be limited to 

use within SANEPAR facilities and commercially unattractive 

to private sector customers. Further analysis is required. 

Licensing risks  

 

Further details regarding permits and licenses must be 

confirmed with not only Ministry of Environment but also 

Departments at State and City levels. 

High customs tax 

rates may prohibit 

the use of the 

proposed ODA scheme 

Careful budgeting for customs costs must be conducted and 

the project scaled down as necessary to meet the ODA scheme 

budgeting requirements.  

Costs associated 

with implementing 

the project may 

prohibit the use of 

the proposed ODA 

scheme 

Further planning to increase the use of lower cost 

equipment components that can be procured locally is 

necessary. Downsizing equipment capacity and slimming down 

the scope of the project to meet the ODA scheme budgeting 

requirements must be considered  
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(5) Environmental and social considerations 

Due to the fundamental characteristics of the project to improve proper treatment 
of sludge, there are no ongoing negative environmental impacts from pursuing the 
project. Nonetheless, evaluations based on JICA environmental and social 
consideration guidelines and Brazilian standards on environmental and social impact 
were conducted through discussions with the Ministry of Environment and its 
municipal departments in Parana State and Curitiba City.  
 

(6) Expected development impact 

 

 

IV Business Development Plans 
 
(1) Business development plan overview 

There is potential for two types of business development. By building upon the 
results and achievements from the Verification Survey, the first plan (business model 
1) would be to become a contractor to manage the sludge treatment operations on behalf 
of SANEPAR. The model would be to produce sludge fuel at SANEPAR’s STPs and 
generate electricity for use in-house by SANEPAR itself. SANEPAR will be able to 
reduce its electricity costs and reduce the costs currently incurred in relation to the 
sun-drying and transportation of sludge. It is likely that under this model, SANEPAR 
will need to openly invite contractors to apply through an international competitive 
bidding process.  

The second plan (business model 2) would be to target the private sector and operate 
a business to treat sludge generated by private sector industrial facilities. The model 
would be to earn fees from sludge generators and earn sales revenues from users of 
sludge fuel such as cement factories and steel mills. This is the same model that TCD 
currently operates in Japan. Currently two potential private sector business partners 
are showing strong interest in working with TCD under this business model.  

First, Cattalini Co., has an established subsidiary called CS Bio Co. which is partly 
owned by SANEPAR, and CS Bio is operating a large scale biomass gas plant at 
SANEPAR’s Beren STP since September 2017. This plant generates large volumes of 

Process Qualitative Development Impact Quantitative Development 
Impact 

Install pilot plant and 
produce sludge fuel 

Reduction in sludge waste 
disposed at landfill sites 

Reduction in volume of disposed 
sludge  

Transfer technological and 
operational expertise  

Empowerment to manage and 
operate new technology 

Number of engineers and staff 
trained 

Reduce costs of sludge 
processing and disposal 

Reduction in sludge treatment 
and transportation costs 

Reduction in transportation costs 
and dumping fees compared to 
additional plant operating costs 

Conduct demonstrations 
to private sector 

Dissemination of new technology 
to sludge generating businesses 

Unclear at present 

Use of sludge fuel by steel 
/ cement manufacturers 

Increase in income from sales of 
sludge fuel. Reduction in 
greenhouse gas emissions 

Reduction in CO2 emission from 
amount of traditional fuel saved 
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sludge, and Cattalini/CS Bio have shown strong interest in partnering with TCD to 
produce sludge fuel at the STP and showcase the technology to stakeholders in the 
sewage sector throughout Brazil to potentially expand its business nationwide. 

Second, Essencis Co. owns Caieiras landfill site in the outskirts of San Paolo, which 
accepts 10,000 tons of waste per day and is one of the largest landfill sites in the world. 
Essencis currently extracts methane gas at this landfill site and generates 29.5 
megawatts of electricity using this gas. The landfill site currently accepts sludge but is 
not currently utilizing the sludge and hence the company is keen to consider a 
partnership with TCD.  
 

(2) Market analysis 

For both business models above, Curitiba and Parana State will be the initial market 
area but in the mid to long term expansion into San Paolo State and Rio Di Janeiro will 
be a valid option. In these areas, in addition to strong economic fundamentals, final 
landfill sites are located far away from urban centers and fits the collective business 
model that TCD aims to achieve.  

Regarding competition, since sludge fuel is currently not recognized at all in Brazil, 
no competitors currently exist. However there is a risk that alternative treatments such 
as biogas generation and simple incineration can prove to be strong competition as well 
a risk that newcomers will emerge from large private sector companies that currently 
operate in the waste water field.  

 

(3) Business and partnership structure 

The envisaged partnership structure is for TCD to initially set up a local subsidiary 
and then establish a joint venture between the TCD subsidiary and the local partner 
company. 

 

 
The business model will rely on income generated from both waste acceptance fees 

and sales of sludge fuel. Therefore, it will be imperative to leverage the existing 
franchise value of local waste management businesses to be able to source waste and 
collect waste acceptance fees. As mentioned above, Cattalini and Essencis are showing 
strong interest in partnering with TCD. Both are large companies and since the 
expected scale of investments is also large, it is assumed that TCD will hold a minor 
interest in the JV, possibly between 20~30%. A large amount of capital will be invested 
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in the initial establishment of facilities but TCD will focus more on providing 
technological expertise to the JV.  
 

(4) Envisaged risks, issues and countermeasures 

As for business model 1, SANEPAR is likely to need to conduct an open international 
bidding process to select the contractor. TCD will need to differentiate its technological 
capabilities and business feasibility to be selected by SANEPAR.  
 As for business model 2, the potential business partners are significantly larger 
companies than TCD and hence it will be difficult to maintain a controlling interest in 
the JV. There is risk that capital commitments will be forced upon TCD for future 
business expansion. Also, it is planned that heat generated from incineration facilities 
will be utilized for the sludge drying process but it may take years before the required 
environmental licenses can be obtained, depending on the situation at the relevant 
municipal authority. 
 
(5) Expected development impact 

Through the proposed business development plans, a management system will be 
established for reducing environmental risks by utilizing the proposed technologies to 
produce biomass fuel from organic sludge. This will make it possible to reduce the 
volume of sludge waste generation and ease the burden on landfill sites. In addition to 
sludge treatment cost reduction, secondary environmental benefits such as avoiding 
negative environmental impact from sun-drying sludge, and reducing CO2 emissions 
arising from the transport of sludge to remote landfill sites, can also be expected 

Furthermore, through the effective utilization of sludge as a resource, proper 
treatment of waste water is expected to become established. As noted previously, the 
coverage and effectiveness of waste water treatment in Brazil generally needs 
improvement. By creating value from what is currently only regarded as waste 
generated from waste water treatment, it is expected that these improvements can be 
accelerated and lead to reduction in contamination of the natural environment.  
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環境社会配慮調査における現時点で想定される代替案・影響評価 
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別添 

行政機関などとの面談内容 

番号・訪問先 内容（特記無きは先方発言） 

①クリチバ市環

境局 

  

 

（第1回現地調査） 

クリチバ市はSANEPARと上下水運営委託契約を締結している。（30年間） 

(水資源衛生部長が管理者) 

下水処理場の汚泥の一部は処理できず川に垂れ流しされている為、提案事

業者の技術には大変関心がある。 

汚泥は石灰を混ぜ乾燥させているが、寄生虫の卵を殺しきれていない。汚

泥乾燥し燃料として使用することは、環境面に配慮しており可能ならば推

進したい。 

事前ライセンス、設置ライセンス、

オペレーションライセンスの三種の

ライセンスある。下水処理場に設置

するのであれば、軽微変更なのでラ

イセンスはいらない。 

排ガスについては、スクラバーをつ

ければ問題ない。州法律IAP18900、

市の法律7833に既に従った場所に設

置する為、更にライセンスの取得は

必要ない。 

クリチバ中心部の人口は200万人。

クリチバ市と周辺21の市から発生す

るゴミは2,200t 、wet 汚泥40万t / 年 

アレオンジン川でJICAのプロジェクトがあった。下水処理を行わず汚水と

して家庭の下水を垂れ流ししている家庭が多数ある 

上水は10㎥までが一定額。下水の80%が上水料金(クリチバ)。上水代に自

動的に下水代が上乗せされるが、違法に建てた建築(5年以上住んだ土地は

所有できてしまう)は下水菅が繋がっていない。 

違法の土地は売ることができないシステムを作ったので、売りたい場合は

下水道への接続費を自己負担でSANEPARが接続して正常化することを進め

ている。 

下水普及率51.84 % 、違法48,16% 、下水道無し6,18% 、雨水が下水道に

接続されている8.1% 、下水道があるが違法5,75% (2014年データー) ク

リチバ市下水道カバー率は92,49%(人口に対する割合)。しかし、下水普及

率は50%であり、半分以下の普及率である 

埋立コストは一般的に70レアル/ t である。 

中村仁氏が環境局長時代、移動型小型焼却炉を導入し病院ゴミの処理をし

ていた事があるが、NGOなどが政府に圧力をかけ反対をしたので撤去した事

がある。 

ゴミのリサイクルに関しては、ゴミを集めている低所得者層の仕事を奪う

という考えがある為、抵抗があるだろうが汚泥に関しては問題ない。 

（第2回現地調査） 

環境局長が変わったため、クリチバ市環境局アドバイザー帯同のもと、新

局長に汚泥処理についての方向性の確認などを行った。 

新環境局長は2017年9月に就任した。 

ゴミの焼却に関して、市の環境局としては問題ないが検察局が反対する。

 
クリチバ市環境局水質部長

との面談の様子 
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州が焼却と排ガス基準を管轄する。 

木の枝を伐採する量は4000 t /月。レンガやタイル工場に売っているの

で、これらを汚泥乾燥に利用できないだろうか。 

汚泥は郊外の最終処分場に運んでいる為、下水処理場で処分できるように

なれば一緒に推進したい。 

②クリチバ市保

健局 

 

クリチバ市ではセルキップ社に焼却施設がある。法律では適切な無害化が

できればいい為、オートクレーブ、マイ

クロウエーブ、焼却のどれでもいいが、

焼却は規制が厳しい。 

機材のライセンスは環境局が管轄。 

作業者の衛生に関しては保健局が管轄す

るが、水資源に関しては環境局が管轄す

る。 

汚泥石灰処理後の検査、焼却灰に関して

は環境局が管轄。 

最終処分場は環境局が管轄、そこの労働

者の健康管理に関しては保健局が所轄で

ある。 

③SANEPARパラナ

州上下水道公社

研究所 

1,000万人弱のパラナ州399市のうち345の市に水を供給している。下水処

理はその70%に提供している。一部の

地域ではゴミの運搬業と埋め立て処分

場を管理している。 

従業員7,300名 

汚泥処理機に関しては幾つかの処理場

で研究を繰り返し、大変必要なシステ

ムであり検証しているところである。 

 

④SANEPARパラナ

州上下水道公社

本社 

（第１回現地調査） 

汚泥乾燥に関しては、大変興味がある。 

SANEPARと課題解決を試みている国は

ドイツ、オランダ、イギリス、ポルト

ガル、メキシコ、アメリカなどであ

り、来月は韓国と交流を深める予定で

ある。 

パラナ州には大小約200箇所の下水処

理場があり、乾燥状態の汚泥が

25,000 t / 年以上発生する。(山形の

汚泥は4万t /年。東北クリーンは1

万t / 年受入れ、乾燥し2,000tにし

てエネルギー化する) 

各処理場は脱水機はあるが、その後の

処理は、乾燥、濃縮機、汚泥に石灰を混ぜ無害化など処理場によって様々

である。35%は肥料とし、それ以外は埋立地に運搬している。20年以上汚泥

の研究を続けている。今後、下水汚泥の取り扱いは、乾燥し熱源として利

 
クリチバ市保健局との 

面談の様子 

 

 

研究所との 

面談の様子 

 
SANEPAR取締役との 

面談の様子 
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用したいと考えている。 

3年前からパイロット的に100kg/h サンタキテリア処理場で、バイオガス

を使い汚泥乾燥し、グリル方式焼却炉で汚泥を焼却し、そのエネルギーを

使用して乾燥も行なった。 

普及・実証事業では100kg / h程度の乾燥機を予定、エネルギー源として

バイオガスと汚泥燃料を使用したい。(商売にするには50 t /日スペックが

必要)  

 

（第2回現地調査） 

SANEPAR全体の電気代は、年間390百万レアル (日本円で150億円程度)で

ある。 

免税措置に関しては、設備を日本から輸入して日本へ戻す場合、輸入税は

かからない。以前ドイツから3ヶ月程度、実証機を設置した事がある。ま

た研究開発用として免税措置が可能かもしれない。この場合、研究開発に

不可欠であるという理由が必要である。又、ブラジルにおけるパートナー

企業があると有利である。ジマー社(独)とメタン社(伯)が合弁したブラジ

ル法人会社は、機材が免税になった。 

汚泥乾燥の実証機をベレン下水処理場で発生するBiogasを使用して動かし

たいと思っている。 

普及・実証事業に進んだ場合のミニッツ内容を確認した。（詳細は別記） 

 

（第3回現地調査） 

日本との間には租税条約があるため２重課税は回避できる。 

実証機を「サンプル」名目でブラジルへ輸入すれば、4%の課税のみの可能性

が高い。ただし、「サンプル」とした場合には日本に送り戻す必要があるの

で、実証期間が終わったら契約を変更することを想定している。 

実証機を動かすには、LPガスを使用する予定だったが、今はバイオガスを使

用したいと考えいている。バイオガスを使用できる汚泥乾燥の機械を日本で

見つけることはできないかと依頼を受けた。 

SANEPARのバイオガスの成分はメタンCH450～ 70%、炭酸ガス30%、硫化水素

H2S 2000ppm。  

ガスの配管、水、電気の供給はSANEPARが負担する。 
⑤SANEPAR廃棄物

埋立地部門 

 

パラナ州で 最終処分場を3箇所運

営、1つは4つの市のゴミを集め、他

２つは各1つの市のゴミを収集。

Cianorte  terra boa santome 

guaporema indianopolis  

Apucarana 12万人  Cornelio 

procopio  

昨年よりパラナ洲環境局が州を20の

地域(約25万人づつ)に分け、ゴミの

収集を行うよう決定し、SANEPARはシ

アノルテとコプテルテでゴミの収集を

行なっている。来年からは全ての地域のオペレーションを実施することが

決定している。 

クリチバ、ランドリーナ、マリンガ(40万人規模)など大都市では、焼却処

分が望ましいと考えているが、パラナ州では焼却を禁止するという法案が

 

SANEPAR廃棄物埋立地部門と

の面談の様子 
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ある。環境局は前向きであるが、NGOや検察局の一部は低所得者のゴミを集

めている人達の職を奪うなどの理由で抵抗している。SANEPARとしては焼却

を進める為、メディアなどを使い焼却の良さを呼びかける運動を進めてい

る。ただ、マリンガ市では抵抗が大きく断念したことがある(例えば、教会

の司教が信者に対し、「ゴミを集める事は神のため、ゴミを焼却する事は悪

魔である」と発言したことがある。) 

バウエリ市(サンパウロ市の隣)では間もなくブラジルで初めて焼却施設が

誕生する。 

汚泥を30日天日乾燥し含水率60%まで下げ、菌や重金属検査を行い、肥料

(フルーツの木などに使用)として農地に送る。クリチバ市は、農地がない

ので隣の市まで80km輸送するため、都市部処理場の汚泥は乾燥機で含水率

を下げ、輸送費を下げる事が望ましいであろう。  

最終処分場までのゴミ運搬コスト100〜140レアル/ tであり、処理コスト

も同様の値段であるが、問題はパラナ州では受け入れを拒否される為、サ

ンタカタリーナ州の最終処分場に持って行かなければならない。 

SANEPARは潤っているが、他の州の上下水道公社では連邦政府が民営化を進

めている。 

ベレン下水処理場ではオーストリアの技術を所有するクリチバの会社と合

弁でCSバイオエネルギー社をつくり、汚泥の他に有機性ゴミ(レストレラ

ンのゴミ) を受入れ発電をする予定である。 

SANEPARは4000万レアル/ 月（約15億円）のエネルギーコストがかかって

いる。少しでもコスト削減できればいい。 

処分場の逼迫状況は市によるが、SANEPARは、常に新しい埋立地を約2年か

けて増やしている。 

⑥SANEPAR 法務

部門 

普及・実証事業における使用機材の関税の取り扱いについて確認した。 

ブラジルに同等の機材がない場合は、関税が軽減できる可能性がある。 

ブラジルは税制が複雑であり、所得税、工業製品税、流通サービス税など

がある。技術イノベーション機材ということで、幾つかの税金を免除でき

る可能性もある。 

機材を現地で組立てる事で関税を低くできるであろう。どのような状態で

ブラジルへ輸送するかの細かい詳細をもらえれば、大体の関税を予測でき

るであろう。（詳細は提案事業者から後日送付することとなった） 

⑦SANEPARパデュ

ラス下水処理場 

2002年に円借款を利用して建設。 

420ℓ/秒の処理能力 

汚泥は脱水し80%程度の含水率にしてから、30日から60日寝かして50％程

度の含水率に下げてから最終処分場へ輸送するか、農家へ肥料として無償

で配布している。 

  

汚泥ピットの様子 太陽光による 

汚泥乾燥の実験装置 
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⑧SANEPARベレン

下水処理場 

(パラナ州最大の処理場 好気性処理場 汚泥100t / 日 ) 

汚泥100t / 日を受入れる好気性処理場では1.7 MW もの電力が必要であ

り、値段が高いため、他の処理場は嫌気性(エアレターがない為、電力がか

からない)に変更した 

CS Bio社(SANEPAR 40% / カタリーネ社60%の合弁会社)が3ヵ月後(2017年

月9始動)にBiogas発電(汚泥、市場や期限切れ食品などの食物残渣を利

用)を開始し2.8 MW( 1機1.4MW )の電力を作る予定である 

食物残渣などの生ゴミは自動分別ラインで利用可能な物を分別し、40℃で

撹拌、ガスはバイオフィルターを通し脱硫、温度を下げ湿度を取り除き発

電機に送る 

3つの小型タンク(600 m3 )と大型タンク(5000 m3)、ドーム型ガスフォルダ

ーを設置 

サーマルリカバリーを行っている。ガスにならなかった残渣は脱水機で含

水率75%にし、セメント工場に購入してもらう予定である。 

まずは、下水処理場から800m3  / day の汚泥を脱水して発電に利用する予

定である。 

ブラジルではバイオガス・ダイジェスター(BD)設置に関して消防法の規定

はない。 

電気代のみは230〜240レアル/ 1MW/ h、売電する時は送電網や配電網レン

タル代、税金(流通税だけで30%)がかかり500レアル/ 1MW/ hであるが、

電力会社から電力を購入するともっと高い。 

今後、一般ゴミも受入予定があり、リサイクルしてセメント会社に燃料と

して販売する予定である。 

 

  
好気性処理施設 汚泥ピットの様子 

  

汚泥に石灰を混ぜる装置 バイオガス抽出タンク 
 

⑨クリチバ市計

画研究所 

(IPPC) 

1964年にクリチバ市のマスタープランができ、1965年設立。その後、管理

をしている。 

クリチバ市432㎢ 1.848.943人(2013 メトロポリタンエリア） 

新しい埋立地を作る場合、候補地を提案する役目を担っている。 
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クリチバ市では焼却施設を許可する法律がない。公害を出さない工業だけ

を認めている。 

 環境局が認めた場合、何処に設置できるかなどIPPUCが決める事があ

る。 

⑩パラナ州環境

委員(IAP) 

東北クリーン開発の技術には大変興味が

あるが、SANEPARがバイオガスで温めた

温水で汚泥を乾燥する実験をしたが、バ

イオガスが足りなかったと聞いている 

乾燥機使用時の排煙に関するデーターが

欲しい。 

IAPでtest用のライセンス取得が必要

である（簡単に取得可能である）が、

EIAは必要ない。 

養豚の糞も問題であり、このようなシス

テムを利用したい。 

⑪サンパウロ州

基礎衛生公社

(SABESP) 

 

 

 

 

 

 

・ サンパウロ州 人口4400万人 645の市を管轄。また、サンパウロ州メト

ロポリタンエリア(サンパウロ市近郊)人口2000万人39市を管轄。 

人口で比較すると世界第4位の上下水道公社である。 

都市部上水の99%管理している。下水は

87%を処理しているが、集めた下水の79%

しか処理できていない。(ポンプステーシ

ョンが不足している為、管が下水処理場に

送られていない) 

出資比率は50.3%サンパウロ州、30.3%サ

ンパウロ州の株式市場、19.4%NYの株式市

場。 

2016年の利益は2,947millionレアル。 

⑫サンパウロ州

環境局 

（CETESB） 

再生紙を作る製紙工場で大量の汚泥が発生している。乾燥させて燃料化す

る事はできないか。 

サンパウロ市の廃棄物は、1万4,000t/日、汚泥3,600 t /日 。 

マウア市ラダ最終処分場を経営するMr. FRANCISCOは、廃棄物4,500 t /日

を受け入れている。廃液処理が課題である。 

サンパウロ州サンベルナルド・ド・カンポ市（São Bernardo do Campo）で

SBCエネルギー社 (ラーラ社とベガ社の合弁)が廃棄物800 t/日を受け入れ

る焼却炉を設置予定である。そこに東北クリーンの汚泥処理システムを設

置するのはどうか。隣の市サントアンドレ市（Santo André）は、cenasa社

が下水を管理しているので、輸送コストはかかるが、汚泥を自由に処理で

きるであろう。きちんと、採算性を出せるかデータがあれば、FRANCISCO氏

から先方に連絡を取る事が可能である。 

 

SABESPとの面談の様子 

 

IAPとの面談の様子 
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⑬連邦政府環境

省 

 

 

 

 

 

 

 

国家環境審議会CONAMAで、下水汚泥を混ぜたコンポストが認められた。 

今後、廃棄物発電を推進して行きたい。 

環境ライセンスは、パラナ州環境局に任せ

ている。ただし、国境や海洋油田などの

EIAは連邦政府が管轄する。 

Bio gasに関しては、パラナ州が一番進ん

でいると聞いている。 

連邦政府の大気汚染に関する規定は1990

年に作られたものであり、パラナ州やサン

パウロ州はもっと厳しい制度を設けてい

る。 

⑭ブラジル輸出

投資振興局 

（APEX Brasil） 

 

 

 

東京の大使館に輸出促進課がある。外国企業がかかえる問題の解決を実施

している。 

海外からの投資誘致については、ブラジルの一般的なデーター、規制につ

いての案内、どのようなパートナー候補がいるかなどの情報を提供してい

る。 

例えば、どの州が適切かリサーチをし、競争企業などのデーターを提供し

ている。 

政府奨励策は工業関連の減税、技術革新、インフラ開発に関してである。 

外国企業がブラジルに進出する場合、国内の競合相手からクレームが来る

ため、連邦政府として特別な優遇措置は設けていない。しかし州単位での

優遇策はある。例えば、マナウスのフリーゾーン、サンパウロ州での固定

資産税軽減などである。 どこの州がどんな技術に関心があるかを調べるサ

ービスも提供している。 

⑮パラナ州開発

局APD(Agencia 

Parana de 

Desenvolvimento

) 

日本企業を積極的にパラナ州に誘致している。 

パラナ州では開発投資銀行を設置し、州の開発銀行を包括するパラナ開発振

興機構を拡大し、民間部門の融資を復活させた。現在、中小企業もプロジェ

クト開発にあたり、州政府より1,000万レアルから3,000万レアル迄を借り

る事ができる。 

パラナ州はブラジルで 3 番目の工業都市であり、汚泥を排出する企業が多

い。 

投資優遇策は特には無いが、ビジネスパートナーを紹介するなど可能であ

る。 

実証機材のメンテナンス会社、汚泥燃料を購入するセメント会社(スプレマ

社、イタンべ社)や汚泥を発生する会社の紹介を依頼した。 

パラナ州工業連盟、建設連盟と連携しており、メンテナンス会社や設置工事

をする会社を紹介することは可能である。 

15%から30% 輸入税(国)、4% 流通サービス税ICMS(州)はかかるが、サービ

ス税(市) は無税であろう。研究開発用として工業連盟や大学研究機関と一

緒に輸入するのであれば、輸入税が減税できるであろう。 

 

 

 

 

 

 

環境省で汚泥問題を協議 

非公開 
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別添 

ビジネスパートナー候補や民間団体との面談内容 

番号・訪問先 内容 

① 

AMBSERV社 
（ビジネスパ

ートナー候

補） 

 

・ SANEPAR の上水サンプリング検査

の廃水などを引き取っている 
・ 運搬輸送費は約US$2 / 1km走行時  
・ クリチバ市内で医療廃棄物及び有害

廃棄物の中間処理施設を運営してお

り、既に日本製と韓国製のオートクレ

ーブをそれぞれ1機導入しているが、

業務を拡大したいとの意向を確認し

た。提案事業について説明したとこ

ろ、強い関心が示され、今後代表者（日

系人）とビジネス化を前提とした協議

を続けたいとのコメントを得た。 

② ブラジル

廃棄物処理業

者協会 

 

・ ブラジルの汚泥熱量を調べる必要

があるが、燃料として使用する事

に興味がある 

・ サンパウロ州は好気性下水処理で

ある 

・ サンパウロ市近郊に最終処分場を

持つ。Essencis社(南部を商圏と

している)はサンパウロ上下水公

社から350㎥の汚泥（含水率75%）を受け入れている 

・ 現在は汚泥は埋立地に送っている1万2,000tの一般ゴミを受け入れる場

所とブレンドしている。埋立代は60レアル/ t (サンパウロ)である。

（日本の3分の1程度の価格）リオは30レアル。小規模受け入れの

2,000t 〜3,000tは80レアル/ t  

・ 埋立コストの方が安いが、廃液は(40レアル/m3)で処理、サンパウロ上

下水公社は汚泥焼却を考えている. 

・ 1990年代に試験的に乾燥機(ベルギー製)を導入し、ペレット状の汚泥を

作っていたが、実証だけで終わってしまった。 

・ サトウキビを絞ってエタノールを作っている。ガソリンに混ぜて流通し

ている(時期によって変動) 残渣は焼却し、電力を発電している。 

・ 水力発電はコストが安い、火力発電は高い(水力が追いつかないときに使

用) 10年前に節電命令ができ、国民に電気料金の追加徴収し火力発電所

が増えてきた 

 

AMBSERV社との 

面談の様子 

 

廃棄物協会会長へ事業説明を

行っている様子 

非公開 
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・ ジュンジアイ市(30万人) 下水汚泥処理民間会社 NOVA(経営委員会) 

③ブラジル日

本商工会議所 

・ 染料汚泥について倉

敷紡績、日清紡 (繊
維業界は東洋紡、大

和紡績などが昨年撤

退) 、食品残渣の汚

泥処理カフェ・イグ

アスをご紹介頂い

た。 
 

 

 

 

④Cattalini

社 / CS Bio

社 ( SANEPAR 

40% / カタリ

ーネ社60%の

合弁会社) 

 

・ 2011 年からSANEPAR が新しいアイデアを持つ会社に声をかけ78のプロジェ

クトが提出されたが、ほぼ全ての案はSANEPAR が自らの資金で処理場を作る

といった提案だった。しかし、カCattalini 社は汚泥など有機性の廃棄物を

使い自ら資金も投じてバイオガスプラントを作る事を進めた。Cattalini 社

が60%、SANEPARが40%を出資し、CS株式会社を作った。将来的にSANEPARは

CS社にパラナ州全域での汚泥処理やさらには廃棄物問題の解決を期待してい

る。 

・ 東北クリーンの技術に関しては、低所得者のゴミ拾いを圧迫しない為、IAPが

環境ライセンスを認めるであろう。 

・ ブラジル北部で少量の汚泥乾燥を実施している所がある（含水率 20% 3〜5t 

/ h) 

・ パラナ州では、乾燥汚泥を燃やす許可が出た。セメント工場の燃料として使

用する予定であり、IAPの許可済みである。 

 
ブラジル日本商工会議所のホームページ 

非公開 
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⑤Essencis社 ・ ブラジル廃棄物協会会長が元社長であり、ブラジル南部を商圏とした巨大な

廃棄物企業である。Essencis社を含めた産業廃棄物を扱う以下の4社からな

るSOLVI 社が母体である。主にブラジル南部の工業廃棄物、ブラジル全土の

一般廃棄物を処理している。 

1)Essncis 社: 埋立地を管理。ミナジュ

ライス州に最終処分場(3万5000 t /

月)がある。燃やせる廃棄物(プラスチ

ック、木材など.汚泥は含水率が高い

ので使用しない)は、セメント会社で

石炭の代替で使用している。 

・ セメント会社はフッ素、塩素が多いも

のは使用できない(0.3%以上)。

3000cal 〜4000cal / kg は無料。

3000cal/ kg 以下は90〜100レアル/ 

t 支払う。4000cal 以上は有料 90〜

100レアル(3800円) / t で売れる。(セメント工場の受容を補う量の提供は

難しい)  

2)Organosolvi 社: 有機性廃棄物から肥料を作る。食品工業、肉処理、ミルクな

どアグリビジネス関係の廃棄物を扱っている。 

3)GRI社：工場の中の廃棄物を管理。工場内廃棄物の種わけ作業を実施し、コン

パクトにプレス、リサイクルなど。 

4)Koleta 社: 廃棄物運搬業。家庭でなくショッピングセンター、マクドナルド、

大手銀行などの廃棄物運搬を実施。 

・ 焼却炉(サンパウロ市から車で1時間の場所に所在)は、94年にライセンスを

取り2 年ごとに更新している。現在はライセンスの取得が厳しいであろう。

工業廃棄物用であり、主に化学薬品などを焼却している。 

・ カイエラスCaieiras SP 処理場は1万t /日(30万t /月)処理し、処分費

20レアル/1tで産廃と一般廃棄物を受け入れている。SABESPバルエリ処理場

から含水率90%の汚泥を 1万t / 月受入れている。東北クリーンの汚泥乾燥

技術に大変興味がある。 

・ 他にはリオデジャネイロ州はRJ Mage 1200t /月処理し、処分費105レア

ル / t 、クリチバは5000 t / 月処理、ミナスジュライス州Capela de 

Santana  SUL1万3000t / 月などの処理場がある。 

・ 埋立て地から出るメタンガスは、約30 MG発電に使っている。 

⑥Termoverde

社 

 SOLVI Groupの中で、埋立地はEssncis社、売電事業はTermoverde社が実

施。 

・ Essncis社が運営するカイエラスCaieiras SP 処理場の敷地は360万m2 

2040年迄は使用できるであろう。1日あたりの処理量は1万t である。

(30万t /月) 

・ 埋立て地のメタンガスは湿気を取り脱硫はしていない。30 MGw/h (平均) 

26MGW/hで発電した電力は販売している。硫化水素は14mg/ m3 で問題な

いが、シリカVOC(揮発性物質)はフィルターを通している。Bio ガスのカ

ロリーは4300kcal / kg (メタンガス55%) 

・ 0.3MGw/hだけ構内で使用している。 

Essencis社との面談の様子 
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・ ダイオキシンは0.17ng (ブラジルのダイオキシン量規制値は処理能力に

関わらず変わらない) 東北クリーンは1ng (1日の処理場が95t以下の場

合)である。 

・ 二つの焼却プロジェクト(1:サンパウロ市役所、2:サンベルナードカンポ

市(埋立地が無いので、コストが高くても焼却を進めていた)を環境公社に

提出したが、焼却に反対する住民などが多いため、政治的に許可が出なか

った。 

家庭ごみを焼却する予定だったが、市長が変わったりなどの理由で頓挫し

た。 

・ サンパウロ上下水道公社とは、汚泥を埋立処分する代わりに、埋立地の廃液

をサンパウロ上下水道公社が処理してくれる取引を行っている (タンクロ

ーリーで廃液を運んでいる)。汚泥を運搬するコストがかかるが、下水汚泥

量は処理場の5 % 弱である。 

・ 製紙会社は天然ガスを使用 (ボリビアから輸入している)。海底油田を深

海から掘ることでボリビアからの輸入を半分にする予定であり減少傾向

にある。汚泥の値段差が安ければ可能性はあるであろう。(天然ガスは1.2

〜1.3レアル / m3 ) 

   
Termoverde社視察 面談の様子 Termoverde社BIOGAS

施設 

 

 

⑦カフェイグ

アス / 丸紅 

 

・ コーヒーを抽出した後の汚泥は、プレス機にかけ脱水し、ボイラーの燃料

として使用している。ガスやオイルに比べると安価である。その他の物は

排水として処理している。 

非公開 
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・ 好気性の排水処理を実施し、ラグー

ンに入れ、エアジェネレーション処

理し、汚泥が沈殿分離する。それを

プレス機にかける。  

・ コーヒーを沈殿分離する時、塩化鉄

を加えるが、ボイラーの配管の内部

を腐食する為、農業用の肥料として

いる。含水率は少し放置しておく事

で、92%から10%〜20%減らし、その

まま農家へ持って無料で提供してい

る。 

・ 肥料が必要なのは、植え付けの時期

だけである。 

・ 焼却灰の処理については、灰のみ又は汚泥に混ぜて農家に提供している。 

・乾燥コーヒー絞り粕 (有機物) 、木材チップ、コーヒー汚泥の排出量やカロ

リーは非公開 

⑧住友商事 

 

・ 現在ブラジル経済は底を打っているので、景気は徐々に良くなるであろ

う。パラナ州は日系人が多いため、調査は進めやすいであろう。 

・ 現在、ブラジルで民営化された上下水道公社の買収を実施している。日

本の優れた技術導入を目指す中、東北クリーンの汚泥乾燥技術に興味が

あり、次回渡航時も進捗状況の共有を求められた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
カフェイグアス/丸紅との面

談の様子 
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別添 

 

本邦受入活動に関する参加者へのアンケート結果 

 

質問内容 回答 

Q1-1:今回の本邦研修ではあなたの期

待は満たされましたか。 

・ ほぼ期待通りの内容でした。 

・ 技術的な理解が大変深まりました。 

Q1-2:その理由もお聞かせください。 ・ 全てのスケジュールを完遂することができまし

た。また我々の質問についてデータを提示して貰

えたので満足しています。 

・ SANEPAR にとっては新しい技術を学ぶことができ

ましたがもっと時間が欲しいと感じました。 

Q2:各プログラムを5段階で評価して

ください。 

 

 

 

 

 

 

①「日本の下水処理政策」（山形浄化

センター）について 

②「下水処理場の視察」山形浄化セン

ター見学）について 

③「汚泥燃料化施設及び焼却施設の視

察」（東北クリーン開発見学）につい

て 

④ 「汚泥の堆肥化施設の視察」 

（山形市前明石ケーキ処理場見学）に

ついて 

⑤「乾燥汚泥燃料使用施設の見学」に

ついて（製紙工場） 

⑥「国際交流についての行政の政策」

について（山形県観光文化スポーツ部

インバウンド・国際交流課） 

⑦法方受入活動の総括及び普及・実証

事業に向けての意見交換（JICA東北） 

1全く印象に残らなかった、役に立たなかった。 

2 あまり印象に残らなかった、役に立たなかった 

3どちらともいえない 

4まあまあ印象に残った、役に立った 

5 とても印象に残った、役に立った 

 

①両名共4 

 

 

②1名4、1名5 

 

③両名共5 

 

 

④1名4、1名5 

 

 

⑤1名4、1名5 

 

 

⑥1名3、1名4 

 

 

 

⑦1名4、1名5 

 

特に印象に残った、役に立ったプログ

ラムを記載ください。 

また印象に残らなかった、役に立たな

いプログラムを記載ください。 

 

(印象に残った、役に立ったプログラム) 

・ 提案事業者の本社工場見学 

 

（印象に残らなかった、役に立たないプログラム） 

なし 

Q3: 研修を受けて、パラナ州に持ち

帰って実行したいことや実現したいこ

とは見つかりましたか。あれば教えて

ください。 

 汚泥の乾燥技術です。 
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Q4: 研修効果を最大化する上で、運

営スタッフの働きは適切でしたか。改

善点がありましたら教えてください。 

両名共5 

 

全員とても親切でそして、細部まで考えられたものでし

た。改善点としては、もっと時間が欲しかった点です。 

Q5: 今後のパラナ州の下水処理（有

機性汚泥の乾燥処理）に対して、東北

クリーン開発（株）のような日本の民

間企業に期待することは何ですか。 

・ 日本ではすでに解決している下水処理の問題はパ

ラナ州では現在解決の途中です。民間企業による

本分野への参入は大変歓迎したいです。 

 

Q6 最後に本研修に対する満足度を教

えてください。  

両名共5 

 

 

非公開 
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